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               平成１８年第１回定例会 

                 斑鳩町議会会議録   

                             平成１８年３月２日 

                             午前１１時１０分 開会 

                             於 斑鳩町議会議場 
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    １５番  中 西 和 夫        １６番  中 川 靖 広 

 

 １，欠席議員（０名） 

 

 

 １，出席した議会事務局職員 

    議会事務局長   浦 口   隆     係  長    猪 川 恭 弘 

 

 １，地方自治法第１２１条による出席者 

    町     長  小 城 利 重    助     役  芳 村   是 

    収  入  役  中 野 秀 樹    教  育  長  栗 本 裕 美 

    総 務 部 長  植 村 哲 男    総 務 課 長  西 本 喜 一 

    総 務 課 参 事          田 昌 敬    企画財政課長         藤 原 伸 宏 

    企画財政課参事  野 口 英 治    税 務 課 長  植 嶋 滋 継 

    住民生活部長         中 井 克 巳    福 祉 課 長  西 川   肇 

    健康推進課長         清 水 孝 悦    環境対策課長         清 水 建 也 

    都市建設部長         藤 本 宗 司    建 設 課 長  堤   和 雄 



１－2 

    観光産業課長         今 西 弘 至    都市整備課長         藤 川 岳 志 

    都市整備課参事  西 田 哲 也    教委総務課長         野  一 也 

    生涯学習課長         阪 野 輝 男    上下水道部長         池 田 善 紀 

    上 水 道 課 長         水 田 美 文    下 水 道 課 長         谷 口 裕 司 

    代表監査委員          巳 忠 次 

 

 １，議事日程 

  日程 １．会議録署名議員の指名 

  日程 ２．会期の決定について 

  日程 ３．建設水道常任委員長報告について 

日程 ４．厚生常任委員長報告について 

日程 ５．総務常任委員長報告について 

日程 ６．報告第 １号 監査結果報告について 

日程 ７．議案第 １号 斑鳩町国民保護協議会条例について 

日程 ８．議案第 ２号 斑鳩町国民保護対策本部及び斑鳩町緊急対処事態対策本 

部条例について 

日程 ９．議案第 ３号 斑鳩町営自転車等駐車場条例の一部を改正する条例につ 

いて 

日程１０．議案第 ４号 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末 

手当に関する条例の一部を改正する条例について 

日程１１．議案第 ５号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例 

の一部を改正する条例について 

日程１２．議案第 ６号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 

の一部を改正する条例について 

日程１３．議案第 ７号 斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正 

する条例について 

日程１４．議案第 ８号 斑鳩町の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一 

部を改正する条例について 

日程１５．議案第 ９号 斑鳩町福祉会館設置条例の一部を改正する条例について 

日程１６．議案第１０号 斑鳩町立あゆみの家設置条例の一部を改正する条例につ 
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いて 

日程１７．議案第１１号 高安ふれあい交流広場設置条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程１８．議案第１２号 斑鳩町立老人憩の家条例の一部を改正する条例について 

日程１９．議案第１３号 斑鳩町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程２０．議案第１４号 斑鳩町町営住宅条例の一部を改正する条例について 

日程２１．議案第１５号 斑鳩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一 

部を改正する条例について 

日程２２．議案第１６号 斑鳩町消防コミュニティセンター設置条例の一部を改正 

する条例について 

日程２３．議案第１７号 平成１７年度斑鳩町一般会計補正予算（第７号）につい 

て 

日程２４．議案第１８号 平成１７年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第４号）について 

日程２５．議案第１９号 平成１７年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予算 

（第３号）について 

日程２６．議案第２０号 平成１７年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第 

３号）について 

日程２７．議案第２１号 平成１７年度斑鳩町水道事業会計補正予算（第４号）に 

について 

日程２８．議案第２２号 平成１８年度斑鳩町一般会計予算について 

日程２９．議案第２３号 平成１８年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算につ 

いて 

日程３０．議案第２４号 平成１８年度斑鳩町老人保健特別会計予算について 

日程３１．議案第２５号 平成１８年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算につい 

て 

日程３２．議案第２６号 平成１８年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算につい 

て 

日程３３．議案第２７号 平成１８年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算について 

日程３４．議案第２８号 平成１８年度斑鳩町水道事業会計予算について 
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日程３５．議案第２９号 斑鳩町、平群町、三郷町及び安堵町指導主事共同設置の 

廃止について 

日程３６．議案第３０号 西和衛生試験センター組合規約の変更について 

日程３７．議案第３１号 王寺周辺広域休日応急診療施設組合規約の変更について 

日程３８．議案第３２号 斑鳩町文化振興センターの指定管理者の指定について 

日程３９．議案第３３号 斑鳩町観光自動車駐車場の指定管理者の指定について 

日程４０．議案第３４号 斑鳩の里観光案内所の指定管理者の指定について 

日程４１．諮問第 １号 人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて 

（その１） 

日程４２．諮問第 ２号 人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて 

            （その２） 

日程４３．認定第 １号 町道認定及び路線変更について 

日程４４．同意第 １号 助役の選任について同意を求めることについて 

日程４５．報告第 ２号 平成１８年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告につい 

て 

日程４６．報告第 ３号 平成１８年度斑鳩町土地開発公社事業計画の報告につい 

て 

 

 １，本日の会議に付した事件 

    議事日程に同じ 
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         （午前１１時１０分 開会） 

○議長（中西和夫君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名で定足数に達しております。よってこれより、平成１８

年第１回斑鳩町議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 初めに、町長より議会招集のあいさつをお受けいたします。小城町長。 

○町長（小城利重君） おはようございます。 

 平成１８年第１回町議会定例会の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 本日は、町議会定例会を招集いたしましたところ、議員皆様には、公私何かとお忙し

い中、お繰り合わせの上ご出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。また、平素は、町政

諸般にわたり、格別のご支援とご高配を賜り、心から感謝を申し上げます。 

 さて、本定例会は、斑鳩町国民保護協議会条例についてをはじめ４０議案を本定例会

に提出させていただいており、それぞれの議案につきましていずれも温かいご審議を賜

りまして、原案どおりご承認いただきますようお願い申し上げます。 

 特に、議案第３０号の西和衛生試験センター組合規約の変更について、議案第３１号 

 王寺周辺広域休日応急診療施設組合規約の変更についての２議案につきましては、組

合議会の開催日及び県知事の許可等の関係により、議会初日において温かいご審議を賜

りまして、原案どおりご議決いただきますようお願い申し上げます。 

 去る１月２０日から１月２７日までの５日間、 巳、木田両監査委員には、平成１７

年度の定期監査等を実施していただき、その結果をご報告いただくことになっておりま

すが、熱心かつ厳正に監査を賜り、ここに深く感謝を申し上げますと共に、講評の中で

お受けいたしました意見や指摘事項等につきましては、今後の行政運営を進めてまいり

ます中で十分に配慮し、さらに合理的、効率的な行政運営に反映させてまいる所存であ

ります。 

 また、私は、すべての人々が安心してくらせる「人にやさしいまちづくり」の推進、

一人ひとりの声を大切にする「開かれた町政」の推進、財政の健全化をすすめ「地方分

権の時代にふさわしい施策」の推進を基本姿勢として町政運営に邁進してまいりますの

で、一層のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 なお、平成１８年度の施政方針及び提出議案の説明は後刻とさせていただきまして、

簡単ではございますが招集のあいさつとさせていただきます。どうもありがとうござい
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ました。 

○議長（中西和夫君）  ただいまから議事に入ります。 

 本定例会の議事日程は、お手元に配付いたしております議事日程表のとおりでありま

す。よってこれに従い議事を進めてまいります。 

 まず、日程１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員には、会議規則第１２０条の規定により、議長において指名いたしま

す。本定例会の会議録署名議員には、１４番、里川議員、１６番、中川議員を指名いた

します。両議員には、会期中よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、日程２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期を、本日から本月２３日までの２２日間と定める

ことについて、これにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。よって本定例会の会期は、本日から本月２ 

３日までの２２日間と決定いたしました。 

 続きまして、日程３、建設水道常任委員長報告についてを議題といたします。 

 平成１７年第７回斑鳩町議会定例会において、建設水道常任委員会の閉会中における

継続審査とされましたことについて、審査結果の報告を求めます。３番、飯髙委員長。 

○建設水道常任委員長（飯髙昭二君） それでは、建設水道常任委員長報告をさせていた 

だきます。 

 １２月定例会後、閉会中の２月１４日に建設水道常任委員会を開会し、継続審査事案

をはじめその他の所管事務に関する調査を行いました。その審査の概要についてご報告

を申し上げます。 

 まず初めに、継続審査案件であります公共下水道事業に関することについてを議題と

し、理事者側より説明を求めました。 

 その内容は、本年発注している公共下水道工事の進捗の状況について、第１２処理分

区、龍田北汚水幹線第２工区工事、進捗率２５％で、シールド発進立坑築造作業を進め

ている。 

 次に、８月３１日に入札を執行した龍田北１丁目地内第１２処理分区第２工区３、同

じく第２工区４工事については、現在、進捗率８０％で、管渠埋設工事が順調に進めら

れている。 
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 次に、１０月３１日に入札を執行した法隆寺１丁目地内第１５処理分区第２１工区４

服部１丁目地内第１３処理分区第１１工区２、小吉田２丁目地内第１２処理分区第１工

区５、興留６丁目地内第１４処理分区第４工区１工事については、現在、進捗率５５％

で順調に工事が進められている。 

 次に、阿波２丁目地内第１４処理分区第１６工区２工事については、現在、進捗率８

０％で順調に埋設工事が進められている。 

 なお、本年度発注している工事については、継続工事である龍田北汚水幹線第２工区

工事を除き、すべて年度内に完了出来るよう順調に作業が進められているとの報告があ

りました。 

 次に、公共下水道接続申請状況は、確認申請受付件数が５９０件、検査済み件数が５

３３件、また融資あっせん利用件数が１０件、浄化水槽雨水貯留施設転用申請件数が５

件となっている。 

 本件については、質疑もなく、当委員会として説明を受け一定の審査を行ったという

ことで終わりました。 

 続いて、３月定例議会に提出が予定されている案件について、（１）斑鳩町町営住宅

条例の一部を改正する条例について、（２）斑鳩町企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正する条例について、（３）平成１７年度斑鳩町公共下水道事業特

別会計補正予算（第３号）について、（４）平成１７年度斑鳩町水道事業会計補正予算

（第４号）について、（５）斑鳩町観光自動車駐車場の指定管理者の指定について、

（６）斑鳩の里観光案内所の指定管理者の指定について、（７）町道認定及び路線変更

について、それぞれについて、本定例会に提出が予定されているということで、あらか

じめ説明を受けたところであります。 

 委員からは、地域手当等について、観光協会の会則、組織充実について、また町道認

定について若干の質疑があり、理事者より答弁がありました。詳細は、割愛させていた

だきます。 

 次に、各課報告事項として、一般会計補正予算、町営住宅入居者募集、既存木造住宅

耐震診断支援事業実施要綱、斑鳩の里法隆寺古事の森の集い等について報告を受けまし

た。委員より、耐震診断に係る負担金及び県下の状況及び区域について、古事の森に係

る支援体制について等の質問がありましたが、詳細は割愛させていただきます。 

 また、理事者側より県事業について報告がありました。その内容は、１、天理斑鳩線
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の用地確保について、２つ目、国道１６８号線の工事の進捗について、３つ目、富雄川

の護岸、河床工事整備後の上流井堰関係の調整について、４つ目、三代川改修工事にお

ける用地取得と今後の県との協議について、５つ目、県道御幸大橋の右折レーンについ

ては、今後、下部工の調査の後、河川協議をし、調整をするとのことです。６つ目、自

転車道について、以上、県事業に関しての報告を受けました。 

 また、その他については、ふるさと秋祭り実行委員会補助金等の継続についての質問

があり、一定の答弁がありました。 

 以上が、閉会中における審査の概要と結果であります。詳細につきましては、会議録

に整理させていただいておりますので、ご覧いただきますようお願い申し上げます。 

 以上で、建設水道常任委員会委員長報告を終わらせていただきます。ご清聴ありがと

うございました。 

○議長（中西和夫君）  次に、日程４、厚生常任委員長報告についてを議題といたします 

 同じく閉会中における厚生常任委員会の審査結果の報告を求めます。９番、浦野委員

長。 

○厚生常任委員長（浦野圭司君） それでは、厚生常任委員会委員長報告をさせていただ 

きます。 

 閉会中の、厚生常任委員会は、２月１４日全委員出席のもと開催いたしました。 

 まず初めに、継続審査案件で、（仮称）総合福祉会館整備計画についてを議題とし、

理事者より、用地確保の件で、今までは予定用地が南北に離れていたが、離れていた部

分の東半分、約１，０００平方メートルについても協力が得られる予定との報告があり

ました。これに対して委員より質疑があり、用地の確保が出来て安心したが、これから

建物の設計に入るに当たり、議会ともよく議論し、充実したものになるよう要望があり

ました。 

 次に、３月定例議会提出予定議案で、（１）斑鳩町営自転車等駐車場条例の一部を改

正する条例について、及び（４）高安ふれあい交流広場設置条例の一部を改正する条例

についてを議題とし、理事者より、いずれも指定管理者制度導入に伴うもので、両者と

も直営とし、管理の委託条項を削除するという説明がありました。これに対しては、別

段の質疑はありませんでした。 

 次に、（２）斑鳩町福祉会館設置条例の一部を改正する条例について、（３）斑鳩町

立あゆみの家設置条例の一部を改正する条例について、及び（５）斑鳩町立老人憩の家
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条例の一部を改正する条例についてを議題とし、理事者より、前記同様の説明がありま

した。これに対して、委員より若干の質疑があり、理事者より一定の答弁がありました 

 次に、（６）斑鳩町介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題とし、理事者

より、介護保険料率について、現行の５段階から７段階に改め、また保険料の納期を現

行の４期から８期に改めるという説明がありました。これに対して、委員より、保険料

率の段階改正で高額所得者優遇になってはいないのか、また保険料滞納者への対応につ

いて質疑があり、理事者より一定の答弁がありました。 

 次に、（７）平成１７年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）につ

いてを議題とし、理事者より、歳出では、高額医療費拠出金で５０７万８，０００円の

減額等合計で５７６万６，０００円の減額補正を、歳入では、高額医療費共同事業医療

費交付金で１，３４２万８，０００円の増額、また保険基盤安定繰入金で１，７０５万

７，０００円の減額等、合計で５７６万６，０００円の減額補正をするという説明があ

りました。これに対しては、別段の質疑はありませんでした。 

 次に、（８）平成１７年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について

を議題とし、理事者より、歳出では、介護給付費で１，０００万円の増額等合計で１，

１００万８，０００円の増額補正を、歳入では、介護給付費等繰入金で４５５万円の増

額、及び介護給付費交付金で３２０万円の増額等合計で１，１００万８，０００円の増

額補正をするという説明がありました。これに対しては、別段の質疑はありませんでし

た。 

 次に、（９）西和衛生試験センター組合規約の変更についてを議題とし、理事者より

センター組合の組織の規約変更について説明がありました。これに対しても、別段の質

疑はありませんでした。 

 次に、（１０）王寺周辺広域休日応急診療施設組合規約の変更についてを議題とし、

理事者より、障害者自立支援法が施行されたことにより、共同処理する事務の規約に自

立支援法に定める市町村審査会の設置及び運営に関する事務を加えるという説明があり

ました。これに対して委員より、障害者自立支援での認定区分判定の慎重性についての

質疑があり、理事者より一定の答弁がありました。 

 西和衛生試験センター組合規約の変更について及び王寺周辺広域休日応急診療施設組

合規約の変更については、県知事の許可申請手続期間に日数を要することから、３月定

例会初日に議決をお願いしたいとのことで、委員会として了承すると共に、議長、議会
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運営委員長に申し入れを行っています。 

 次に、各課報告事項で、（１）平成１７年度斑鳩町一般会計補正予算（第７号）につ

いてを議題とし、理事者より、歳出で、国民健康保険医療助成費で１，６７７万９，０

００円の減額、及びふれあい交流センターいきいきの里の充実で地元調整がつかず、大

広間増設工事断念で２，５００万円の減額等、合計で３，９８１万７，０００円の減額

補正を、歳入では、県支出金の保険基盤安定負担金で１，０５３万６，０００円の減額

等、合計で１，１２５万１，０００円の減額補正をし、また繰越明許費で合併処理浄化

槽設置整備補助事業費で３９９万６，０００円の繰り越しの説明がありました。これに

対しては、別段の質疑はありませんでした。 

 最後に、その他の事項で、理事者より、福祉会館のボイラー室天井のアスベスト含有

が判明し、２月中に撤去するとの報告がありました。その後委員より若干の質疑があり

理事者より一定の答弁がありました。 

 以上が、閉会中における厚生常任委員会の審査内容の概要です。詳しくは、議事録を

ご参照いただければ幸いです。ご清聴ありがとうございました。 

○議長（中西和夫君）  次に、日程５、総務常任委員長報告についてを議題といたします 

 同じく閉会中における総務常任委員会の審査結果の報告を求めます。１番、嶋田委員

長。 

○総務常任委員長（嶋田善行君） 総務常任委員長報告をさせていただきます。 

 去る２月１５日午前９時から総務常任委員会を開き、閉会中における継続審査案件及

び総務常任委員会の所管に係る事案について、報告、説明を受け、必要な審査、質疑を

行いましたので、その概要について報告します。 

 当日の会議で付議された事案は、継続審査事案のほか、３月定例議会で付議予定議案

のうち、当委員会の所管に係る事案１１件と各課報告事案３件でした。 

 まず、継続審査事案であります。 

 斑鳩町における歴史的史跡等の発掘調査、整備保存に関することについてであります 

 史跡藤ノ木古墳の整備については、現在は基本設計書が出来上がり、実施設計書の作

成に取りかかっているところであります。基本設計書の概要につきましては、従来から

の報告と大差ないため、省略させていただきます。 

 史跡中宮寺跡の整備につきましては、１８年度残り１件の用地買収と今後の発掘調査

について、整備委員会を組織し調査計画の作成を行っていきたいとのことです。 
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 町史跡駒塚古墳についてであります。町内の数少ない前方後円墳の後円部所在の宝篋

印塔の解体調査については、調査結果の取りまとめを行っている。今後は、文化庁、県

と協議の上、主体部の発掘調査計画書を策定し、より慎重に事業を進めていく必要があ

るため、本年度の整備費の予算額３９９万８，０００円は減額補正をお願いしたいとの

報告がなされました。 

 委員より、ガイダンス施設について、リピーターをふやす工夫の検討、維持費の国か

らの補助、作業室収蔵庫の必要面積について、個人見学者の映像ホールでの対応、映像

ホールと展示室の位置関係等の質疑があり、理事者よりそれぞれについて答弁がなされ

ました。 

 以上が継続審査案件に関する概要であります。 

 次に、３月定例会の付議予定議案のうち、当委員会の所管に係る事案についてであり

ます。 

 １、斑鳩町国民保護協議会条例について、２、斑鳩町国民保護対策本部及び斑鳩町緊

急対処事態対策本部条例についての２事案は、武力攻撃事態等における国民保護のため

の設置に関する法律に基づき制定される条例である旨の説明がなされ、委員より、上位

法であるいわゆる国民保護法の内容に関しての質疑、住民の安心と安全を守る観点から

新たに協議会をつくらなくても防災会議で対応出来ないか等の議論を深めていってはど

うかなどの意見が出されました。 

 ３、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を改正する条例について。公民館館長を非常勤の特別職から臨時職員へ変更したことに

よる、また斑鳩町国民保護協議会、地域包括支援センター運営協議会の設置に伴う改正

との説明がなされました。委員より、各種審議会機構や報酬額の見直しを図っていく段

階であるならば、今は慎重に対応してはどうかとの意見が出されました。 

 次に、４、特別職の職員で常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の

一部を改正する条例について、５、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する

条例の一部を改正する条例について、この２事案は、特別職の給与抑制措置として減額

率を給料月額、町長は１０％から１５％へ、助役は７％から１２％へ、収入役は５％か

ら１０％へ、及び教育長は５％から１０％へ引き上げる。また、退職手当組合への負担

金も、減額後の月額を算定基礎額とするとの説明があり、委員より、パーセントの表示

だけでなく金額を明示してもらい、認識を深めていきたいとの要望がありました。 
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 ６、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてであり

ます。現在８級制をとっている級構成から、平成１８年４月１日より新６級制に移行す

る旨の説明が１２月議会開会中の当委員会でなされていましたが、その後この級構成で

シミュレーションを行ったところ、係長クラスの現５級の最高号級の職員と主事クラス

の現４級の最高号級の職員が、新しい給料表では同じ給料額になる等デメリットが多く

出ることから、４月１日の１日前に、現８級制を９級制に切り替え、新年度から新７級

制に移行することで、職員の勤労意欲を損なわずスムーズな切り替えが出来るため、そ

のように変更したいとのこと。また、今回の給与条例改正にあわせ職員の管理職手当を

部長級は１１％から１０％に、課長級は９％から８％に、課長補佐級は８％から７％に

幼稚園の園長手当を１万３，５００円から１万２，０００円に引き下げるとの説明がな

されました。 

 ７、斑鳩町の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につい

て。現行１０種類ある特殊勤務手当のうち、滞納整理、訪問看護、用地交渉、マイクロ

バス運転、年末年始勤務の５種類の手当を廃止するとの説明があり、委員より、廃止の

理由の質疑がありました。理事者より、４種類については本来の業務と認識し、残る１

種は時間外、または休日勤務手当によって支払いを行っているためとの答弁がありまし

た。 

 ８、斑鳩町消防コミュニティセンター設置条例の一部を改正する条例について。消防

コミュニティセンターは、指定管理者制度をとらず直営で管理を行うための条文の改正

との説明でした。 

 ９、平成１７年度斑鳩町一般会計補正予算（第７号）について。理事者より各補正の

内容について説明があり、委員より、衛生費国庫支出金の関係とし尿処理費についての

質疑がありました。 

 １０、斑鳩町文化振興センターの指定管理者の指定について。斑鳩町文化振興センタ

ーの指定管理者を、財団法人斑鳩町文化振興財団に単独指定したい。その理由として、

１つに、過去８年の管理により施設の詳細及び業務内容に精通し効率的運営が期待でき

る。２つには、文化振興財団は、いかるがホールを拠点とし、斑鳩町の文化振興を図る

法人であり、ホール設置目的を理解し、町の意向に沿った運営が期待出来る。３つに、

文化振興を図る様々な実施事業を展開しており、施設管理とあわせた一体的で効率的及

び質の高い運営が出来るとの説明がありました。委員より、指定の期間を最小限にとど
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め、管理者制度を十分検討すべきではないかとの意見が出されました。 

 １１、斑鳩町、平群町、三郷町及び安堵町指導主事共同設置の廃止について、奈良県

教育委員会の機構改革により、地域圏担当指導主事の共同設置を廃止するが、今後は県

教委からの指導主事が教育支援を続行される旨の説明がなされ、委員より、教育指導の

内容、廃止による変更点等についての質疑がなされました。 

 以上が、３月定例会における当委員会に係る付議予定議案の概要であります。 

 次に、各課報告事項であります。 

 報告事項の１、斑鳩町いきいきの里債について。斑鳩町いきいきの里債の有効応募総

数は７１０通であり、２月３日の公開抽選により１１４名の当選者があり、約６倍の競

争率。利率は０．８２％にしたこと。平成１８年度も発行予定であるとの報告がありま

した。報告事項の２、斑鳩町土地開発公社保有地の処分について。昨年１１月の入札で

不調となった東小学校北側の法隆寺南１丁目２２９番２ほか２筆が、２，９１５万円で

落札され、６９８万８，５６５円の利益が出たとの報告がありました。報告事項の３、

斑鳩町立図書館管理運営規則の一部を改正する規則について。県外からの図書の借り受

けについて発生する費用について、受益者負担の観点から、本の郵送料や宅配料等の経

費を借り受けされる方に負担していただくための運営規則の改正をするとの報告があり

ました。 

 以上が閉会中における総務常任委員会の審査事項についての概要報告であります。な

お、詳細については会議録をご一読いただきますようお願いいたします。ご清聴ありが

とうございました。 

○議長（中西和夫君） 次に、日程６、報告第１号 監査結果報告についてを議題といた 

します。 巳代表監査委員の報告を求めます。 巳代表監査委員。 

○代表監査委員（ 巳忠次君） それでは、定期監査結果の報告を申し上げます。 

 お手元にお持ちいただいていると思いますが、定期監査報告書の記載のとおりでござ

います。それに従いまして少し説明をしていきたいと思います。 

 まず、定期監査結果報告書、１ページでございますが、記載のとおり、地方自治法第

１９９条第４項、それから町条例並びに町の監査規定に基づきまして、平成１７年度の

定期監査を実施いたしました。その結果を報告いたします。お手元の結果報告書は既に

お読みいただいているものというふうに考えまして、若干補足のみ申し上げたいと思い

ます。 
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 まず、２ページから３ページの監査の概要、概略でございます。 

 監査の実施期間は、記載のとおり、１月２０日から、その後２３日、２４日、２５日

２７日と、延べ５日間実施いたしました。このほか、実際には監査調書の整理でありま

すとか、あるいは監査結果の要約、あるいは監査結果報告に添える意見の作成等にその

後約３日ほど要しております。あるいはまた、事務局書記の方で報告書の細部の色んな

作表等に相当の日数を要しておりますが、そこには記載いたしておりません。 

 監査対象となりましたのは、すべての部局でございまして、他市町村では、この定期

監査は、部局を隔年ごとに行ったり、あるいは循環的に各部局を順次毎年ちょっとずつ

その対象部局を変えて、そのかわり深度ある掘り下げた監査をしていくというようなこ

とをやっているところもあるようでございますが、当町では長年にわたりまして全部の

部局を同時に監査するというやり方をしておりますが、そういったやり方もまた参考に

取り入れてもいいかなというふうに思っております。 

 監査の対象事項、それから範囲、あるいは目的、着眼点、そういったところは記載の

とおりでございます。 

 監査手続でございますが、毎年会議室に各部より来室いただきまして、部単位で全部

その日１日、あるいは半日まとめて監査をしておったんですが、当年度は会議室に課単

位で来室いただきまして、監査資料の提示を受けまして、その説明をしていただき、そ

れに関連しまして質問させていただく、あるいは書類を閲覧する。また、適宜、証憑突

合、帳簿突合、計算突合等の一般監査手続を実施して監査をいたしました。 

 また、監査最終日の１月２７日には、保健センター、それから町立幼稚園、中央公民

館、それから龍田財産区の下司田池の各出先に現場の視察を行いまして、日常業務の処

理手続、あるいは財産の管理、保管、維持管理の適否を確かめたところでございます。 

 監査の結果は４ページのとおりでございまして、４ページの上の記載のとおり、監査

の結果、監査の対象となった各部局等の予算にかかる財務に関する事務は、以下のとお

り適正に執行されているものと認められた。また、帳票、証憑の管理も内部牽制が良好

に働いており、各会計数値とも正確に記帳されているものと認められたということでご

ざいます。 

 以下は、一般会計、それから特別会計の予算の執行状況を書いております。若干補足

をしておきたいと思いますが、一般会計でございますが、歳入の部、執行率、そこに書

いてありますとおり、前年の６９．３％から６５％、やや執行率が低くなっております
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が、これは主として、その後の表を見てもらったらわかるんですが、町債の執行が低い

ということで、ほかの項目で特に変化はないというふうに思われます。 

 それから、「歳入の状況」のところの町税でございますが、執行率、それから収入済

額ともやや前年を上回っております。これは、そこに記載のとおり、個人町民税が前年

に比べまして少し伸びているというのが効いているように思われます。これは、年度末

までの見込みでも町税全体でわずかでありますが増加する。その中で、個人町民税がか

なり伸びるかなというふうに推移するように見込まれているところでございます。 

 個人町民税はそういうふうにして伸びてきておりますが、その他の税目は、書いてお

りますとおり、伸び悩んでおる、あるいは減収になっているものも相当ありまして、余

り楽観は許されないような状況であろうかと思われます。 

 それ以外の歳入につきましては、記載のとおりでございます。 

 それから、歳出でございますが、これも執行率が全体、５９．９％から５７％へと２

９％下がっております。これは、１５ページの歳出の表を見てもらったとおりでござい

ますが、土木費で４％、それから公債費で７．７％の執行率の低下が理由になっておる

ものと見られます。しかし、内容的に特段の変わった状況があるわけではございません 

 それから、７ページ以下特別会計でございますが、まず国民健康保険事業特別会計、

後ろの表の１６ページから１７ページの表２のとおりでございます。歳入、歳出とも増

加が続いております。しかし、執行率としてはやや低下しておりますが、国民健康保険

事業特別会計には、前の決算審査などでも少し申し上げておるわけでございますが、歳

入予算が、逆算方式というのか、甘いというのか、そういったことで毎年赤字が予定さ

れるというふうに見込まれるというふうにもかかわりませず均衡する予算を組んでおら

れますので、やや歳入が不足するかなというふうに毎年なるようでございます。 

 そこに書いてますように、歳入は当年度も９，７３５万円ほどふえておりますが、歳

出の方はそれをはるかに上回る２億４２９万円もふえております。特にこの中で、国民

健康保険税はわずか１，７０４万円しか増加しておりませんが、逆に給付費の方は１億

３９６万と、圧倒的に給付費の方が多い。そういった差がどんどん開いていくというこ

とで、ますます悪化をたどっておるということでございます。また後ほど少し申し上げ

たいと思います。 

 老人保健特別会計、記載のとおりでございます。 

 それから、大字龍田財産区特別会計でございますが、これは長年係争中でございまし
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た立ち退き請求事件が和解しまして決着がついたということでございます。だから、そ

の収支会計の方は記載のとおりでございますが、今後は池をどう維持管理していくかと

いうことを、水利組合の方と十分に協議をしていかなければならないのではないかと思

います。日常の色んな草刈り程度の維持管理、これは水利組合の方がなさるんでしょう

が、しかし財産は町が保有しているということで、大口の改修費、色んなそういったも

のが発生する時にはどうするかというようなことを十分に詰めておくことが必要ではな

いかというふうに思われます。 

 そういったような、例えばこういった財産区の池を持っておられるということになる

んですが、こういった財産を持つということはどんな費用が要るかわからないというよ

うなことが考えられる。だから、町といったような行政団体、なるだけそういった不必

要な財産は保有しないというのが原則であろうか。財産を持っている限り予期し得ない

ような負担が生ずる危険があるというようなこと。こういったような財産区の財産を持

っておられるということを一つの教訓になさるべきではないかというふうに思われます 

 それから、公共下水道事業特別会計。執行率は、国庫支出金、あるいは町債の執行が

低くなっておりますので、全体の執行率は低調でございます。これは、年度後半に執行

がふえるということでございますが、しかし公共下水道の加入率は予想以上に高いよう

でございまして、分担金、負担金の収入の執行率が９９．５％、年度途中なのに１０

０％近くに達しておるというようなことでございます。 

 介護保険事業につきましては、記載のとおりでございます。 

 それから、１０ページ、水道事業会計ですが、これは記載してますとおり、収益的収

支、資本的収支共順調に推移しておるようでございます。特に収益的収支は、給水収益

はわずかですがかすかに低減傾向が続いておりますが、受水費、あるいは公債利子、そ

ういった支出が減ってきておりますので、損益は黒字基調であります。突発的な原因で

臨時的な損失でも発生しない限り、当面赤字の転落は今のところ懸念する必要はないと

いうふうに思われます。水道事業は、そういったようなところでございます。 

 １１ページ、財産の管理でございますが、記載のとおりでございます。４カ所の現場

視察でチェックをさせていただきましたが、特に留意すべき点は見当たらなかったとい

うふうに申し上げておきます。 

 それから、１２ページ、最後でございますが、「結果報告に添える意見」でございま

す。ちょっと読ませていただきますと、以上のような当年度の定期監査の概要であるが
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町行政を取り巻く環境は依然として厳しく、景気にやや明るさが見られると報じられて

いるものの、町税収入の反映は微々たる程度であり、税目によってはむしろ減収化が続

いているものもあり、歳入の先行きに予断は許されないというようなことでございます 

 先ほど申し上げましたように、個人町民税が好調でございまして、年度末でもわずか

ながら増収が続くというように見込まれておるようであります。しかし、その他の税目

は依然として低下傾向でありまして、楽観は禁物である。 

 ただ、景気がかなり上昇してきておるというふうに言われておりまして、先日も聞い

ておりますと、ちょっと私も雑誌で読んだんですが、国税庁の統計によりますと、法人

税の申告、赤字対黒字の申告割合が、平成１４年度までは赤字が７０％、黒字の申告が

３０％という比率で、どんどんどんどん毎年赤字申告がふえてきておったんですが、こ

れが平成１５年から逆転しまして、平成１５年で赤字の申告が７０％を切った。平成１

６年度は、赤字申告が６７％、黒字申告が３３％にやや戻ったというようなことを報じ

られております。そういったようなことで、これから景気がよくなってまいりますと、

法人町民税の方がふえるかもと思われるんですが、当町は法人町民税のウエートがかな

り低いというようなことでございますんで、余りそんなに期待は出来ないんですが、一

応そういったような傾向になってきておるようでございます。 

 それから、次に６行目からですが、特に年度中における資金不足により、基金からの

繰替運用が３年にもわたって続いており、繰替運用額も年々増大の一途をたどり、平成

１７年１２月末では約７億３，０００万円に及んでいる。会計年度末には全額戻入され

る見込みであるが、資金繰りが容易でない面がうかがわれるというふうに書かせていた

だいたんですが、繰替運用という、基金のお金を一部流用して使うということが３年ほ

ど前から始まっておりまして、財政調整基金の預金を一時取り崩して一時的に歳計現金

に流用するということをしております。当初は金額も少なかったんですが、現在は、そ

こに書いてあるように、１２月末で７億余り。それから、これが１月末では１０億４，

９００万円と、基金全体で２８億ほどあるわけですが、それの４０％程度を流用して使

わなければならないということになってきております。資金繰りが大変だということで

ございますね。 

 これらは、地方交付税の減少ももちろんその一因ではあるが、特別会計における赤字

の増加、中でも国民健康保険事業特別会計の赤字累積が主因である。平成１６年度決算

審査でも指摘したところであるが、長期間に及ぶ異常な繰上充用処理が続いている限り
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とどまるところはないと見なければならない。一般会計は収支が見合っておるようでご

ざいますが、こうして特別会計でのマイナスが全体として資金を食っていくということ

で、資金が苦しいかなと、こういった状態ではないかと思われます。 

 以下、土地開発公社の持っているその処分予定の土地も処分なさったらどうかという

ふうに書いておるんですが、先ほど申し上げましたように、余り公的機関は余分なもの

を持つことはない方がいいのではないか、こう思うわけでございます。公的なこういっ

た行政機関は、住民の福祉のために事業を行い、そのために必要な資金を税金で集める

わけでございますから、要るだけのものを集める。だから、営利事業や家計のように、

稼いで資金を蓄えるというようなものではないわけであります。なるだけ余計な財産を

持つのはよくないんではないか。そういった処分するものはなるだけ早く処分していく

方がいいのではないかというふうに思われます。 

 早く処分した方がいいんやないかというふうに言ったんですが、一般会計の方で公社

の土地を処分すると損失が出る。損失を補てんする予算がないので処分出来ないという

ふうな理由のようでありますが、予算がないから売却出来ないというのは、それはもっ

ともな理由でございますが、やや詭弁のような感じがいたします。 

 それから、その次、介護関係の福祉事業を云々というふうにちょっと書いております

が、これは王寺周辺広域休日応急診療所、あるいは社会福祉協議会でも介護の事業をな

さっておるんですが、どうしても中にはやや採算が合いにくい、やや不採算のものもあ

る。採算という言い方は悪いのかもしれませんが、民間と競合するということでやや不

採算のような面もある。だから、なるだけ民間がやるようなものは、難しいんですから

よく検討してやっていかなければならないんではないかというふうに思うわけでござい

まして、そういった競合するものは、何とか改善、工夫をしていただきまして、民間の

やっておられるやり方も参考にして勉強していかれたらというふうに思われます。役所

では、人員が張りついて事業を行いますので、どうしても組織が硬直化したりしますの

で、簡単にはなかなかいかないだろうということで、やっておる事業をすぐにどうかす

るということは難しいでしょうけれども、何とか工夫してやっていかれるといいのでは

ないかというふうに思われます。 

 それから、真ん中以下でございます。色んな各種審議会、委員会が存在しておるけれ

ども、これらの活性化、効率化の研究、そういったものもなさるべきではないかと言っ

ておりますが、色んな委員会、審議会がございまして、監査の過程でそういった議事録
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とか色んなものを閲覧しておるわけでございます。やや形式的なものに終始しておられ

ないでしょうか。本質的な議論をなさるべき。あるいは、何も問題ないからそれでいい

やないかというような面、すんなりそういった委員会、審議会が終わるというようなこ

ともあるというふうに見受けられるんですが、そういった色々な委員会、何もなかった

からそれでいいということでなしに、やっぱり色んなものを改革していこうというふう

なことが必要であり、そういうことが叫ばれておるわけでありますから、何もなかって

も問題提起をしていく、問題提起能力のあるそういった委員さんに活発に議論をしてい

ただく、活性化をしていくということが必要ではないか、そういった意味をちょっとそ

こで書かせてもらったわけでございます。 

 それから、学校の運営でございますが、年度比較でいきますと、幼稚園費、小学校費

中学校費、その直接費と教育委員会の総務費を合計しまして児童生徒１人当たりで割り

算をしますと、前年に比べて１人当たり８，０００円ぐらい高くなってきておる。今後

もこういった傾向は続くだろうと思います。色んなそういったものも研究していかなけ

ればならないかなというふうに思われます。 

 そういったことで、まことに最後のところ抽象論でございますが、職員さん、あるい

は議員さんも含めまして、固定的、あるいは硬直的な概念にしばられずに、弾力的な発

想で合理化へ進んでいく、邁進されるというようなことを期待申し上げたいところでご

ざいます。 

 以上が町の方の定期監査でございます。 

 それから、もう一つ、財政援助団体の監査結果報告書、一緒にお持ちだろうと思いま

す。本年度は、斑鳩町社会福祉協議会に対しまして財政援助団体監査を行いました。一

昨年から、シルバー人材センター、あるいは昨年は商工会に行かせてもらったんですが

それと同様に財政援助団体の監査を実施いたしました。 

 監査の結果は、２ページ以下に書いてあるとおりでございまして、１月１３日に社会

福祉協議会の事務所へ往査を行って、各種の監査手続を実施して監査をしたわけでござ

います。監査の結果は、２ページの下段のところ、事務管理面に特段の指摘すべき点は

見られないということでございます。 

 それから、３ページの４、社会福祉協議会の運営状況でございますが、記載のとおり

徐々に収支は悪化をたどっているように見られます。先ほど申しましたように、介護事

業が厳しくなってきておるということでございます。ずっとその辺はお読みいただいた
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らわかると思われます。 

 ５ページの５、「改善乃至は検討を求めたい事項」というところでございますが、ち

ょっと読ませていただきます。評議員会及び理事会の機関は、定款の規定に従い適時招

集開催されているが、その議事録については、議事に直接関連しない記述も多いため読

みづらく、いま少し経過を要領よくまとめるべきであろう。また、議事録作成後におけ

る署名者の押印が遅れ気味であり、そのため決裁時期も集中しがちで、改善が求められ

るところである。 

 これは、ちょっと議事録を拝見させてもらったんですが、中身は、テープを起こされ

てそのとおりずっと書いていっておる。だから、全部書かれておるのはいいんだけど、

細かいことまで色々書かれておる。読むと、全体がどういうことやったんかかえってわ

かりにくいんではないか。向こうの方の定款にも、議事の経過の要領を記載すると書い

てある。一般の議事録は皆そうであると思います。要点をよくわかるようにお書きにな

ったらいいんではないか。 

 それから、そこに書いてありますように、ちょっと遅れておられる方の署名がある。

そんなことで決裁も遅れたりしておる。なるだけ会議終了後速やかにこういったものは

おつくりになって、決裁されるべきではないかと思われます。 

 それから、会計面でございますが、資金収支と消費収支、こういった呼び方は社会福

祉法人では正確には行っておらないと思うんですが、資金収支と消費収支の混同が見ら

れる。例えば、善意銀行の貸出金が貸借対照表から消えた状態になっている。その他の

債権や資産についても同様の漏れが生ずる危険もあり、それらの修正処理と今後の会計

処理に注意を払うべきであると書いてあります。 

 これは、こういった役所、町もそうなんですが、収支会計、現金主義でありまして、

収入と支出があったものだけを収支会計にするということなんですが、ほかの非営利会

計、色んな労働組合であるとか、あるいは宗教法人、学校法人、あるいは公益法人もそ

うなんです。収支会計で現金収入、あるいは現金支出を会計するんですが、役所と違い

ましてそういったところでは、今、貸借対照表をつくっておる。そうすると、公益法人

会計なんかでは、純資産増減計算書というのを別につくりまして、減価償却をしたりあ

るいは未収金を建てたり未払金を計上したりということをしておるんですが、それは丼

勘定的に逆算方式にしておるんですが、向こうさんもそういったガイド版、どっかから

もらいはったそういった会計のモデルをもとにしておつくりになっているんですが、こ
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ういった消費会計、非営利会計でも、収支は収支にしまして、それ以外に企業で言いま

すところの損益計算、これを学校会計では消費収支計算と呼んでおりますが、要するに

借入金を返したとか、あるいは貸付金を出したとか、あるいは資産を買ったというのは

収支計算では支出になるけれども、いわゆる消費収支ではそういうものは反映させない

逆に減価償却を入れる、そういった誘導的に貸借対照表をつくる。逆算方式でなしに誘

導的に貸借対照表を複式簿記会計機構の中でつくっていくというようなことを今してお

りますが、その会計処理の仕方でちょっと処理間違いではないかということを申し上げ

ておるわけです。本当は、お金を貸して貸付金で出しますと、貸借対照表に上がらなけ

ればならない。ここは、しかし、使い切ったような収支の支出になっておりますので、

貸借対照表に貸したお金が載ってこないというようなことに、資産として上がらないと

いうような、これはちょっとおかしいですよというふうに申し上げて、そういうことを

そこに書かせていただいたわけでございます。複式簿記会計機構のらち外へそういった

ものを出してしまいますと、複式簿記会計というのは、一つの財産保全機能というのが

ありまして、会計機構の中で財産を守っていくということが出来るようになっておりま

すので、そういったような運用をしなければなりませんというふうに申し上げたわけで

ございます。 

 それから、そこにマイクロバスと書いてありますが、これは福祉目的に限定して運行

なさるように、趣味や娯楽で使ったというふうに見られるような運用がないようにとい

うことを書いてあるわけでございます。 

 最後の「むすび」のところでございますが、ちょっと読んでみますと、介護保険事業

を開始された平成１２年度よりかなり以前の昭和５０年から、当社会福祉協議会は、町

の受託事業として高齢者のホームヘルプサービスに取り組み、斑鳩町の社会福祉の充実

活性化に寄与してきた。しかしながら、介護保険事業が始まった時期にはいまだ民間事

業者の数も少なく、社会福祉協議会が地域福祉に残した功績は大きかったと思われるが

当初と比べてみると、民間事業者が多くなり、事業活動区域内においての競合は激しく

なってきている。 

 そうした情勢から、介護保険事業は、平成１６年度末現在２，３９６万円有している

居宅介護サービス事業財政調整基金を取り崩して収支をしのぐ状況で、特に居宅介護支

援事業及び訪問入浴介護事業に関しては、人件費コストが上昇し、これが赤字を生んで

いる最大の理由となっており、抜本的な対策が急務である。検討事項のところでも少し
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ふれたが、評議員会及び理事会の活性化を図ることや、前記介護保険事業の運営につい

ての理事会の在宅福祉部会にも活発な議論の展開が求められようというふうに書いてお

ります。 

 後ろの方の表を見てもらいますとおわかりになると思うんですが、実質的な収支のと

ころで、そういった預金の取り崩しで収支合わせているというふうになっているだろう

と思います。特に入浴介護、居宅介護、この辺がちょっと厳しいようでございまして、

訪問介護は収支均衡しているというふうに見受けられます。居宅介護は民間と競合する

ようなふうでございます。入浴介護については、民間に余りやっている事業者がないよ

うでございまして、これは公的機関がやっていくしかないんかな。ただ、仕方がないか

と思うけれども、その辺は、やるかやらんか、その当否は十分に検討をして、公的にや

っていかなければならないということであれば、それはそれで赤字であってもやってい

かなければならないというふうになるかと思われます。理事会、そういった決議機関で

十分に検討いただく。あるいはまた、４名の理事さんで在宅福祉部会というのが組まれ

ておるようでありまして、その辺で早急に検討いただいて結論を出されて対応なさるこ

とが必要ではなかろうかというふうに思われます。 

 以上でございます。定期監査報告を終わらせていただきます。 

○議長（中西和夫君） これをもって報告第１号 監査結果報告についてを終わります。 

 巳、木田両監査委員には、連日にわたり綿密な監査を執行いただき、本日はまた詳

細な報告をいただきましたことに対し、厚くお礼を申し上げます。 

 なお、 巳代表監査委員には、監査結果終了後退席を申し出ておられますので、これ

を許可することにいたします。 

 午後１時１５分まで休憩いたします。 

         （午後０時１４分 休憩） 

 

           （午後１時１５分 再開） 

○議長（中西和夫君） 再開いたします。 

 これより、平成１８年度施政方針の説明を求めます。小城町長。 

○町長（小城利重君） 平成１８年第１回斑鳩町議会定例会の開会に臨み、町政運営にあ 

たる所信の一端を申し上げ、町民の皆様並びに議員の皆様のご理解とご協力を賜りたい

と存じます。 
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 本日、議員の皆様のご出席を賜り、平成１８年度予算をはじめとする重要案件につい

てご審議をいただくことができますことに、深い感慨と責務の重大さを痛感いたしてお

ります。 

 私は、常に愛すべきふるさと斑鳩町の発展を念頭におきながら、「人にやさしいまち

づくり」を町政の基本目標とし、町民の皆様が安心して暮らせることをいかなる時も忘

れず心にかけ、住民福祉の向上と地域の振興に努力を続けてまいりました。 

 おかげさまで、昨年１０月、町民の皆様のご理解とご協力をいただき、引き続き町政

を担わせていただくことになりましたが、改めてその責任の重大さを痛感しております 

 さて、昨年を振り返りますと、混乱と緊張の世情に終止符を打ち、穏やかで平和な世

界でありたいと願う私たちの気持ちとは裏腹に、多くの犠牲者を出しましたＪＲ福知山

線の脱線事故をはじめ、自然災害、小学生の小さな命が失われる事件、アスベストによ

る健康被害、さらには耐震構造設計の偽装事件など、安全・安心を考えさせられた一年

であったと思います。 

 日本人は、これまで、安全で安心、経済的に繁栄した国をつくってきたと信じ、また

その事実は、国際的にも認められてきたと考えてきました。しかし、最近における現実

のさまざまな不安や脅威、事件を目のあたりにいたしますと、日本社会に陰りがみられ

それを支えてきたシステムも揺らいでいるように思われます。 

 これまでは「安全神話」のなかで、地域に対する住民の関心が低くとも、大きな問題

となることは少なかったかもしれません。どちらかといえば、地域に積極的にかかわる

よりも、煩わしい人間関係を避け、プライバシーを尊重したいという考えが一般的にな

り、効率や便利さを求める傾向にあったといえるのではないでしょうか。 

 しかしながら、昨年、国立社会保障・人口問題研究所の予想よりも早く、全国の総人

口が減少に転じました。わが国はこれから長い人口減少・高齢化の時代に突入するとと

もに、２００７年からは「団塊の世代」の大量退職がはじまるという時代の転換期にあ

ります。 

 今後、このような社会において、一人ひとりの暮らしを支えていくために、地域との

つながりやコミュニティが果たす役割は、ますます重要となり、町民の生活を支える地

域の力が必ずや必要となってくるものと考えます。 

 幸い本町においては、地域に対する町民の皆様の関心は非常に高いものがあります。

そして、未来に夢を描くための素材をたくさんもっています。 
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 私は、これら一つひとつをしっかりと活用し、町民の皆様一人ひとりを大切に、温も

りがあり、誰もが安全で安心して暮らすことのできる活力あるまちづくりを進めてまい

ります。 

 平成１８年度予算案の編成にあたりましては、地方の予測を大きく上回る地方交付税

や臨時財政対策債の減額が示される厳しい状況のなか、教育、福祉、都市基盤の整備や

生活環境の向上など、今日的課題に対処するため、引き続き事務事業経費の見直しを図

るとともに、なお不足する財源につきましては、財政調整基金から１億４，０００万円

他の目的基金から３億６，５１０万６，０００円の計５億５１０万６，０００円を繰り

入れて、必要な施策・事業に財源を配分いたしました。 

 平成１８年度予算案は、一般会計で総額８６億円を計上しております。前年度と比較

して、３，０００万円、０．３％の減額となっております。 

 また、一般会計、特別会計及び企業会計の７会計を合わせました総予算額は、１７９

億８，４４１万８，０００円となっており、前年度と比較して、５億９，５５８万３，

０００円、３．４％の増額となっております。 

 行政の使命は、誰もが住み慣れたところで安心して、心豊かに暮らせる社会を構築し

ていくことであり、また、個性、創造性を豊かにして、健全で活力ある社会を創造して

いくことにあります。 

 そうしたことから、私は、安全・安心の確保を基本に据えながら、１として、「いき

いきと学びあえる教育環境の充実」、２として、「誰もが健康で、温もりとやさしさを

実感できる福祉の充実」、３として、「快適でうるおいを実感できる都市基盤の整備」

４として、「環境にやさしくやすらぎを実感できる生活環境の向上」、５として、「豊

かな歴史的・文化的資源を生かした斑鳩らしさの創造」、６として、「多様化する住民

ニーズに的確に対応するため、行財政運営の効率化と健全化」を重点施策として掲げ、

町民の皆様とともに「夢と希望」にあふれ「人にやさしいまち・斑鳩」を実現してまい

ります。 

 以下、第３次斑鳩町総合計画の基本施策の柱に沿って、平成１８年度の主要な施策に

ついて申し上げます。 

 第１の柱は、ともに生き心ふれあうまちづくりであります。 

 第１は、コミュニティづくりであります。 

 今後、高齢社会の進展や人口の減少などがさらにすすむことが予想されるなか、温か
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な人とひととのつながりのあるコミュニティの形成、地域社会の連携強化が必要となっ

てまいります。 

 そして、地域の、あるいは町全体の課題について、町民と行政が各々の責務と役割を

明確にし、一体的にまちづくりに取り組んでいく、つまり町民自らがまちづくりの主役

として積極的に参画していく姿こそが、新しい時代にふさわしいまちづくりの姿である

と考えております。 

 そうしたことから、引き続き、自治会組織をはじめ、子ども会、環境保全推進委員、

自衛消防団などさまざまなコミュニティにかかわる組織を支援し、地域住民の連帯感を

高め、コミュニティの活性化を図ってまいります。 

 また、平成１９年２月１１日をもって、本町は町制６０周年を迎えます。町制施行６

０周年を迎えるにあたり、これを節目として記念式典を開催するとともに、これまでの

本町の歩みをまとめた町勢要覧の作成を行い、地域への愛着、ふるさと意識の醸成を促

進してまいります。 

 第２は、人権・平和であります。 

 はじめに、人権意識の高揚についてでありますが、「人権教育のための国連１０年斑

鳩町行動計画」に基づき、町民一人ひとりの人権が尊重され、潤いのある豊かなまちの

実現をめざすため、広報紙・リーフレットなどによる啓発、「人権セミナー」の開催や

「人権相談」など、人権に関する施策を総合的に推進し、同和問題をはじめとするさま

ざまな人権問題の解決に努めてまいります。 

 次に、人権の擁護についてであります。 

 複雑・多様化する社会におきまして、私たちを取り巻く環境も大きく変化するなか、

町民の皆様が抱えている悩みや問題に応えるため、新年度から「無料法律相談」を月３

回に充実してまいります。 

 また、子どもやお年寄りなどへの虐待の未然防止や早期発見に向け、関係機関と連携

してその防止に努めるとともに、情報化の進展によるプライバシーの侵害など新たな人

権侵害に対する意識啓発に努めてまいります。 

 次に、非核・平和についてであります。 

 非核・平和につきましては、「斑鳩町非核平和宣言」の趣旨を踏まえ、戦争のない平

和な世界をめざし、町民一人ひとりが、非核・平和について考える機会となるよう「平

和展」の開催や、学校教育及び地域での活動等、あらゆる機会を通じて平和の尊さを訴
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え続けてまいります。 

 第３は、男女共同参画社会の推進であります。 

 男女共同参画社会の推進につきましては、平成１６年４月に施行いたしました斑鳩町

男女共同参画推進条例を基本理念とし、現在、「（仮称）新・女と男が輝く未来計画」

の策定作業を進めております。 

 新年度におきましては、新計画の実施計画の策定を行い、男女がお互いの人権を尊重

しながら、その個性や能力を社会のあらゆる場面で発揮できるよう、男女双方の意識改

革や男女共同参画に関する教育及び学習機会の拡充、子育て環境の整備、福祉サービス

の充実など、更なる取組みの推進を図るとともに、町民・事業者に対する啓発を充実さ

せ、男女共同参画の考え方を浸透させてまいります。 

 第４は、情報化社会への対応であります。 

 昨年まで、総合行政ネットワークの整備、住民基本台帳ネットワークの二次稼働、公

的個人認証サービスの実施等、電子自治体の構築に不可欠な各基盤の整備を進めてまい

りました。 

 今後は、奈良県及び県内市町村で組織する「奈良県電子自治体推進協議会」において

開発された「汎用受付システム」等を活用して、インターネット等を通じての行政サー

ビスの提供に取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、従来の業務の電子化による簡素で効率的な行政運営の実現を図り、電子自治体

の構築をめざしてまいります。 

 第２の柱は、すこやかにともに生きる福祉のまちづくりであります。 

 第１は、生涯福祉の充実であります。 

 はじめに、地域福祉についてでありますが、年齢の違いやハンディキャップの有無を

問わず、誰もが健康で将来も安心して暮らせるよう、町民の意識づくりや地域ぐるみの

福祉活動の促進を図るとともに、地域福祉活動の核として、社会福祉協議会の活動を引

き続き支援してまいります。 

 ご心配をおかけしております（仮称）総合福祉会館の整備につきましては、現在、小

吉田１丁目地内におきまして、建設用地の取得交渉を地権者の方々と進めているところ

でありますが、おかげさまで概ねまとまりつつある状況となりました。 

 本町の福祉・保健の拠点となる施設をめざし、介護予防事業、子育て支援の強化をは

じめ、ハンディキャップを持つ人の社会参加の促進、町民皆様の健康を守る保健センタ
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ー機能などを盛り込み、広く町民に開かれた総合的なサービスが提供できる施設として

整備を計画しております。 

 新年度におきましては、施設の実施設計に取り組み、平成１９・２０年度の２カ年計

画で建設工事を行ってまいります。 

 用地取得がまとまりましたら、議会にもご報告を申し上げ、今後の事業進捗に鋭意取

り組んでまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 また、町民の健康づくりとふれあいづくり、多世代間の住民相互の交流の場としてご

利用いただいている「斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里」につきましては、利

用者がここ数年減少傾向にあることから、昨年、料金体系の見直しや敬老記念品を入浴

券に変更するなど、利用の促進を図ったところであります。その結果、町内の方の利用

が７割近くとなり、町民の身近な施設として親しまれるようになってきております。 

 今後も、サービスの向上に努め、施設の機能が最大限発揮できるよう、その充実に努

めてまいります。 

 次に、高齢者福祉についてであります。 

 高齢者福祉につきましては、介護保険法が本年４月から改正され、将来にわたって持

続可能な介護保険制度を構築していくために、予防重視型システムへの転換、新たなサ

ービス体系の確立など、全面的な見直しが行われます。 

 このため、従来、一般会計で実施してきた保健事業や老人福祉事業の一部が、介護保

険制度のなかで地域支援事業として再編されることとなりました。 

 また、「地域包括センター」の設置が、新しく義務づけられました。お年寄りの保

健・医療・福祉・介護を推進していくうえで重要な拠点となりますことから、本町とい

たしましては、この運営を地域福祉の一翼を担っている「斑鳩町社会福祉協議会」に事

業委託し、実施をしてまいりたいと考えております。 

 お年寄りの方ができる限り要介護状態に陥ることなく、住み慣れた地域や家庭で暮ら

すことができるよう、介護保険サービスの円滑な実施や福祉サービス制度の活用等を積

極的に図り、生活支援、生きがいづくり、社会参加等、高齢者の福祉の充実に努めてま

いります。 

 次に、障害者福祉についてであります。 

 「ノーマライゼーション」の理念のもと、ハンディキャップの有無を問わず、すべて

の人々が安心して暮らせる社会を築いていかなければなりません。そして、すべての人
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が、地域社会を構成する一員として自立し社会参加できる総合的な取組みが求められて

おります。 

 新たに、本年４月から施行されます障害者自立支援法によって、平成１５年度から導

入した支援費制度の「自己決定と自己選択」及び「利用者本位」の理念を継承しつつ、

ハンディキャップを持つ人の地域における自立した生活を支援する体制をより強固なも

のとするため、障害福祉サービスの一元化、施設・事業体系の再編、利用者負担の見直

し、地域生活支援事業の創設など新たな障害保健福祉体系が構築されます。 

 障害者自立支援法の円滑な施行の推進を図り、ハンディキャップの有無にかかわらず

誰もが住み慣れた地域や家庭で安心して助け合いながら暮らせるまちづくりに向けて、

関係機関と連携を図りながら、より良いサービスの提供に努めてまいります。 

 次に、児童福祉についてであります。 

 少子化がすすむなか、本町の未来を担う子どもたちが、豊かな歴史文化や美しい自然

を背景に心豊かに明るく健やかに育つまちをめざして「斑鳩町次世代育成支援行動計

画」を策定し、住民、事業所、行政が連携・協力しあい、地域が一体となって子育て支

援を行う「親と子の笑顔きらめく子育て応援のまちづくり」を推進しているところであ

ります。 

 その一環として、昨年６月から、平成１４年度から養成してまいりました子育てサポ

ーターの皆様の協力を得まして、子ども同伴での外出が難しいときや保育園の利用時間

外などにお子様をお預かりする託児サービスを開始し、地域全体で子育てに協力してい

く取組みを推進するとともに、子育て中の保護者が安心して子育てできる環境整備に努

めてきたところであります。 

 さらに、新年度からは、子育て中の保護者が子育てについて気軽に相談できる相手や

仲間が身近な地域にいないなど、家庭や地域における子育て支援機能が低下しているこ

とから、親子の交流・集いの場の提供や子育てに関する相談・支援を行う「斑鳩町つど

いの広場事業」を開始し、子育て中の保護者の孤独感や閉塞感を解消して、子育てへの

負担の軽減を図ってまいります。 

 また、保育園におきましては、これまで保護者の皆様のさまざまな保育ニーズに応え

長時間保育や延長保育を実施するとともに、乳児保育や一時的保育など、多様な保育の

充実に努めてまいりました。 

 さらに、地域における子育てを支援するため、地域のお年寄りや未就園児との交流事



１－29 

業などにも取り組んできたところであります。 

 今後におきましても、保護者の皆様の要望に応えられるよう、常に利用者の立場にた

った保育園の運営に心がけ、子育て支援、就労と育児の両立支援を行ってまいりたいと

考えております。 

 また、放課後児童対策につきましても、最近の女性の社会進出、就労形態の変化、母

子家庭等の増加により、受け入れ児童も年々増加をしております。 

 本町といたしましては、引き続き、学童保育室を午後６時３０分まで開室し、平日の

放課後及び土曜日や夏休み等の学校休業日における事業実施により、保護者の皆様のニ

ーズに対応するとともに、児童の健全育成に努めてまいります。 

 次に、社会保障についてであります。 

 福祉医療費の助成につきましては、これまで県において、老人医療費助成事業の廃止

等の制度改正が行われるなか、本町におきましては、乳幼児、心身障害者・老人医療費

助成事業などにつきまして、対象の拡大などを行い、その充実に努めてきたところであ

ります。 

 受診機会の多いお年寄りや乳幼児、そしてハンディキャップのある人、また母子に対

しまして、受診機会の確保と経済的な負担の軽減を図ることは、誰もが健康で将来も安

心して暮らせるまちづくりを進めていくうえでたいへん重要であり、今後も真に必要な

皆様に充実したサービスが的確に提供できるよう努めてまいります。 

 また、国民健康保険事業につきましては、わが国では、すべての国民が何らかの医療

保険制度の対象となる国民皆保険制度を確立しております。 

 その制度のなかにあって、市町村国民健康保険は地域保険の中核として重要な位置を

占めているところであります。 

 しかしながら、高齢社会の進展や医療技術の進歩等に伴う医療費の増加、そして長引

く景気の低迷による加入者の増加や所得の低下などを背景に、本町国保財政は、ご承知

のとおり、現在危機的な状況に陥っております。 

 今後とも、地域保険の中核として、安定的にその役割を果たしていくためには、この

危機的な状況を早急に克服することが最大の課題であることから、その方策を真剣に検

討してまいり、国保運営協議会におきましてもご協議をいただくなか、国保財政の健全

化に向け真摯に取り組んでまいりたいと考えております。 

 第２は、健康づくりの推進であります。 
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 はじめに、健康づくりについてでありますが、私たちが幸せに暮らせる第一条件は健

康であります。誰もが健康で、笑顔で暮らせるまちをめざし、引き続き生活習慣病の予

防対策に重点的に取り組んでまいります。 

 生活習慣病を予防していくためには、早期発見、早期治療が何よりも重要となってま

いります。 

 そうしたことから、「健診は健康づくりの出発点」として、まず自分の身体の状態を

知っていただくために、基本健康診査や各種がん検診の受診の啓発を行い、特に、壮年

期（４０～６４歳）の受診促進を強化して、受診率の向上をめざしてまいります。 

 子どもたちの健やかな成長は、私たちの願いであり、親と子の笑顔がきらめくまちを

築き上げていかなければなりません。 

 子どもの食習慣のみだれは、成長してからも大きな影響を与えるため、適切な食習慣

を子どものころから身につけることが重要であります。 

 しかしながら、現在は朝食の欠食や偏った食事など不規則、不健全な食生活を送る子

どもたちもいます。そうしたことから、食事を味わい、楽しく食べ、食事のリズムが保

てるようにすることを目標として、妊産婦相談・指導や母子保健・指導の充実に努めて

まいります。 

 次に、保健・医療体制の充実についてであります。 

 基本健康診査や各種がん検診等の検診結果をもとに、自分の生活習慣を見直し、改善

することができるよう、健康相談・指導や生活習慣病予防教室の充実を図ってまいりま

す。 

 また、「自分の健康は自分でつくる」という視点で、一人ひとりが健康づくりに対す

る意識を高め、健康管理ができるよう、誰もが気軽に保健センターに訪れ、相談できる

環境づくりに努め、自己健康管理の支援を図ってまいります。 

 第３の柱は、文化の香り高く心豊かなまちづくりであります。 

 第１は、生涯学習・スポーツの推進であります。 

 はじめに、生涯学習についてでありますが、生涯にわたって、自分の人生を充実させ

るためには、それぞれのライフステージに応じた課題の認識と課題に向けた学習が必要

であります。 

 清い自然と深い歴史に育まれた、この「斑鳩」が文化の薫り漂う心豊かな「まち」に

なれば、ここに住むことが人生の喜びとなります。 
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 本町の生涯学習を推進するため、生涯学習で育まれる精神的、文化的豊かさは、新し

い「斑鳩」の教育文化の創造につながるものと認識し、積極的に推進してまいります。 

 次に、スポーツ活動の推進についてであります。 

 人々は、知的・精神的営みに喜びを見いだす一方、身体的豊かさ・充実といった側面

で、スポーツ活動に日々の生活の潤いを求めます。 

 全ての町民がスポーツ活動を通じて、健康な身体と豊かな心を育むことは、明るく生

きがいに満ちた生活を送るうえで欠かすことができません。 

 こうした視点から、住民のスポーツ活動を支援し、気軽に楽しく参加できる機会を提

供するなど、住民の日常的なスポーツ活動を支援してまいります。 

 特に、健康づくりや余暇活動の充実が求められるなかにあって、地域住民が気軽にス

ポーツに親しめるための条件整備に努め、生涯スポーツ、競技スポーツの振興策として

スポーツ指導者の養成及び各種スポーツ団体の活動を支援してまいります。 

 第２は、教育・人づくりの充実であります。 

 はじめに、学校教育の充実についてでありますが、現在、教育改革の流れのなか、さ

まざまな問題が提起されております。いじめ、不登校等の問題行動や青少年犯罪の増加

児童・生徒の安全確保等、また、学力低下への懸念や家庭・地域社会の教育力低下等の

多様な課題への対応が求められております。 

 このようななか、本町におきましても、「人づくり」を最も重要な課題として認識し

「心豊かにたくましく生きぬく力」を育成することが大切であると考えております。 

 学校教育の充実につきましては、地域や家庭が連携しながら学校の教育力向上をめざ

し、「信頼され魅力ある学校づくり」を進めてまいります。 

 そのため、各学校におきましては、学習指導要領のねらいを踏まえ、「生きる力」を

育む創意に満ちた教育課程を編成、実施してまいりますとともに、「総合的な学習の時

間」を活用し、教科の枠を超えた学習の充実など特色ある教育活動を推進してまいりま

す。 

 さらに、学校が家庭や地域と連携しながら、特色ある教育活動を展開するため、新年

度より「学校評議員制度」を創設してまいります。 

 斑鳩町小中連携教育の取組みにつきましては、特に「道徳教育」、いわゆる「生き方

学習」に力を入れ、生命尊重、人権尊重の精神を養うとともに、他人を思いやる心や地

域を大切にする心等の道徳的価値の自覚を深め、実践する力を育成し、新年度におきま



１－32 

しても、小・中学校９年間を通して、子どもたちに「地域に誇りと愛情を持ち、国際化

のすすむ社会を主体的に生きるために必要な自己の確立とコミュニケーション能力」を

育成するための教育の充実に取り組んでまいります。 

 次に、子どもの安全確保への取組みにつきましては、保護者や町民の皆様の協力で体

制は整いつつありますが、更なる安全・安心のため、地域社会で子どもを守り育てると

いう社会的な環境づくりが大切であると考えております。 

 学校、地域では常に危機意識を持ちながら、子どもの安全確保に取り組んでまいりた

いと考えております。 

 また、学校及び公共施設などに、心肺停止状態の人への応急処置の機器でありますＡ

ＥＤ（自動体外式除細動器）を順次設置してまいります。 

 次に、青少年の健全育成についてであります。 

 学校教育の延長線上に位置する青少年を取り巻く環境は、核家族化、少子・高齢化、

高度情報化といった急激な社会の変化により変容してきております。 

 青少年をめぐる人間関係がややもすれば希薄となっているなかで、地域の人々とのふ

れあい活動への取組みにより、地域の活性化を図る必要があります。 

 地域において、青少年の役割を取り戻し、青少年が地域でいきいき、のびのびと活動

することによって、ともに生きる「こころ」を育みながら、青少年の健全育成を図って

まいります。 

 そのため、社会教育委員会議や青少年問題協議会など、住民が参加する機関の機能を

活かし、地域社会や学校が相互に情報を提供する環境の整備に努めるとともに、子ども

たちの育成を支える保護者組織や自治会などの地域住民組織の活動をより一層支援する

 ことで、家庭、学校と地域社会との連携による地域教育力の形成を図ってまいりま 

す。 

 第３は、地域文化の保存と創造であります。 

 はじめに、歴史文化の保全と継承についてでありますが、町民の皆様が、自主的、自

発的に進めている文化活動を通して伝統文化に親しみ、地域愛と郷土意識を育て、新た

な「斑鳩」独自の文化を創造していく環境づくりが必要であります。 

 本町は、大阪経済圏のまちとして発展をとげ、人口約２万９，０００人を有するまち

となりました。大都市近郊に位置するまちでありながら、水と緑といった自然に恵まれ

とりわけ竜田川、法隆寺周辺は、水と緑のシンボル的役割を担い、住民の憩いの場とな
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っております。 

 一方、縄文・弥生時代から人々の営みがあり、町内には古代から近代にわたる数多く

の文化財が分布しております。こうした文化財の保存、啓発、顕彰を行うことは、固有

の文化の創造に大きく寄与するものと認識し、これら文化財を通じた学習機会の提供に

努めるとともに、これら文化財に関する情報の内外への発信を担う施設や文化財の保存

整備を進めてまいります。 

 次に、史跡藤ノ木古墳の整備についてであります。 

 現在、整備検討委員会の指導を得ながら事業を進めているところでありますが、その

整備にあたりましては、文化庁をはじめとする関係機関と協議を密にし、平成２０年度

の一般公開に向けて、平成１８年度から２カ年の計画で整備を進めてまいります。 

 また、（仮称）文化財活用センターについては、平成２１年度の開館を目標に、平成

１６年に国宝に指定された史跡藤ノ木古墳出土遺物の期間展示が実施できるよう、また

全国から訪れる来館者に史跡藤ノ木古墳等の魅力を体感していただけるような展示施設

として整備させていただき斑鳩の歴史、文化情報の発進拠点としてまいりたいと考えて

いるところであります。 

 また、史跡中宮寺跡の整備につきましては、平成１８年度で史跡地の公有化が完了す

る見込みとなっております。 

 そうしたことから、新年度におきまして、新たに整備検討委員会を発足させ、今後の

整備計画等の策定に向け、委員会の指導を得ながら、その整備を進めてまいりたいと考

えております。 

 次に、文化・芸術の振興についてであります。 

 いかるがホールの管理・運営につきましては、町民の皆様の文化・芸術に対するニー

ズや創造意欲に応えるよう、新たな文化・芸術の創出と機会の充実に努めてまいりまし

た。 

 新年度におきましては、新たに指定管理者制度を導入し、多様化する顧客ニーズに、

より効果的、効率的に対応するとともに、文化・芸術の拠点として、一層の施設の充実

を図り、サービスの充実に努めてまいりたいと考えております。 

 第４の柱は、潤いのある魅力的なまちづくりであります。 

 第１は、市街地・住環境の整備であります。 

 ＪＲ法隆寺駅周辺整備についてでありますが、駅舎橋上化と自由通路整備では、平成
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１６年度から２面２線化に係る配線変更工事が進められ、昨年１１月６日に、上り奈良

方面の営業線を３番線から２番線とする切り換えが行われました。現在は、旧３番線の

撤去作業などが引き続き進められているところであります。 

 また、昨年１０月からは、駅舎橋上化と自由通路本体工事の着手に必要な諸工事が順

次行われており、現在、利用者の方にはご迷惑をおかけしておりますが、南北の仮駅舎

を利用していただきながら、自由通路本体工事を進めているところであります。 

 新年度におきましても、引き続き自由通路、橋上駅舎と順に工事を実施してまいり、

完成目途であります平成１８年度末の完成に向けて鋭意取り組んでまいります。 

 また、懸案でありました駅東側の踏切も拡幅され、新年度では、橋上駅舎、自由通路

との取り合い部分の広場・道路工事を実施するとともに、計画しております周辺道路に

つきましても、関係地権者の皆様のご理解とご協力を得て早期に整備できるよう努力し

てまいる考えであります。 

 第２は、道路・交通体系の整備であります。 

 はじめに、いかるがパークウェイの整備促進についてでありますが、昨年、小吉田モ

デル区間を町民の皆様に評価していただくため、いかるがパークウェイ推進協議会にお

いて、アンケート調査を実施され、約６割の方がモデル区間の各ゾーンの整備イメージ

にご賛同をいただいているという結果が得られました。 

 この結果を踏まえて、今後、他の区間の整備を実施するにあたっては、設計等の叩き

台をつくり、いかるがパークウェイ推進協議会の場で協議を行っていただくとともに、

モデル区間や各ゾーンごとの整備内容をもとに地元の調整を図ってまいります。 

 また、モデル区間から西側の竜田川までの稲葉車瀬区間（約６００メートル）につい

ては、国において重点的に用地取得を進められてきたところであります。本年２月にも

２件の契約が整い、面積において約７６％の用地を取得されました。 

 新年度におきましても、残りの用地取得を早期に完了いただき、文化財調査など工事

着工ができるような状況づくりを進めてまいりたいと考えており、今後とも国との連携

を密にしながら、さらに整備促進を図ってまいります。 

 次に、都市計画道路法隆寺線の整備についてであります。 

 整備を完了した一部区間の供用も開始し、用地取得ができましたところから順次工事

を進めております。 

 しかしながら、用地買収が難航しているところもあり、引き続きご理解を得られるよ



１－35 

う交渉に努め、予定区間の早期完成に努力してまいります。 

 次に、県道天理斑鳩線の整備についてであります。 

 本事業は県事業でありますが、東洋シールから興留交差点の約６００メートル区間の

うち、農地部分の約２００メートルの狭隘部分につきまして、地権者の方に県とともに

ご協力をお願いしてきたところ、４名の方のご理解を得ることができました。 

 ご協力いただけた部分については、本年３月から工事着手される見込みとなっており

ます。 

 残ります用地につきましても、県との連携を密にし、工事着手できるよう整備促進に

努めてまいります。 

 第３は、風景・景観の形成であります。 

 景観作物としてのコスモスの栽培につきましては、斑鳩の里の秋の風物詩として定着

し、多くの皆様に親しまれているところであります。 

 法隆寺、法起寺、法輪寺周辺は、矢田丘陵の山並みや田園風景と寺院が一体となった

よき斑鳩の風景が残っているところでもあり、引き続き地元の皆様のご協力を得ながら

栽培を奨励し、斑鳩らしい風景・景観の創出に努めてまいります。 

 第５の柱は、安全で快適なまちづくりであります。 

 第１は、環境保全の推進であります。 

 私たちの地球は、豊かな包容力でさまざまな生物を育み、また、人類の広範かつ活発

な活動を支えてきてくれました。 

 しかしながら、近年の限界を超えた人類の活動は、地球の持つ包容力を損ない、他の

生物との共存はおろか、私たち人類の存在さえも危うくしております。 

 将来の世代にいきいきとした豊かな地球を引き継ぐために、私たちはそれぞれの活動

を地球の包容力に収め、できる限り環境負荷の少ないものに変えていかなくてはなりま

せん。 

 そのためには、行政・事業者・住民などすべての地球市民が、自らの活動が地球に与

えている負荷を知り、積極的にその削減に努めていく必要があります。そして、お互い

が示唆しあい、協力しあうことも環境保全活動の効果を高めるために重要であると考え

ます。 

 そうしたことから、新年度におきましても、地球市民でもある町民の皆様が行動を起

こすうえで必要な「意識・行動を変える」「取組みを助ける」「人材・組織を育成す
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る」そして、行政が「率先して取り組む」といったことに、引き続き重点をおきながら

行政・事業者・住民がそれぞれの役割を分担し、相互に連携しながら取り組んでまいり

たいと考えております。 

 まず、「意識・行動を変える」では、環境教室、地球温暖化防止啓発、エコいかるが

ファミリー、エコいかるがキッズなどの事業を引き続き実施してまいります。 

 「取組みを助ける」「人材・組織を育成する」では、昨年８月に各自治会に１名ずつ

委嘱しました環境保全推進委員の皆様に対しまして、その活動をさまざまな面で支援し

てまいります。 

 また、ＮＰＯ法人「奈良県ストップ温暖化推進員の会」に、地球温暖化防止事業の一

部を委託し、本町での人材・組織の育成を図ってまいります。 

 さらには、「率先して取り組む」では、平成１５年２月２６日に県内の市町村ではじ

めて認証取得した国際規格ＩＳＯ１４００１につきましては、本年２月に３年間の登録

の更新が認められたところでありますが、今後は、環境マネジメントシステムの運用を

より一層強化し、住民、事業者に対しまして、模範となる環境配慮活動を実践しながら

マネジメントシステムを活用した効率的な行政運営を図ってまいります。 

 次に、ごみ問題についてであります。 

 本町のごみ排出量は、平成１１年度をピークに今日まで減少傾向を持続しております 

 また、昨年１０月から長年の懸案事項でありました「ビニールごみ」のより適正な処

理につきまして、「その他プラスチック類」としてリサイクル処理に移行しましたが、

リサイクル率は予想より早い速度で上昇しております。 

 これらは、ごみ処理有料化導入時に、町民の皆様にご協力をお願いしてまいりました

「ごみ減量化・再資源化」の必要性につきましてご理解をいただき、その意識を持ち続

けていただいている表れであります。 

 町民皆様の不断の取組みに、深く感謝を申し上げます。 

 このように、町民皆様のご理解・ご協力のもと、本町でのごみ問題は一定の成果はみ

られるものの、依然として続く大量生産・大量消費・大量廃棄型社会システムは、化石

燃料や化学物質の大量消費による地球温暖化の進行や廃棄物の増大に伴う不法投棄の増

加、最終処分場の残容量の逼迫など、深刻な環境問題をもたらしております。 

 これらの問題を解決するためには、従来の経済社会システムから脱却し、自然の循環

機能を維持し、適量生産・適量消費を通じて、廃棄物等の発生抑制・減量化・リサイク
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ルを推進し、どうしても処分しなければならない廃棄物について環境に安全な方法で処

理することにより、循環型社会を構築することが求められております。 

 循環型社会の構築に向けては、行政・事業者・住民が、環境負荷の少ない持続可能な

経済社会を実現するという共通認識を持って、一体的な取組みを進める必要があり、住

民、事業者の方々に対しまして、さまざまな機会を活用して、リデュース、リユース、

リサイクルの「スリーアールな暮らし」「スリーアールな事業活動」の推進を呼びかけ

てまいります。 

 また、一般廃棄物の処理を行うものとして、あらゆる廃棄物のリサイクル方法を研究

し、取り入れられるものから、順次、実践していくなど、スリーアールの実践を通して

「ごみゼロのまち いかるが」の実現をめざしてまいります。 

 また、衛生処理場をはじめとする廃棄物処理施設の必要な補修等を行うことによりま

して、施設の延命を図るとともに、適切な維持管理を行い、環境汚染の防止に努めてま

いります。 

 第２は、防災・防犯であります。 

 はじめに、防災体制の整備についてでありますが、災害に備えるまち、安全で安心し

て暮らせるまちをめざして、災害の未然防止と拡大防止をはじめ、非常備消防、防犯体

制の充実等に努めてまいります。 

 新年度におきましては、一昨年、奈良県において作成されました「第２次奈良県地震

被害想定調査報告書」の結果を踏まえ、本町の災害備蓄品の強化・充実を引き続き行っ

てまいりますとともに、避難所施設の整備の充実を図ってまいります。 

 また、災害時における地域での災害応急対策ができるよう、自衛消防団の育成のため

の支援を行うとともに、町民皆様の主体で実施いたします実践型の地区別防災訓練も昨

年に引き続き行ってまいり、町民の自主防災意識の向上を図ってまいります。 

 さらには、国民保護法制への対応といたしまして、「武力攻撃事態等における国民の

保護のための措置に関する法律」に基づき、奈良県国民保護計画と整合性を図りながら

有事の際に町民の皆様を迅速に保護できるよう、避難や救援に関する事項、平時におけ

る物資の備蓄や訓練等に関する事項などを盛り込んだ「斑鳩町国民保護計画」の策定を

行ってまいります。 

 次に、県において整備を進めていただいております富雄川及び三代川の改修について

であります。 
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 富雄川の改修につきましては、ＪＲ橋梁の架け替え及び下流に設置しております仮の

河川の床止工の撤去までが平成１７年度の施工となっており、新年度におきましては、

県道天理・斑鳩線から下流の右岸の護岸工事とＪＲ橋脚１基の撤去工事の予定をされて

いるところであり、それ以降、順次、上流に向けて河川改修が進められる計画となって

おります。 

 また、三代川の改修につきましては、現在、県と連携を図りながら用地交渉を進めて

おり、１件の方との合意が得られたところでございます。 

 本町といたしましても、今後の事業の促進を図るため、県との連携を図りながら、関

係者のご協力・ご理解が得られるよう努めてまいりたいと考えております。 

 次に、防犯体制の整備についてであります。 

 犯罪を未然に防ぐため、行政・住民・関係機構等が一体となった地域防犯意識の高揚

を進めてまいりますとともに、地域における防犯灯の設置や維持管理の支援、青色防犯

パトロールを引き続き実施するなど、より一層の自主防犯体制の推進にも努めてまいり

ます。 

 次に、交通安全対策についてであります。 

 子どもやお年寄り、ハンディキャップのある人など、誰もが安全で安心して暮らせる

よう、交通安全意識の高揚や交通安全施設の整備に努めるとともに、保護者組織による

立哨指導、また、巡回パトロール、交通安全教室などを通して、子どもたちの安全確保

に努めてまいりたいと考えております。 

 第３は、上・下水道の整備であります。 

 はじめに、上水道についてでありますが、上水道は、日常生活や社会経済活動の根底

を支えるものとして欠くことのできない存在であります。水道の使命は「安全」で「安

心」できる水を「安定的」に供給することであり、地震等に対する安全性の確保、災害

時での対応や施設の老朽化への対応も求められております。 

 一方、昨年度の県営水道の渇水に伴い、水道使用量は減少し、また、今日の社会経済

状況や将来人口予測から、なお水需要は減少傾向にあり、厳しい経営環境が続くものと

見込まれますが、水道の使命を果たすべく健全経営に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、下水道の整備についてであります。 

 下水道につきましては、国の下水道における中長期ビジョンにおいて、「下水道の有
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する多様な機能を通して、循環型社会への転換を図り、２１世紀社会における美しく良

好な環境の形成並びに安全な暮らしと活力ある社会の実現をめざすこと」と位置付けを

されており、ナショナルミニマムとしての基盤施設であります。 

 本町の公共下水道につきましては、生活環境の改善や公共水域の水質保全のため、事

業認可区域の整備を鋭意進めており、平成１８年度末で約１２５ヘクタールの整備を完

了する予定であります。 

 また、昨年から供用を開始いたしましたが、平成１７年１２月末において、既に５０

０件を超える家庭で公共下水道を利用していただいております。 

 今後におきましても、公共下水道をより多くの皆様にご利用いただくためにも、引き

続き整備拡大に努めるとともに、環境と共生したまちづくりを推進するため、より一層

の水洗化の促進に努めてまいりたいと考えております。 

 第６の柱は、にぎわいのあるまちづくりであります。 

 第１は、農業の振興についてであります。 

 農業を取り巻く環境を見ますと、農業の構造改革、米政策改革、産地づくり対策の導

入など、農業・農村がおかれている状況が大きく変化しようとするなかにあって、本町

の農業は、農業従事者の高齢化や担い手不足に伴う農業生産力の低下など、たいへん厳

しい状況にあります。 

 そのため、引き続き安定的な農業経営の育成に向けて、農道、水路などの生産基盤の

整備を進めるとともに、農地の保全や、魅力ある農業の基盤を築くため、農業委員会を

はじめ各種農業団体とも連携を図りながら、都市近郊型農業の振興に努めてまいります 

 さらには、拡大しつつある遊休農地の活用を図るため、遊休農地の実態調査や、地域

特性を活かした付加価値の高い農業への誘導を図るため、遊休農地再生活動にも取り組

んでまいりたいと考えております。 

 第２は、商工業の振興についてであります。 

 国においては、「経済状況も企業部門の好調さが家計部門へ波及しており、国内民間

需要に支えられた景気回復が続く」と見込まれておりますが、商工業を取り巻く環境は

未だ回復は見込めず、依然として厳しい状況にあります。 

 町内の各商店や事業者におかれては、この厳しい状況から抜け出すために懸命に経営

努力をされておられます。 

 町といたしましても、これらの取組みを支援するため、引き続き商工業者の債務保証
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にかかる保証料の補給を行うとともに、核となる商工会と連携をとりながら、商工業の

活性化のための取組みを積極的に進め、商工業の振興に努めてまいります。 

 第３は、観光の振興についてであります。 

 本町固有の歴史的な観光資源を前面に押し出し、斑鳩の魅力を広く内外にセールスで

きるよう、あらゆる機会を通して情報発信するとともに、日本「木造の世界遺産」市町

村連絡協議会をはじめとする関係機関と協力しながら、積極的に国内外の観光客の誘致

を図ってまいります。 

 また、もてなしの心での受入体制を整えるため、ＪＲ法隆寺駅に観光案内所を設置し

一層の観光案内の充実に努めてまいります。 

 また、斑鳩の里観光案内所及び斑鳩町観光自動車駐車場に指定管理者制度を導入する

ことにより、斑鳩に訪れる観光客に対してのサービス向上に努めてまいります。 

 さらには、誰もが気持ち良く斑鳩を訪れ、散策していただくことができるよう、ユニ

バーサルデザインや外国語で表記した観光案内、カメラ付き携帯電話により交通アクセ

スや観光情報等が読み取れるＱＲコードを用いたサインの整備に着手しますほか、観光

自動車駐車場内の公衆トイレの改修に取り組んでまいります。 

 最後に、町政の運営に関する施策につきまして申し上げます。 

 はじめに、住民・行政協働によるまちづくりについてでありますが、協働のまちづく

りを進めていくためには、町民の皆様に参画や協力を求めるだけでなく、私たち自身が

変わっていかなければなりません。 

 職員一人ひとりがまちづくりに熱い思いを持ち、町民の皆様とともに、汗を流してま

ちづくりに取り組んでいく姿勢を持つことが大切であります。 

 まずは、私自身が直接町民皆様のもとに出向き、町民の生の声を聞く「町民対話集

会」を新年度から新たに実施することとし、町民参加のまちづくりを進めてまいります 

 次に、職員の資質の向上についてであります。 

 社会経済情勢が大きく変化しているなかで、公務員の人事管理全般について、時代の

要請に的確に対応した改革を進めることは、引き続き重要な課題であります。 

 複雑・高度化する行政ニーズに適切に応えていくためには、限られた人員のもとで、

公務員が、住民本位のより良質でかつ効果的な行政サービスを支える行政の専門集団と

なっていく必要があります。 

 これらのことから、国におきましては、能力・実績に基づく人事管理制度の整備を進
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めているところであります。これらの内容を踏まえ、本町におきましても、地方分権の

進展に対応して、公務の能率的かつ適正な運営を確保するため、能力・実績を重視した

人事制度の確立と、それを支える公正かつ客観的な評価制度の導入、情報通信技術を活

用した研修の実施などを図りながら、地方分権を担う意欲と能力のある人材の計画的育

成に今後とも努めてまいりたいと考えております。 

 次に、行政改革の推進についてであります。 

 今後も、多額の財源不足が予想されるなか、多様化・高度化する町民ニーズに対応し

たサービスを提供していかなければなりません。 

 そのために、第３次斑鳩町行政改革大綱及び実施計画に基づき、全職員、力を合わせ

てその取組みを進めてまいります。また、開かれた町政を推進し、住民活動と行政の協

働を実現するため、大綱にも掲げられておりますように、その取組みの状況につきまし

ては、町民の皆様に積極的にお知らせし、ご意見やご指摘をいただいてまいりたいと考

えております。 

 新年度におきましては、第３次斑鳩町行政改革の後期実施計画（平成１９年度～平成

２２年度）を策定するとともに、国・県等の動向を見ながら、時代の流れに合った内容

とするために、随時、その見直しを行い、大綱に基づく行政経営型システムへの転換を

さらに推進してまいる所存であります。 

 最後に、財政の健全化についてであります。 

 本町の財政健全化を図るため、昨年７月に住民の代表の方も交えた斑鳩町財政健全化

検討住民会議を設置いたしました。 

 その住民会議のなかで、活発に審議いただきまして、昨年１０月に、「平成２７年度

の経常収支比率を９０％までに抑制する」内容の「斑鳩町財政健全化に向けての中間報

告書」をいただきました。 

 新年度予算におきましては、この中間報告書の内容を踏まえ、取り組めますものから

積極的に予算に反映させていただいたところであります。 

 また、今年度中に、中・長期的に取り組むべき内容を盛り込んだ最終のご提言をいた

だくこととなっており、そのご意見を踏まえて、財政健全化計画を策定し、基金の取崩

しをすることなく年度予算が編成できる「持続可能な財政体質の確立」を目標に、財政

の健全化に取り組んでまいりたいと考えております。 

 財政の健全化に向けては、無駄を省き、経費の縮減を図るのみでなく、安定的な歳入
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の確保が必要であります。 

 このためにも、歳入の根幹である町税の確保に努めるとともに、施設の使用料や役務

の対価である手数料など、特定の人だけしか受けないサービスについて、相応・公平な

受益者負担を実現するなど、行財政のあらゆる分野において総点検を行い、最小の経費

で最大の効果をあげることを念頭において、将来に耐えうる財政構造への変革をめざし

てまいります。 

 以上、町政運営に関する私の所信の一端と、平成１８年度における主要施策の概要に

つきまして申し上げました。 

 乗り越えなければならない課題は数多くありますが、先人が不断の努力により築いた

「ふるさと斑鳩」を愛し、より良いふるさととして子孫に引き継いでいくため、多くの

町民の皆様の知恵と行動力を結び、山積する課題の克服に向け、職員とともに汗をかき

誠心誠意、行政運営にあたる所存であります。 

 どうか議員皆様におかれましては、更なるご支援、ご指導を賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

 ご清聴ありがとうございました。 

○議長（中西和夫君） 次に、日程７、議案第１号 斑鳩町国民保護協議会条例について 

日程８、議案第２号 斑鳩町国民保護対策本部及び斑鳩町緊急対処事態対策本部条例に

ついて、日程９、議案第３号 斑鳩町営自転車等駐車場条例の一部を改正する条例につ

いて、日程１０、議案第４号 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末

手当に関する条例の一部を改正する条例について、日程１１、議案第５号 特別職の職

員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、日程１２

議案第６号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する

条例について、日程１３、議案第７号 斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例について、日程１４、議案第８号 斑鳩町の一般職の職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を改正する条例について、日程１５、議案第９号 斑鳩町福祉

会館設置条例の一部を改正する条例について、日程１６、議案第１０号 斑鳩町立あゆ

みの家設置条例の一部を改正する条例について、日程１７、議案第１１号 高安ふれあ

い交流広場設置条例の一部を改正する条例について、日程１８、議案第１２号 斑鳩町

立老人憩の家条例の一部を改正する条例について、日程１９、議案第１３号 斑鳩町介

護保険条例の一部を改正する条例について、日程２０、議案第１４号 斑鳩町町営住宅
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条例の一部を改正する条例について、日程２１、議案第１５号 斑鳩町企業職員の給与

の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について、日程２２、議案第１６号 

 斑鳩町消防コミュニティセンター設置条例の一部を改正する条例について、日程２３

議案第１７号 平成１７年度斑鳩町一般会計補正予算（第７号）について、日程２４、

議案第１８号 平成１７年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）につ

いて、日程２５、議案第１９号 平成１７年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予算

（第３号）について、日程２６、議案第２０号 平成１７年度斑鳩町介護保険事業特別

会計補正予算（第３号）について、日程２７、議案第２１号 平成１７年度斑鳩町水道

事業会計補正予算（第４号）について、日程２８、議案第２２号 平成１８年度斑鳩町

一般会計予算について、日程２９、議案第２３号 平成１８年度斑鳩町国民健康保険事

業特別会計予算について、日程３０、議案第２４号 平成１８年度斑鳩町老人保健特別

会計予算について、日程３１、議案第２５号 平成１８年度斑鳩町大字龍田財産区特別

会計予算について、日程３２、議案第２６号 平成１８年度斑鳩町公共下水道事業特別

会計予算について、日程３３、議案第２７号 平成１８年度斑鳩町介護保険事業特別会

計予算について、日程３４、議案第２８号 平成１８年度斑鳩町水道事業会計予算につ

いて、日程３５、議案第２９号 斑鳩町、平群町、三郷町及び安堵町指導主事共同設置

の廃止について、日程３６、議案第３０号 西和衛生試験センター組合規約の変更につ

いて、日程３７、議案第３１号 王寺周辺広域休日応急診療施設組合規約の変更につい

て、日程３８、議案第３２号 斑鳩町文化振興センターの指定管理者の指定について、

日程３９、議案第３３号 斑鳩町観光自動車駐車場の指定管理者の指定について、日程

４０、議案第３４号 斑鳩の里観光案内所の指定管理者の指定について、日程４１、諮

問第１号 人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その１）、日程４

２、諮問第２号 人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その２）、

日程４３、認定第１号 町道認定及び路線変更について、日程４４、同意第１号 助役

の選任について同意を求めることについて、日程４５、報告第２号 平成１８年度斑鳩

町文化振興財団事業計画の報告について、日程４６、報告第３号 平成１８年度斑鳩町

土地開発公社事業計画の報告について、以上４０議案を一括上程いたします。 

 町長から、本定例会に付議されました４０議案の総括提案説明を求めます。小城町長 

○町長（小城利重君） それでは、本定例会に付議いたしました議案につきまして、その 

概要をご説明させていただきます。 
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 まず、議案第１号 斑鳩町国民保護協議会条例についてであります。 

 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１

１２号）が平成１６年９月１７日施行され、同法第３９条第１項の規定に基づき、斑鳩

町の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、その施策を総合

的に推進するため、斑鳩町国民保護協議会を設置し、同法第４０条第８項の規定に基づ

き、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものであります。 

 次に、議案第２号 斑鳩町国民保護対策本部及び斑鳩町緊急対処事態対策本部条例に

ついてであります。 

 先の議案第１号と同じく、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する

法律第３１条及び同法第１８３条において準用する同法第３１条の規定に基づき、斑鳩

町国民保護対策本部及び斑鳩町緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるもので

あります。 

 次に、議案第３号 斑鳩町営自転車等駐車場条例の一部を改正する条例についてであ

ります。 

 平成１５年９月に地方自治法の一部が改正され、公の施設の管理について、指定管理

者制度が導入されましたが、斑鳩町営自転車等駐車場につきましては、指定管理者制度

を導入せず直営することとし、同法との整合性を図るため、本条例の改正を行うもので

あります。 

 次に、議案第４号 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例の一部を改正する条例についてであります。 

 地方自治体は、昨今の厳しい経済情勢において、その財政が逼迫した状況にあり、斑

鳩町も財政健全化検討住民会議を開催し、財政健全化を進め将来にわたって持続可能な

町政運営を目指しているところであります。 

 これらの状況を踏まえ、議会におかれましても議員皆様自らが財政の健全化を図るこ

とが急務であるとの認識にたち、住民の負託に的確かつ柔軟に応えていくための議員活

動において、最低限度必要とされる報酬について、議員定数とも併せて検討していただ

きました。 

 その結果、財政上の効果が議員定数１名減に相当するとして、現在の報酬月額からお

よそ７％相当の減額を図ることが適当であるとのことで、当分の間、議長については、

３７万６，０００円から３５万円に、副議長については、３１万６，０００円から２９



１－45 

万４，０００円に、議員については、２９万７，０００円から２７万７，０００円にそ

れぞれ引き下げることとし、当条例における所要の改正を行うものであります。 

 また、条例別表について、公民館館長を非常勤の特別職から一般職とすることから削

除し、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の施行による斑鳩

町国民保護協議会の設置及び介護保険法の一部改正による地域包括支援センター運営協

議会の設置に伴い、新たに加えることで、所要の改正を行うものであります。 

 次に、議案第５号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を

改正する条例についてであります。 

 先程ご説明いたしました議案第４号 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償

及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例と同様に、厳しい経済状況下にあって

本町の財政状況も一段と厳しさを増すなか、財政健全化に向けて行財政改革の推進を図

っているところであり、平成１７年４月から、町長、助役、収入役の給料の抑制措置を

講じておりますが、財政健全化検討住民会議の中間答申等を踏まえ、引き続きこれら特

別職の給料抑制措置を継続するとともに、新年度からは、更にその減額率について、町

長は、給料月額の１０％から１５％へ、助役は、給料月額の７％から１２％へ、収入役

は、給料月額の５％から１０％へそれぞれ引き上げを行うものであり、奈良県市町村職

員退職手当組合負担金についても、減額後の給料月額を算定基礎額とするものでありま

す。 

 次に、議案第６号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を

改正する条例についてでありますが、先程の議案第５号 特別職の職員で常勤のものの

給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例でご説明申し上げました趣旨と同様で

あり、新年度から、教育長の給料月額の減額率について、５％から１０％へ引き上げを

行うものであり、退職手当組合負担金の算出基礎額も減額後の給料月額とするものであ

ります。 

 次に、議案第７号 斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

についてであります。 

 国家公務員については、平成１７年度の人事院勧告に基づき、給与水準を見直すため

年功的な給与上昇の抑制と職務・職責に応じた俸給構造への転換及び勤務実績の給与へ

の反映を柱とする給与構造の改革を平成１８年４月から実施することとされました。 

 この内容を踏まえ、当町職員の給与についても、国の制度改革に準じて所要の改正を
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行うものであります。 

 その主な内容は、給料表の級編成及び号給構成を７級制の級編成とし、現行の号給を

４分割しており、給料月額については全体で平均４．８％の引き下げを行います。ただ

し、切替日において、新たな給料表の給料月額が切替前の給料月額を下回る場合には、

経過措置として減給保障を行うものであります。 

 次に、昇給の改正では、職員の昇給する日を年１回に統一し、標準的な昇給の号数は

４号給で、５５歳以上の職員の昇給の号数は２号給としております。なお、平成２２年

３月までの間は昇給抑制措置といたしまして、標準的な昇給の４号給を３号給に、５５

歳以上の職員の昇給は２号給から１号給としております。 

 次に、手当の改正では、調整手当を廃止し、新たに地域手当を創設し３％を支給する

ものであります。 

 次に、議案第８号 斑鳩町の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正

する条例についてであります。 

 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務

に従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給しております。しかしながら、

本町財政を取り巻く厳しい現況下において、社会情勢の変化や、他市町村との均衡を踏

まえつつ、現時点においてその必要性及び妥当性について再検討し、５種類の特殊勤務

手当を廃止しようとするものであります。 

 なお、先の議案第７号及び当条例の一部改正につきましては、町職員労働組合から、

一定の理解も得ているところであります。 

 次に、議案第９号 斑鳩町福祉会館設置条例の一部を改正する条例について、議案第

１０号 斑鳩町立あゆみの家設置条例の一部を改正する条例について、議案第１１号 

高安ふれあい交流広場設置条例の一部を改正する条例について、議案第１２号 斑鳩町

立老人憩の家条例の一部を改正する条例についての４議案につきましても、先の議案第

３号と同じく、地方自治法の一部が改正され、公の施設の管理について、指定管理者制

度が導入されましたが、いずれの施設につきましても、指定管理者制度を導入せず、直

営することとし、法との整合性を図るため、それぞれの条例において条文の整理を行う

ものであります。 

 次に、議案第１３号 斑鳩町介護保険条例の一部を改正する条例についてであります 

 介護保険事業につきましては、介護保険運営協議会において第３期斑鳩町介護保険事
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業計画・老人保健福祉計画の策定をいただいたところであります。 

 介護保険料は、サービスの給付見込量に基づいて算出されますことから、この事業計

画の策定に伴いまして、平成１８年度から２０年度までの第１号保険者の保険料を定め

ております。 

 今回の保険料の改定につきましては、制度改正及び低所得者対策としまして、現行の

５段階制から７段階制の導入を行い、低所得者への配慮をしており、基準額につきまし

ては、現行、第３段階の月額３，０８４円が、１８年度からは第４段階の月額３，９０

０円となっております。 

 また、普通徴収に係る納期につきまして、納付の利便性を高めるため、現行の４期か

ら国民健康保険税と同じ８期に納期を増やすものであります。 

 次に、議案第１４号 斑鳩町町営住宅条例の一部を改正する条例についてであります 

 公営住宅の適正かつ合理的な管理を図る観点から、特定入居要件及び単身入居要件に

ついて、公営住宅法施行令の一部を改正する政令が平成１７年１２月２日に公布され、

特定入居では、身体障害者だけでなく、精神障害者及び知的障害者までその範囲の拡大

また単身入居につきましては、年齢要件が５０歳から６０歳に引き上げられるとともに

身体障害者に加え、精神障害者及び知的障害者、ＤＶ被害者等まで、その範囲が拡大さ

れたことにより、本条例との整合性を図るための条文の整理を行うものであります。 

 次に、議案第１５号 斑鳩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改

正する条例についてであります。 

 先の議案第７号 斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、当条

例を改正するもので、内容といたしまして、調整手当を廃止し、地域手当を新たに設け

るものであります。 

 次に、議案第１６号 斑鳩町消防コミュニティセンター設置条例の一部を改正する条

例についてであります。 

 先の議案第３号及び議案第９号から議案第１２号と同じく、地方自治法の一部が改正

され、公の施設の管理について、指定管理者制度が導入されましたが、斑鳩町消防コミ

ュニティセンターについても、指定管理者制度を導入せず、直営することとし、法との

整合性を図るため、条文の整理を行うものであります。 

 次に、議案第１７号 平成１７年度斑鳩町一般会計補正予算（第７号）についてであ

ります。 
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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７９０万６，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ８８億４，０９３万円とするものであります。 

 予算補正の主な内容でありますが、はじめに、歳入予算の補正の内容についてであり

ます。 

 第１０款地方交付税、第１項地方交付税では、普通交付税の追加交付を受けましたこ

とから、７４４万５，０００円の増額補正をお願いするものであります。 

 次に、第１４款国庫支出金では、第１項国庫負担金で、保険基盤安定負担金が交付決

定されましたことから、民生費国庫負担金２０４万５，０００円の減額補正をお願いす

るものであります。 

 次に、第２項国庫補助金、第２目衛生費国庫補助金では、今年度、合併処理浄化槽設

置整備事業費補助金として交付されることを予定して、２６０万７，０００円を計上い

たしておりましたが、その全額が汚水処理施設整備交付金として交付されることとなり

ましたことから、同補助金を全額減額し、同交付金を追加補正するものであります。ま

た、同交付金につきましては、平成１８年度実施分の一部について、平成１７年度で追

加内示を受けましたことから、先程の補助金からの振替分も含めまして、３９３万７，

０００円を追加補正し、合わせて衛生費国庫補助金１３３万円の増額補正をお願いする

ものであります。 

 次に、第４目教育費国庫補助金では、斑鳩小学校の耐震補強工事について国の補正予

算により採択されることとなりましたことから、７５０万円の追加補正をお願いするも

のであります。 

 次に、第１５款県支出金では、第１項県負担金で、民生費国庫負担金と同様の事由に

より、民生費県負担金１，０５３万６，０００円の減額補正をお願いするものでありま

す。 

 また、第３項県委託金では、平成１７年９月１１日執行の衆議院議員総選挙及び最高

裁判所裁判官国民審査執行経費交付金の清算見込みにより、総務費県委託金７９万１，

０００円の減額補正を行うものであります。 

 次に、第１６款財産収入、第１項財産運用収入では、各基金利子の確定により８９万

１，０００円の増額補正を行うものであります。 

 次に、第１７款寄附金では、福祉基金としてご寄附いただきました１０万円を追加補

正するものであります。 
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 次に、第２０款諸収入では、第４項雑入で、消防団員の退職にかかります退職報償金

の受入金で４２万８，０００円の増額、市町村振興宝くじ交付金の交付決定により３５

８万４，０００円の追加となり、合わせて４０１万２，０００円の増額補正を行うもの

であります。 

 続きまして、歳出予算の補正の内容であります。 

 第２款総務費、第１項総務管理費では、第１目一般管理費で、職員の退職に伴う職員

退職手当組合負担金２，６９６万１，０００円の増額補正をお願いするものであります

また、第５目財産管理費では、財政調整基金等の各基金利子の確定による積立金７０万

４，０００円の増額補正、第６目企画費では、文化振興基金の利子の確定による財源振

替を行うものであります。 

 第４項選挙費、第３目町長選挙費では、選挙執行経費の確定により、１９４万３，０

００円の減額補正、第４目斑鳩町農業委員会選挙費では、同様の理由により１９０万３

０００円の減額補正、第５目衆議院議員選挙費では、年度末に向けた執行経費の清算見

込みにより７８万３，０００円の減額補正をそれぞれ行うものであります。 

 次に、第３款民生費、第１項社会福祉費では、第１目社会福祉総務費で、寄附金の受

入れに伴う福祉基金積立金１０万円を追加補正、国保財政安定化支援事業繰出金２７万

８，０００円の減額補正をお願いするものであります。 

 第３目老人福祉費では、福祉基金の利子の確定により財源振替を行い、第８目国民健

康保険医療助成費では、国庫支出金等の保険基盤安定負担金の交付決定により、１，６

７７万９，０００円の減額補正をお願いするものであります。 

 次に、第１２目ふれあい交流センターいきいきの里管理運営事業費では、各種団体等

の会合などによる施設の利用者増を目的に、大広間を増築する予定でありましたが、１

２月の担当常任委員会で報告しましたとおり、本年度４月に行いました料金の改正によ

り町内の方々のご利用が増えていますことや、地元との協議等が進まないことから、今

年度は建設を断念することとし、２，５００万円の減額補正をお願いするものでありま

す。 

 次に、第１３目介護保険事業繰出費では、介護給付費が前回補正見込みを上回ること

及び平成１８年４月の制度改正に係る電算システム改修が必要でありますことから、合

わせて介護保険事業特別会計への繰出金２２５万円の増額補正をお願いするものであり

ます。 
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 次に、第４款衛生費、第１項保健衛生費では、第５目老人保健事業費で、乳がん検診

の受診者が当初見込みを下回りますことから、４００万円の減額補正をお願いするもの

であります。 

 次に、第２項清掃費では、第３目し尿処理費で、歳入のところで申し上げましたとお

り、汚水処理施設整備交付金について、平成１８年度実施分の一部が平成１７年度で追

加内示を受けましたことから、これに係ります事業費３９９万円を増額補正させていた

だくものであります。 

 次に、第７款土木費、第４項都市計画費では、第８目ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業費で

９月補正で計上させていただいておりました通信ケーブル移転補償事業が完了しました

ことから、その不用額３８９万８，０００円の減額補正をお願いするものであります。 

 次に、第８款消防費、第１項消防費では、第２目非常備消防費で、消防団員２名の退

職に伴う退職報償金４２万８，０００円の増額補正をお願いするものであります。 

 次に、第９款教育費、第２項小学校費では、第１目学校管理費で、歳入のところで申

し上げましたとおり、斑鳩小学校の耐震補強工事について国の補正予算により採択され

ることとなりましたことから、その所要額１，５００万円の追加補正をお願いするもの

であります。 

 第５項社会教育費では、第４目文化財保存費で、駒塚古墳等について、当初、墳丘の

保護的な整備を想定し、基本計画や実施設計等の事業費を計上いたしておりましたが、

県・文化庁との協議により、より慎重な調査を実施の上、整備することが必要との結論

に達しましたことから、今年度の執行を見合わせることとし、３９８万８，０００円の

減額補正をお願いするものであります。また、藤ノ木古墳整備基金利子の確定により、

その積立金１万円の増額補正をお願いするものであります。 

 次に、第６項保健体育費、第１目保健体育総務費では、スポーツ振興基金利子の確定

により、財源振替を行うものであります。 

 最後に、第１２款予備費につきましては、今回の補正から生じました財源１，７０３

万５，０００円を予備費に留保することといたしております。 

 また、本補正予算では、諸般の事情により本年度会計において予算の支出を見込めな

い事業がありますことから、繰越明許費として、合併処理浄化槽設置整備補助事業で３

９９万６，０００円、道路新設改良事業で４，０１５万円、法隆寺線整備事業で７８０

万１，０００円、ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業で６億４，０４８万９，０００円、校舎耐
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震補強事業で１，５００万円を予算計上させていただいております。 

 次に、議案第１８号 平成１７年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）についてであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ５７６万６，０００円を減額し、歳入歳出そ

れぞれ２７億９，９７５万５，０００円とするものであります。 

 まず、歳入予算の補正では、第２款国庫支出金につきまして、歳出の高額医療費共同

事業拠出金の補正により、１２６万９，０００円の減額補正をお願いするものでありま

す。 

 第４款県支出金につきましては、国庫支出金の補正同様、高額医療費共同事業拠出金

の補正によるもの、また当初予算では把握できなかった特別財政調整交付金の計上を合

わせて、８７万３，０００円の減額補正をお願いするものであります。 

 第５款共同事業交付金につきましては、本年度分の交付額の決定に伴いまして１，３

４２万８，０００円の増額補正をお願いするものであります。 

 第６款財産収入につきましては、斑鳩町国民健康保険財政調整基金運用収入の決算を

見込み、５，０００円の増額補正をお願いするものであります。 

 第７款繰入金につきましては、保険基盤安定繰入金及び財政安定化支援事業繰入金の

額の決定に伴い１，７０５万７，０００円の減額補正をお願いするものであります。 

 一方、歳出予算の補正では、第１款総務費におきまして、奈良県国民健康保険団体連

合会の共同電算システムの改修費用の負担及び財政調整基金利子の確定により、その積

立金として、合わせて４０万１，０００円の増額補正をお願いするものであります。 

 第２款保険給付費及び第４款介護納付金につきましては、先程説明いたしました、歳

入予算の補正に伴い財源振替を行うものであります。 

 第５款共同事業拠出金につきましては、高額医療費共同事業拠出金額の決定に伴い、

５０７万８，０００円の減額補正をお願いするものであります。 

 第９款予備費につきましては、これらの歳入歳出予算補正額の差額１０８万９，００

０円の減額をお願いするものであります。 

 次に、議案第１９号 平成１７年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）についてであります。 

 本年度に事業採択を受けました汚水処理施設整備交付金の額の追加を受けることによ

り、平成１８年度に整備を予定しておりました服部地区の３工区の整備を先行して本年
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度中に発注することから、工事請負費で１億４，２１３万８，０００円、需用費で１０

０万円、総額で１億４，３１３万８，０００円の繰越明許費の補正をお願いするもので

あります。 

 次に、議案第２０号 平成１７年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

についてであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１，１００万８，０００円を追加し、予算総額

を１２億９，０９９万６，０００円とするものであります。 

 その主な補正内容といたしまして、まず歳入予算の補正につきましては、給付額の増

に対する法令に基づく国・支払基金・県・市町村の負担割合に応じて、第３款国庫支出

金について２００万円、第４款支払基金交付金について３２０万円、第５款県支出金に

ついて１２５万円、第８款繰入金において４５５万円のそれぞれ増額補正をお願いする

ものであります。 

 一方、歳出予算の補正につきましては、第１款総務費では本年４月から介護保険制度

が大きく改正されることから、これに伴いますシステム改修に要します費用１００万円

の増額補正を、第２款介護給付費では、平成１７年１０月の施設給付費の見直しに係る

実績を加え、最終的な介護給付総額を推計するにあたり、現在の予算額を上回る見込み

でありますことから１，０００万円の増額補正をお願いするものであります。 

 また、介護保険給付費準備基金積立金の運用益の確定により、歳入では、財産収入に

おいて、歳出では、基金積立金において８，０００円の増額補正をお願いするものであ

ります。 

 次に、議案第２１号 平成１７年度斑鳩町水道事業会計補正予算（第４号）について

であります。 

 高料金対策借換債において、企業債元金と利息が確定したこと及び職員の退職に伴う

退職手当組合負担金の増による補正をお願いするものであります。 

 収益的支出では、第１款水道事業費用、第１項営業費用、第４目総係費で５０５万５

０００円の増額補正を、第２項営業外費用、第１目支払利息で５０万５，０００円の減

額補正であります。 

 次に、資本的支出では、第１款資本的支出、第２項企業債償還金で１３万１，０００

円の増額補正であります。 

 次に、議案第２２号 平成１８年度斑鳩町一般会計予算について申し上げます。 
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 平成１８年度一般会計予算は、総額８６億円を計上いたしております。前年度と比較

して、３，０００万円、０．３％の減額であります。 

 それでは、平成１８年度一般会計予算案の内容につきまして、歳入予算からご説明申

し上げます。 

 はじめに、「三位一体の改革」についてであります。 

 改革の初年度である平成１６年度において、突如として地方交付税が大幅に削減され

るなど、地方財政に多大な影響を及ぼした「三位一体の改革」につきましては、昨年１

１月に平成１８年度までの三位一体の改革について政府・与党間で合意されました。 

 その内容は、国庫補助負担金の改革にあっては、平成１８年度までに、４兆円を上回

る国庫補助負担金の改革を達成する。税源移譲は、国庫補助負担金改革を踏まえ、３兆

円規模の移譲を行う。そして、この税源移譲は、平成１８年度税制改正において、所得

税から個人住民税において行い、個人住民税所得割の税率を１０％の比例税率とするが

平成１８年度においては、暫定的措置として、所得譲与税による税源移譲を実施する。

地方交付税改革については、平成１６年度から１８年度の間で、交付税総額５兆１，０

００億円の大幅な抑制を実施する内容とされております。 

 今回の改革による本町への影響は、国庫補助負担金の改革で１億５，０００万円の減

収、税源移譲で２億円の増収、そして地方交付税の改革で５億４，０００万円の減収と

なり、全体で約５億円程度の減収が見込まれております。 

 ３兆円という大規模な税源移譲を基幹税において実施されることは、これまでにない

画期的な改革であり、今後の地方分権を進めるうえで大きな前進ではありますが、本町

への影響をみてもわかりますように、平成１８年度までの改革の期間中、地方交付税が

大幅に削減され、地方財政は極めて厳しい運営を余儀なくされております。 

 地方分権に向けた改革に終わりはありません。平成１９年度以降もさらなる改革を進

めるため、そして、地方公共団体が住民に対して責任を持って自立した行財政運営がで

きるよう、強く国に求めてまいります。 

 次に、新年度予算に計上いたしました主な歳入予算につきまして、ご説明申し上げま

す。 

 はじめに、町の中心的な財源である町税につきましては、２８億６，７５０万円を計

上いたしております。前年度と比較して、１億１，９９０万円、４．４％の増額となっ

ております。 
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 これにつきましては、固定資産税では、家屋の新増築分が増加するものの、平成１８

年度評価替えにより在来分家屋が減価することや、土地についても下げ止まり傾向にあ

るものの、本町の地価が平均４．７％下落したことが影響し、前年度と比較して、５，

２４０万円、４．５％の減収、都市計画税におきましても６７０万円、５．３％の減収

が見込まれるものの、町民税において、日本経済の企業の好調さが家計にも波及し、民

間需要中心に緩やかな改善を示していることから、景気回復による雇用・所得環境の改

善が見込まれていることや、配偶者特別控除の上乗せ分の廃止、生計同一の妻への本則

課税、老年者控除の廃止などの税制改正により１億７，２８０万円、１４．０％の増収

たばこ税につきましても、税制改正により５００万円、２．６％の増収が見込まれるた

めであります。 

 次に、地方交付税をはじめとする各種交付金、地方譲与税につきましては、国の「三

位一体の改革」の内容を踏まえ、地方財政計画をもとに算定を行い、その見込額を計上

いたしております。 

 地方交付税では、交付税総額の抑制や基準財政需要額に算入される事業費補正分等の

減により、前年度と比較して、１億２，７００万円、５．６％減の２１億３，１００万

円を計上いたしております。 

 一方、地方譲与税では、国庫補助負担金改革に伴い、所得税から個人住民税への本格

的な税源移譲を実施するまでの間の暫定措置として、所得譲与税による税源移譲が実施

されますことから、前年度と比較して、９，６１０万円、５４．０％増の２億７，４１

０万円を計上いたしております。 

 次に、国・県支出金につきましては、それぞれの補助制度を最大限に活用しながら、

事務事業の財源確保を図ったところでありますが、国庫補助負担金改革として、児童手

当の給付にかかる国・県負担金、公営住宅等家賃対策補助金等が一般財源化されること

や、また、ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業にかかる国庫補助金対象事業量の減少により、国

庫支出金が減となりますことから、前年度と比較して、５，７７１万１，０００円、６

７％減の８億３９７万２，０００円を計上いたしております。 

 また、繰入金につきましては、前年度と比較して、１億４，１００万円、３８．７％

増の５億５１０万６，０００円を計上いたしております。 

 町税の増収が見込まれるものの、引き続き、地方交付税や、地方一般財源の不足に対

処するため発行が認められる臨時財政対策債が減額となる厳しい状況のなかにあって、
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本町の課題である都市基盤整備や史跡藤ノ木古墳の整備を鋭意進めるため、やむを得ず

財政調整基金等の活用を図っております。 

 最後に、町債につきましては、前年度と比較して、１億７，９５０万円、１５．１％

減の１０億８９０万円を計上いたしております。 

 ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業をはじめとする建設事業費にかかる財源確保を図るととも

に、引き続き、地方一般財源の不足に対処するため発行される臨時財政対策債の活用を

行ってまいります。 

 続きまして、歳出予算の内容につきまして、ご説明申し上げます。 

 それぞれの款ごとに、新年度で取り組みます主な事業につきまして、できるだけ先程

の施政方針と重ならないよう、順次、ご説明申し上げます。 

 はじめに、議会費につきましては、１億５１３万５，０００円を計上いたしておりま

す。前年度と比較して、１，０６１万８，０００円の減額となっております。 

 議員皆様におかれましては、本町の発展のために、広範囲にわたり活発な議会活動を

行っていただいていることに、深く感謝を申し上げます。 

 今後におきましても、本町が抱える多くの課題を克服していくため、議員皆様のご意

見を拝聴し、ご指導・ご協力を賜りながら、ともに町政の推進にあたってまいりたいと

考えております。 

 次に、総務費につきましては、８億８，２７２万４，０００円を計上いたしておりま

す。前年度と比較して、４５１万５，０００円の増額となっております。 

 はじめに、人材の育成につきましては、地方分権への対応、行財政改革の推進など、

行政を取り巻く環境が厳しくなるなか、管理職のマネジメント能力の向上はもとより、

職員一人ひとりの意識改革が求められておりますことから、平成１６年４月に策定いた

しました斑鳩町職員人材育成基本方針に基づき、引き続き、職員の自己啓発による能力

開発の推進はもとより、職員の行政経営能力の向上と創造性を大切にした組織風土の醸

成を図ってまいります。 

 次に、町民と行政協働によるまちづくりにつきましては、施政方針の中で申し上げま

したように、新年度から「町民対話集会」を取り入れるとともに、さまざまな行政課題

についての住民の自主的な活動を支援する「出前講座」を実施してまいります。 

 また、行政情報の提供として、お知らせ版を含む月２回の広報紙の発行による行政情

報の提供と、町ホームページを活用し、広報機会の拡大とより迅速な情報発信を行い、
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町政情報の発信力の強化を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、文化・芸術の振興につきましては、地域の人々に、完成度の高いコーラスを通

して質の高い音楽にふれる機会を提供するとともに、一流プロとのジョイントという普

段経験できない場を設けることにより、新しい芸術・文化の創造を図るため、新たに宝

くじまちの音楽会を開催するとともに、文化芸術活動の推進と、これらにふれる機会の

創出に取り組んでいる斑鳩町文化振興財団を、引き続き、財政面から支援し、地域に根

ざした文化・芸術の振興をめざしてまいります。 

 次に、男女共同参画社会の推進につきましては、平成１６年４月に施行いたしました

斑鳩町男女共同参画推進条例を基本理念とし、平成１７年度中に策定いたします新行動

計画「（仮称）新・女と男が輝く未来計画」に基づき、女性総合相談、男女共同参画社

会づくりセミナー、女性のエンパワーメント活動支援等を引き続き行うとともに、新年

度におきましては、新計画の概要版を作成し、男女共同参画意識の浸透を図ってまいり

ます。 

 次に、行政改革につきましては、現在、第３次斑鳩町行政改革大綱及び前記実施計画

に基づきまして、その取組みを推進しておりますが、新年度は前記計画の最終年度にあ

たることから、国や県の動向及び現在の情勢を十分踏まえまして、計画の見直し作業を

行い、新年度中には、後期実施計画を策定したいと考えております。 

 また、三位一体の改革による税源移譲が進むなか、安定した財政基盤の確立のために

は、税収の確保はますます重要となってまいります。 

 そうしたことから、納税者の皆様の「税」に対するご理解を深め、納税意欲を促進し

財源の確保を図るとともに、税負担の公平性の確保から、未納者には滞納処分を前提と

するなど、徴収事務を更に強化して、収納率の向上に努めてまいります。 

 次に、民生費につきましては、１７億９，３１４万７，０００円を計上いたしており

ます。前年度と比較して、８，６０５万２，０００円の増額となっております。 

 はじめに、（仮称）総合福祉会館の建設につきましては、施政方針の中で申し述べま

したとおり、新年度は、施設の実施設計に取り組んでまいりますとともに、用地の購入

につきましては、斑鳩町土地開発公社での先行取得で対応してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、高齢者福祉につきましては、お年寄りの方ができる限り要介護状態に陥ること

なく、住みなれた地域や家庭で暮らすことができるよう、引き続き、既存の福祉サービ
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ス制度の積極的な提供に努めるとともに、その利用促進を図ってまいります。 

 新年度は、介護保険制度の全面的な見直しと、第３期介護保険事業計画・老人保健福

祉計画の初年度にあたります。 

 現行の介護保険や高齢者福祉サービス等に変更が生じますことから、新しい介護保険

制度の啓発に努めるとともに、窓口や電話などでのご質問やご相談に丁寧にお応えし、

利用者の皆様に混乱を生じないように対応してまいります。 

 また、敬老会につきましては、新年度からは、いかるがホールにおきまして単独で開

催を予定しており、その内容の充実に努めてまいりたいと考えております。記念品につ

きましても、ふれあい交流センターいきいきの里の無料入浴券を引き続き配布させてい

ただき、お年寄りの皆様の社会参加と生きがいづくりにつなげてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、障害者福祉につきましては、昨年に策定いたしました「斑鳩町障害者計画」に

基づき、障害者が障害を持たない人と同等に地域で生活できる環境をつくりあげていく

ノーマライゼーションの理念の下に、社会参加と自己実現が果たせる地域づくりを進め

てまいります。 

 また、新たに障害者自立支援法が施行されますが、制度の円滑な運営に努めるととも

に、関係機関と連携を図りながら、利用者の方への情報提供や相談体制等の充実にも努

め、サービスの提供を図ってまいります。 

 次に、児童福祉につきましては、新年度から児童手当の支給対象年齢が小学校修了ま

でに拡大されます。本町におきましても、対象児童の増加が見込まれますが、制度の啓

発と運営に万全を期し、児童を養育している家庭の生活向上への寄与、児童の健全育成

に努めてまいります。 

 また、子どもを取り巻く環境が大きく変化しているなか、多様な保育ニーズに対応す

るため、延長保育・一時的保育などの特別保育も取り入れ、その充実を図ってきたとこ

ろでありますが、今後におきましても、子育て環境の整備を行うとともに、園庭開放や

家庭支援講座などの開催を通して、より一層地域に開かれた保育園の運営に努めてまい

ります。 

 次に、衛生費につきましては、８億２，１６１万６，０００円を計上いたしておりま

す。前年度と比較して、１億１７０万７，０００円の減額となっております。 

 はじめに、健康づくりの推進につきましては、感染症の予防として、お年寄りや子ど
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もたちの感染症の蔓延及び罹患後の重症化を予防するため、引き続き予防接種の必要性

を啓発し、積極的に接種していただけるよう勧奨してまいります。 

 また、母子の健康を守るため、引き続き、妊婦一般健康診査をはじめ、新生児訪問や

乳幼児健康診査などのさまざまな健康診査や相談事業を実施してまいります。 

 さらには、子どもの心身の健やかな発達や豊かな人間性を育むためには、適切な食習

慣を子どものころから身につけることが重要であります。そうしたことから「食」の大

切さを理解し、家族で「楽しい食卓をかこむ」工夫ができるよう「食育」の推進にも取

り組んでまいります。 

 また、基本健康診査や各種がん検診は、自分のからだの状態を知り、生活習慣を見直

す良い機会になります。そうしたことから、早い時期からの受診を勧め、健康づくりの

意識を高めるとともに、自分で健康管理が行えるように支援してまいります。 

 新年度からは、介護保険制度の改正に伴い、介護予防に資する６５歳以上の方を対象

とした保健事業が介護保険事業に移行されます。一般会計では、特に４０歳から６４歳

の壮年期に対象を絞った健康教育や相談といった保健事業を重点的に推進してまいりま

す。 

 次に、環境対策につきましては、ごみ減量化・再資源化の促進をめざしまして、平成

１２年１０月に「ごみ処理有料化」を導入させていただきました。ごみ処理有料化以後

町民皆様のご理解とご協力によりまして、本町のごみ排出量は大幅に減少しております 

 しかしながら、全国平均では、あと１２年前後で、埋立処分場が飽和状態になるとい

われており、本町におきましても、焼却灰を含めた廃棄物の総量をいかに減量させてい

くかが、大きな課題となっております。 

 平成１７年度では、従来のごみ減量化事業に加え、古紙類などの資源物を集団で回収

できない自治会を対象に、町が回収し、リサイクル処理する「古紙類・繊維類リサイク

ル回収モデル事業」の実施や、「ビニールごみ」のリサイクル処理への移行といった事

業を実施し、埋立処理量の減量を図ってまいりました。 

 新年度におきましては、これら事業を引き続き実施してまいりますとともに、新たな

取組みとして、現在、可燃ごみとして排出されている「紙製容器包装類」について、リ

サイクル処理を行っていくための「その他紙製容器包装類回収モニター事業」に取り組

んでまいります。この取組みを通して、分別回収などに関する問題点や課題を掘りおこ

し、町全域での回収に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。 
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 また、環境問題に対する意識の高揚と、環境問題を正しく認識し、行動を起こす契機

としていただくため、環境問題学習会、いわゆる「エコトーク２１」につきましても、

今回で各自治会５順目となりますが、引き続き、新年度から２カ年をかけて全自治会を

対象に開催してまいります。 

 また、地球温暖化を防止するためには、幅広い年齢層での取組みが必要であることか

ら、「地球温暖化防止事業」につきまして、従来の親子を対象としたものだけでなく、

成人を対象とした事業にも取り組んでまいります。 

 さらには、新たに３年間登録されましたＩＳＯ１４００１について、適用範囲内であ

る役場庁舎及び保健センターにおける運用強化はもちろん、登録範囲外の施設・部署に

おいても規格に基づいた運用ができるよう、そのノウハウを広めてまいりたいと考えて

おります。 

 なお、衛生処理場及び鳩水園等の各施設につきましては、周辺の町民皆様のご迷惑と

ならないよう、適切な管理運営に努めてまいります。 

 次に、農林水産業費につきましては、１億２，６３５万８，０００円を計上いたして

おります。前年度と比較して、１，００８万４，０００円の減額となっております。 

 農業の振興につきましては、引き続き、農業者・商工業者と地域住民との交流の場と

して、好評をいただいている産業フェスティバルの開催を支援するとともに、農業の各

分野で活動されている農業者団体への支援も行ってまいります。 

 また、農業生産力を高めるため、農道や水路、溜池などの農業基盤整備に取り組むと

ともに、地元が独自で行われる基盤整備に対する支援も実施してまいります。 

 さらには、自然環境や景観の保持、生物の多様性の確保など、里山林の持つ機能を十

分に発揮せるため、森林バンクの普及啓発に努めるとともに、里山林の整備にも努めて

まいります。 

 次に、商工費につきましては、１億５１３万７，０００円を計上いたしております。

前年度と比較して、６３万２，０００円の減額となっております。 

 はじめに、雇用の促進につきましては、老年者の雇用促進として、豊かな経験と技術

を生かすとともに、働く機会を充実させるため、積極的にシルバー人材センターの活用

を図るとともに、引き続き、その活動を財政面から支援してまいります。 

 また、「ならジョブカフェ」などの関係機関と連携を図りながら、若年者の就業支援

にも努めてまいります。 
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 次に、消費者対策につきましては、クレジットカードやインターネットの利用、訪問

販売など消費形態の多様化に伴い、消費者の被害も複雑化してきております。これら被

害を未然に防止するため、町広報紙などを通して、被害状況や被害者保護に関する情報

を積極的にお知らせするとともに、消費者センターとの連携を強化し、相談体制の充実

にも努めてまいります。 

 また、新年度におきましても、経済情勢や商品知識などに関する学習の場として「生

活設計学習会」を開催してまいります。 

 次に、観光の振興につきましては、施政方針の中で申し上げましたように、ＪＲ法隆

寺駅における観光案内所の設置や観光ルート方向サインの設置、観光自動車駐車場内の

公衆トイレの改修を進めるとともに、観光ボランティアの皆様のご協力も得ながら、も

てなしの心での受入体制の充実を図ってまいります。 

 また、観光協会の活動を支援するとともに、「太子ロマン斑鳩の里観月祭」の開催や

「桜祭能」「太子ぴんきり市」などの観光協会の自主事業との連携により、積極的な情

報発信に努め、国内外からの観光客の誘致を図ってまいります。 

 次に、土木費につきましては、２０億８４７万１，０００円を計上いたしております

前年度と比較して、１億４，２２８万２，０００円の増額となっております。 

 はじめに、生活道路の整備につきましては、安全で安心、快適な道路環境の整備に向

け、新年度も引き続き、道路整備５カ年計画を柱として、生活道路の新設、道路改良を

進めるとともに、道路の適切な管理、交通安全の向上に努めてまいります。 

 次に、都市計画道路の整備につきましては、いかるがパークウェイの整備促進に向け

精力的に国に働きかけてまいりますとともに、新年度におきましては、パークウェイ整

備に伴い、取り付け道路の一部の測量設計を実施してまいります。 

 次に、ＪＲ法隆寺駅周辺整備につきましては、施政方針の中で申し上げましたように

新年度では、現在、工事を進めている自由通路本体工事を引き続き行いまして、橋上駅

舎本体工事へと進めてまいります。 

 また、周辺道路整備につきましても、今後の事業の円滑な進捗が図れるよう、斑鳩町

土地開発公社においても、用地の先行取得を行ってまいります。 

 次に、災害に強いまちづくりにつきましては、地震発生に備えた安全な地域づくりを

推進するため、新年度から既存木造住宅の耐震診断に必要な費用の一部を助成する「既

存木造住宅耐震診断支援事業」を実施してまいります。 
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 次に、消防費につきましては、３億３，１０７万８，０００円を計上いたしておりま

す。前年度と比較して、３４８万８，０００円の増額となっております。 

 はじめに、消防体制の充実につきましては、西和７町で構成しています西和消防組合

の運営をはじめ、身近なところでは、町民皆様の生命財産を守る町消防団の士気高揚に

努め、消防力の強化を図ってまいります。 

 また、防災体制の充実につきましては、地域ぐるみでの自主防災体制の確立を図るた

め、地域において活動をしていただいております自衛消防団や、消防施設の整備を行う

自治会に対する支援を引き続き実施するとともに、平成１４年度から実施している地域

密着型の地区別防災訓練を新年度においても実施し、町民皆様の防災意識の高揚に努め

てまいります。 

 次に、教育費につきましては、９億８，７５０万８，０００円を計上いたしておりま

す。前年度と比較して、１億６，０１８万３，０００円の減額となっております。 

 はじめに、学校教育の充実につきましては、小学校と中学校の連携教育としまして、

「生き方」「英会話」「交流」の主に３分野の内容で、小学校・中学校の９年間を通し

て、子どもたちに「郷土を愛する心を育み、国際化の進む社会を主体的に生きるために

必要な自己の確立とコミュニケーション能力」を育成する小中連携教育に、引き続き取

り組んでまいります。 

 心身にハンディキャップを持つ子どもたちの教育及び教科の充実、小・中学校におい

ては、町費講師の活用により、子どもたち一人ひとりの状況に応じた教育を展開すると

ともに、幼児教育の場におきましても、特に支援が必要な幼児が入園している幼稚園に

対しまして、補充教員を配置してまいります。 

 また、ハンディキャップを持つ子どもと持たない子どもとの交流や交流学習に積極的

に取り組み、人間としての個々のあり方や生き方を理解し、思いやりのある児童・生徒

の育成に努めてまいります。 

 さらには、不登校や問題行動への対応として、教職員と子どもたちとの人間的なふれ

あいを深め、早期発見、早期指導に努めるための「スクールカウンセラー」や「心の教

室相談員」を引き続き配置するとともに、新年度からは、県から委託を受け、２カ年の

研究指定事業として「子どもと親の相談員」を配置してまいります。 

 次に、教育環境の充実につきましては、現在、新規格の机・いすの導入を順次進めて

いるところでありますが、新年度は、小学校では４年生を対象に、中学校では１年生を
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対象に新しいＪＩＳ規格に対応した机・いすに更新してまいります。 

 また、斑鳩小学校中館の耐震補強実施設計、斑鳩中学校本館及び北館等の２次診断等

を実施するとともに、学校施設の維持補修につきましても、必要に応じて実施し、人に

やさしい、安全で安心な教育環境づくりに努めてまいります。 

 さらには、「総合的な学習の時間」や「少人数授業」による基礎・基本の徹底により

学習指導要領のめざす「生きる力」の育成に努めるとともに、学校図書の整備につきま

しては、調べ学習をはじめとした、児童・生徒の主体的・意欲的な学習活動・読書活動

が行えるよう、一層の充実を図っております。 

 次に、生涯学習の推進につきましては、今日のライフスタイルや、より多様化する住

民の学習ニーズに対応し、誰もが気軽に参加でき、生きがいづくりとすることができる

よう、公民館教室をはじめ、生涯学習講座を開催するとともに、図書館の運営につきま

しても、引き続き図書資料の充実を図り、その機能の向上に努めてまいります。 

 また、少年による、あるいは少年が被害者となる社会を震撼させる事件が続発するな

ど、子どもたちを取り巻く環境が憂慮される状況にあるなか、地域社会の連帯感や教育

力の向上をめざし、家庭教育の充実など、地域社会づくりに向けた生涯学習の充実に努

めてまいります。 

 次に、文化財の保存につきましては、史跡藤ノ木古墳の整備といたしまして、石室の

公開に向けた保存修理工事に着手してまいります。 

 また、法務局斑鳩出張所の移転・統合に伴い、空家となります同施設につきまして払

い下げを受けるとともに、生駒郡４町の共有地となっております土地を譲り受け、史跡

藤ノ木古墳のガイダンス機能や当町の歴史・文化を学習・展示する機能を備えた（仮

称）文化財活用センターとして整備を進めてまいります。 

 史跡中宮寺跡の整備につきましては、新年度におきまして、史跡指定区域すべての公

有化が図られますことから、整備委員会を発足させ、史跡整備計画について、文化庁や

奈良県等の関係機関の指導を得ながら進めてまいります。 

 次に、スポーツの推進につきましては、活動の場となる体育施設を安全に利用してい

ただけますよう適正な維持管理に努めますとともに、各種スポーツ大会の実施をはじめ

誰もが楽しみながら体力づくりや健康づくりができるスポーツ教室の開催やスポーツク

ラブの支援を進めてまいります。 

 最後に、公債費につきましては、１３億９，８８２万円を計上いたしております。前
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年度と比較して、１，９６８万７，０００円の増額となっております。 

 平成１４年度及び１５年度に発行しました臨時財政対策債、平成１５年度に発行しま

した中宮寺跡史跡用地購入事業債にかかる元金償還がはじまったことから増加となって

おります。 

 次に、議案第２３号 平成１８年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算についてで

あります。 

 予算総額は歳入歳出それぞれ２７億５，０９０万円で、前年度と比較して、１億８，

７９０万円、７．３％の増となっております。 

 保険給付費が年々増加していることと、介護保険制度の普及から介護保険納付金が

年々増額されていることが主な理由であります。 

 国民健康保険制度は、国民皆保険のなかで、地域医療や住民の健康の保持・増進に大

きく貢献してきたところでありますが、急速な高齢化の進展、また、依然として景気の

低迷により税収の確保が困難なことから、国民健康保険の事業運営は年々厳しいものと

なっております。 

 歳入では、主なものといたしまして、税収では８億１，８３０万円で、前年度と比較

して、３，５３５万円、４．１％の減を見込み、国庫支出金では、前年度と比較して、

３，７８１万８，０００円、５．０％の増で７億９，７１８万２，０００円。社会保険

診療報酬支払基金より交付される退職被保険者等の保険給付に係る療養給付費交付金で

は、前年度と比較して、１３２万５，０００円、０．２％の増で６億８０９万円。県支

出金では、前年度と比較して、３，８５２万４，０００円の増で１億３，９６４万６，

０００円。一般会計繰入金では、前年度と比較して、１，３１４万２，０００円、６．

９％の減で１億７，６０４万２，０００円を計上いたしております。 

 一方、歳出面では、予算総額の過半を占める保険給付費についてでありますが、前年

度と比較して、１億６，０２０万円、８．９％の増で１９億６，０４６万６，０００円

を計上いたしております。 

 次に、議案第２４号 平成１８年度斑鳩町老人保健特別会計予算についてであります 

 予算総額は歳入歳出それぞれ２１億７，０６５万円で、前年度と比較して、２億３５

１万円、１０．３％の増となっております。 

 本特別会計は、支払基金・国・県・町それぞれの負担割合に応じた交付金等を歳入財

源として運営しております。平成１４年１０月の健康保険法等の改正により、町の公費
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負担割合が２０分の１から１２分の１に５年間で段階的に引き上げられることから、一

般会計の繰入額は、前年度と比較して、２，０３６万１，０００円、１４．１％増の１

億６，４６１万８，０００円を計上いたしております。 

 また、歳出では、予算総額の過半を占める医療諸費についてでありますが、前年度と

比較して、２億３４７万２，０００円、１０．４％増の２１億６，０２５万９，０００

円を計上いたしております。 

 医療費の動向を見るなかで、高齢者一人当たりの受診件数は前年度と比較してわずか

ながらの増加でありますので、レセプト一件当たりの医療費が増加したことが、医療諸

費増加の主な要因であります。 

 次に、議案第２５号 平成１８年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算についてであ

ります。 

 平成１８年度の予算総額は、歳入歳出それぞれ５４７万５，０００円を計上いたしま

した。前年度と比較して１１５万円、２６．６％の増額となっております。 

 歳入予算につきましては、前年度からの繰越金が主なものであります。 

 歳出予算では、当該財産区の維持管理に必要な経費としまして１５万円を計上いたし

ました。また、経費を差引きました残額５３２万５，０００円を予備費に計上いたして

おります。 

 次に、議案第２６号 平成１８年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算についてであ

ります。 

 予算総額は、歳入歳出それぞれ１８億１，２１０万円を計上いたしております。前年

度と比較して８，４１０万円、４．９％の増となっております。 

 公共下水道につきましては、平成１７年度より整備済区域で供用を開始し、順調に接

続件数も増加しております。また、国庫補助金に加え、平成１７年度より地域再生計画

汚水処理交付金事業を受け、一層の整備を進めてまいりたいと考えております。 

 まず、歳入では、公共下水道の利用に伴い、下水道加入負担金で５１０件、５，１０

０万円を計上、前年度と比較して、２，１００万円の増となっております。また、下水

道使用料で３，０２７万２，０００円を計上、前年度と比較して、２，４６０万２，０

００円の増、国庫支出金につきましては、国庫補助金と汚水処理施設整備交付金で６億

円を計上し、前年度と比較して、９，７５０万円、１９．４％の増、一般会計繰入金は

前年度と比較して、８３９万１，０００円、２．５％減の３億３，１８２万１，０００
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円を計上いたしております。 

 一方、歳出では、公共下水道費で１３億９，６７０万５，０００円を計上し、前年度

と比較して、１億４４４万８，０００円、８．１％の増となっております。 

 事業としましては、幹線管渠の整備を約１，５００メートル実施、面的整備を約１７

ヘクタール実施し、平成１８年度末で約１２５ヘクタール、管渠延長で約４，９２０メ

ートルの整備を完了したいと考えております。流域下水道費といたしまして９，８３６

万円を計上し、前年度と比較して、４，３６２万１，０００円、３０．７％の減となっ

ており、これは、流域下水道センター施設拡張工事が主な事業となっております。公債

費につきましては、３億１，７０３万５，０００円を計上し、前年度と比較して、２，

３２７万３，０００円、７．９％の増となっております。 

 次に、議案第２７号 平成１８年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算についてであり

ます。 

 介護保険給付の円滑な実施に資するため、本特別会計の歳入歳出予算はそれぞれ１３

億６，８６０万円を計上いたしました。 

 平成１８年度から、制度改正により予防重視型のシステムに転換いたします。従来、

保健センターで実施しておりました保健事業の内、介護予防に資する６５歳以上の高齢

者を対象とした事業を地域支援事業に組み替え、また、高齢福祉で実施しておりました

配食サービス・紙おむつの支給等を介護保険事業に組み替えて実施することになりまし

た。 

 介護保険の給付につきましては、今年度までの実績をもとに、居宅サービス、施設サ

ービス、また、平成１８年度から新たに実施されます介護予防サービス等の費用として

１２億７，０３６万４，０００円を計上いたしております。介護サービスが必要となれ

ば、介護を必要とする方やその家族が安心して介護サービスを受けることができるよう

サービスの安定的な供給や、その質的向上等に引き続き努めてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、歳入予算額でありますが、保険料収入といたしまして２億７，５６０万円を計

上いたしております。その他保険給付に係る歳入としまして、国庫支出金を２億７，８

２０万３，０００円、県負担金を１億９，１６６万２，０００円、支払基金交付金を３

億９，５７７万８，０００円を計上いたしております。一般会計繰入金としましては、

２億２，６４１万円を計上いたしており、内訳は介護給付費繰入金として１億５，８７
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９万６，０００円、地域支援事業費繰入金として１，０３０万６，０００円、職員給与

や事務費等に係る繰入金として５，７３０万８，０００円となっております。 

 介護保険制度につきましては、平成１８年度より第３期事業計画期間に入りますが、

その運営につきまして、引き続き円滑な実施を目指し、鋭意取り組んでまいりたいと考

えております。 

 次に、議案第２８号 平成１８年度斑鳩町水道事業会計予算についてであります。 

 水道事業は、安全で安心かつ安定的な飲料水の供給が大きな使命であります。このこ

とから、今日まで取水井戸や浄水場の適切な維持管理に努め、機器類の老朽化について

も順次改修を行っております。 

 一方、送配水管では、石綿管や塩化ビニール管の老朽化に伴う改良に加え、震災に対

します耐震性の強化など、水道施設としてのライフラインの機能強化が求められており

そうしたことから、災害時の応急給水に必要な物質としてポリパック等の購入及び有利

な財源を活用しながら整備を行ってまいりたいと考えております。 

 それでは、予算の概要でありますが、収益的収入及び支出につきましては、水道事業

収益で８億１，２８２万９，０００円、前年度と比較して、７６４万５，０００円、０

９％の減であります。主な収入といたしまして、給水収益では７億６，７０６万５，０

００円で、水道水の需要の減少により、前年度と比較して、６４９万円の減額となって

おります。 

 水道事業費用では８億９２３万９，０００円、前年度と比較して、５２８万３，００

０円、０．６％の減であります。主な支出といたしまして、県水受水費３億４，７１３

万円、減価償却費１億５，８６０万４，０００円、企業債利息６，５３１万８，０００

円、給配水管等の修繕費２，６７６万６，０００円、浄水場等の老朽化への対応といた

しまして１，３９０万円であります。 

 以上の結果、消費税抜きの平成１８年度損益見込額は、約８３０万円の黒字を見込ん

でおります。 

 次に、資本的収入及び支出につきましては、資本的収入で、２億６，６１９万８，０

００円で、前年度と比較して、１，７２７万６，０００円、６．９％の増であります。

内容といたしましては、企業債２，０００万円、国庫補助金３，２０５万９，０００円

工事負担金２億１，４１３万９，０００円であり、特に国庫補助金は、石綿セメント管

更新事業、管路近代化事業としまして、前年度より１，９５２万７，０００円の増であ
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り、工事負担金は公共下水道事業関連等で、前年度とほぼ同額の１億８，３１１万２，

０００円となっております。 

 資本的支出では、４億６，７４５万４，０００円で、前年度と比較して、９６０万６

０００円、２．１％の増であります。内容といたしましては、配水設備改良費３億４，

１０５万円、取水設備費１，２３０万円、営業設備費１９３万７，０００円、企業債償

還金１億１，２１６万７，０００円であり、特に配水設備改良費は公共下水道事業関連

及び石綿管・塩化ビニール管改良事業等で、前年度より２，３３４万円の増額となって

おります。 

 次に、議案第２９号 斑鳩町、平群町、三郷町及び安堵町指導主事共同設置の廃止に

ついてであります。 

 生駒郡４町において共同設置しております地域圏担当指導主事につきまして、県の教

育行政の機構改革により、平成１８年度から廃止されることになりました。このことに

より、平成１８年３月３１日をもって、斑鳩町、平群町、三郷町及び安堵町指導主事共

同設置を廃止することとし、斑鳩町、平群町、三郷町及び安堵町指導主事共同設置規約

を廃止するものであります。 

 次に、議案第３０号 西和衛生試験センター組合規約の一部を変更する規約について

であります。 

 センター衛生試験センター組合を組織する構成団体のうち、組合の施設所在地であり

ます上牧町の収入役が平成１８年３月３１日をもって廃止されることに伴いまして、同

年４月１日より、同町の助役が同町の収入役の事務を兼掌されると同時に組合の収入役

に就任されることになります。また、組合管理者の町である上牧町では、町長に代わり

助役が議員となられており、組合の収入役とは兼務できないことから、その代わりとし

て議員となる者を定める必要があります。そこで、この際、組合副管理者の町から、議

員就任されている助役についても、見直しを行い、組合管理者及び同副管理者の町につ

いては、両町議会からの選出により新たに組合議員に就任することとなり、このことか

ら、本規約の一部を変更するものであります。 

 次に、議案第３１号 王寺周辺広域休日応急診療施設組合規約の変更についてであり

ます。 

 障害者自立支援法の施行により、障害者が介護給付等の支給を受ける場合には、あら

かじめ障害程度区分を審査判定しておく必要があります。この審査判定を行う審査会を
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王寺周辺広域休日応急診療施設組合におきまして広域７町で共同設置するため、同組合

において共同処理する事務に、この審査会に係る事項を加えるため、本規約の一部を変

更するものであります。 

 次に、議案第３２号 斑鳩町文化振興センターの指定管理者の指定についてでありま

す。 

 斑鳩町文化振興センターの効果的、効率的な管理運営を図るため、平成１８年度から

指定管理者制度を導入することとし、平成１７年１２月議会において斑鳩町文化振興セ

ンター条例の一部を改正する条例についてご議決をいただいたところであります。 

 指定管理者の選定につきましては、斑鳩町指定管理者選定等審査委員会において審査

を行いました結果、斑鳩町文化振興財団は現受託者であり、管理運営の実績があること

から、効率的な経営が期待できると認められました。また、斑鳩町の文化振興を図るこ

とを目的として設立された団体であり、施設管理と併せた一体的で効率的な質の高い運

営を行うことが可能であります。 

 そういったことから、斑鳩町文化振興財団を指定管理者として指定するものでありま

す。 

 次に、議案第３３号 斑鳩町観光自動車駐車場の指定管理者の指定についてでありま

す。 

 斑鳩町観光自動車駐車場の管理運営を、効率的かつ経済的な運用を図るため、先の議

案と同じく平成１８年度から指定管理者制度を導入することとし、地方自治法第２４４

条の２第６項により、斑鳩町指定管理者選定等審査委員会の審査を得まして、管理運営

の実績があり、効率的な運営を行っております、斑鳩町観光協会を指定管理者として指

定するものであります。 

 次に、議案第３４号 斑鳩の里観光案内所の指定管理者の指定についてであります。 

 斑鳩の里観光案内所の管理運営を、効果的かつ効率的な運用を図るため、先の議案と

同じく平成１８年度から指定管理者制度を導入することとし、地方自治法第２４４条の

２第６項により、斑鳩町指定管理者選定等審査委員会の審査を得まして、当該施設の設

置目的と合致し、管理運営の実績のあります、斑鳩町観光協会を指定管理者として指定

するものであります。 

 次に、諮問第１号 人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その

１）であります。 
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 現委員の横田啓子氏の任期が、平成１８年６月３０日をもって満了となることから、

その後任者として山本惠一氏を推薦することについて、議会の意見を求めるものであり

ます。 

 次に、諮問第２号 人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その

２）であります。 

 金本加津子氏が、平成１８年２月５日に死去されたことから、その後任者として黒松

龍一氏を推薦することについて、議会の意見を求めるものであります。 

 次に、認定第１号 町道認定及び路線変更についてであります。 

 東福寺１丁目地内の道路の底地整理が完了しました１路線、開発道路の帰属による１

路線、阿波２丁目地内の道路の底地整理が完了しました１路線、地元要望により実施し

ました集団和解の手続が完了したことによる４路線の計７路線の認定と、同じく阿波２

丁目地内の集団和解の手続完了に伴う１路線の路線変更をお願いするものであります。 

 次に、同意第１号 助役の選任について同意を求めることについてであります。 

 現助役の芳村是氏の任期が、平成１８年３月３１日をもって満了となることから、引

き続き同氏を選任いたしたく議会の同意を求めるものであります。 

 次に、報告第２号 平成１８年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告についてであり

ます。 

 新年度は、公の施設に指定管理者制度が導入されたことから、財団の機動的かつ柔軟

な運営体制と、芸術性、社会性、経済性を発揮させる経営に努め、予算組替えを行って

おります。また、公益法人会計基準が改正されましたので、これをうけた予算科目に改

正しております。 

 事業といたしまして、住民参加型事業４事業、事業費４３６万円、芸術文化鑑賞型事

業９事業、事業費１，０２２万円、育成型事業４事業、２３７万円であります。また、

斑鳩町から２事業を受託し事業費１０５万円を計上いたしております。 

 次に、斑鳩町文化振興センターの管理運営及びホール施設使用料につきましては、施

設管理運営事業費１億２，３８２万１，０００円、使用料収入２，２７２万２，０００

円を計上いたしております。平成１８年度の予算総額では、収入支出それぞれ１億５，

２０１万４，０００円を計上いたしております。 

 次に、報告第３号 平成１８年度斑鳩町土地開発公社事業計画の報告についてであり

ます。 
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 まず、都市計画道路法隆寺線の用地取得につきまして、粘り強く交渉を重ねてまいり

たいと考えており、用地費・補償費を合わせて１億７，６４７万円を計上いたしており

ます。処分につきましては、平成１８・１９年度での精算を考えております。なお、平

成１６・１７年度で取得した費用の残金につきましても１８年度で精算する予定であり

１８年度精算合計額は４，４４６万７，０００円、１９年度１億４，８３５万２，００

０円を計上いたしております。 

 次に、法隆寺駅周辺整備事業であります。取得につきましては、用地費・補償費を合

わせまして２億４，０００万円を計上いたしております。この精算につきましては、平

成１８・１９・２０年度の３カ年で計画しております。なお、平成１７年度での取得予

定地につきましては、一部１７年度で清算をし、残金につきましては、１９年度で精算

いたしたいと考えております。また、従来より保有している暫定植栽広場につきまして

も平成１９年度で処分していきたいと考えております。このことから、処分につきまし

ては１８年度１，５００万円、１９年度４億９，４５２万１，０００円、２０年度１億

６，５０９万７，０００円を計上いたしております。 

 次に、道路新設改良事業であります。神南３丁目地内道路新設改良事業用地取得につ

きましては、用地費・補償費を合わせ３，３３４万５，０００円を計上いたしておりま

す。処分につきましては、平成１８・１９年度で計画しております。 

 町道３０８号線道路新設改良事業につきましては、取得費８３２万５，０００円を計

上いたしております。処分につきましては、平成１９年度で計画しております。このこ

とから、道路新設改良事業用地処分につきましては、１８年度２，７６０万円、１９年

度４，２０１万８，０００円を計上いたしております。 

 （仮称）総合福祉会館事業の用地取得につきましては、小吉田１丁目地内において、

平成１８・１９年度の２カ年で取得をしたいと考えております。取得額は全体で２億７

４８６万９，０００円を計上いたしております。精算につきましては、１９年度１億９

６８６万６，０００円、２０年度８，０９８万４，０００円を計上いたしております。 

 町単独土地改良事業の三井農道でありますが、平成１６年度で取得した用地を事業の

進捗に合わせ精算してきたところであり、１８年度１８９万円、１９年度７２８万７，

０００円で精算を終える予定であります。 

 （仮称）文化財活用センター事業用地の処分につきましては、平成１８年度で３，８

５７万９，０００円を計上いたしております。 
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 都市計画道路代替用地の処分につきましては、土地開発公社経営健全化計画に則して

処分を進めており、龍田西８丁目地内と本年度処分できなかった法隆寺北２丁目地内の

２カ所を計画しており、平成１８年度では３億３，００７万５，０００円を、２０年度

では興留５丁目地内保有地処分について１億３，９８６万３，０００円で処分を計上い

たしております。 

 以上が平成１８年度の事業計画の概要であります。 

 以上で、提案いたしましたそれぞれの議案につきましての概要説明を終わらせていた

だきますが、いずれの議案につきましても温かいご審議を賜りまして、原案どおりご議

決またはご承認いただきますようお願い申し上げます。 

 ご清聴ありがとうございました。 

○議長（中西和夫君） 午後３時３５分まで休憩いたします。 

         （午後３時２３分 休憩） 

 

           （午後３時３５分 再開） 

○議長（中西和夫君） 再開いたします。 

 ここでお諮りいたします。本日提出されています議案について、ただいま町長から総

括提案説明を受けましたので、日程３６、議案第３０号 西和衛生試験センター組合規

約の変更について、日程３７、議案第３１号 王寺周辺広域休日応急診療施設組合規約

の変更について、日程４１、諮問第１号 人権擁護委員の推薦について意見を求めるこ

とについて（その１）、日程４２、諮問第２号 人権擁護委員の推薦について意見を求

めることについて（その２）、日程４４、同意第１号 助役の選任について同意を求め

ることについて、日程４５、報告第２号 平成１８年度斑鳩町文化振興財団事業計画の

報告について、日程４６、報告第３号 平成１８年度斑鳩町土地開発公社事業計画の報

告についての７議案を除く３３議案については、会議規則第３９条第２項の規定により

提案説明を省略することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） 異議なしと認めます。よってこれより、議事日程に従い議事を進 

めてまいります。 

 日程７、議案第１号 斑鳩町国民保護協議会条例についてを議題とし、総括質疑をお

受けいたします。１４番、里川議員。 
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○１４番（里川宜志子君） これにつきましては、条例の内容を見させていただき、また 

要旨を読ませていただく中で、この協議会そのものの性質が全然つかめないという状況

にありまして、法律の規定に基づくということなんですが、この法律も読むと、協議会

の組織の構成について書かれているだけで、町長の施政方針の方を見させていただきま

したら、１７ページに、斑鳩町国民保護計画の策定を行っていくということは書いてい

ただいてますが、こちらの提出議案説明の方ではそれにはふれていないので、一体この

国民保護協議会というのは何をするとこなんか、そしてこの斑鳩町国民保護計画の策定

というのはどういうふうになされていくのかというのを、もう少しわかるようにお尋ね

をしたいなというふうに思っております。 

○議長（中西和夫君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 市町村協議会の設置につきましては、この法律の第３９条の 

中で、その設置及び所掌事務をうたわれておりまして、これを読んでみますと、第１項

では、市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該

市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に市町

村国民保護協議会を置くということになっております。 

 その第２項におきまして、市町村協議会には、次に掲げる事務を司るということで、

第１号に、市町村長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に

関する重要事項を審議するということと、第２号には、前号の重要事項に関し市町村長

に意見を述べることということになっております。そうした関係で、第３項には、市町

村長は、国民の保護に関する計画を作成し、または変更する時には、あらかじめこの市

町村協議会に諮問しなきゃならないということになっておるものでございます。 

 そういった関係で、国民保護計画の関係につきましては、法の第３５条の中で、市町

村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき国民の保護に関する計画を作成し

なきゃならんということで第１項でうたわれておりまして、第２項には、前項の国民の

保護に関する計画を定める事項については次のとおりとするということで、まず１つ目

には、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項、

２つ目には、市町村が実施する国民の保護のための措置に関する事項、それと第３号に

は、国民の保護のための措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する

事項、第４号には、国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項、第５

号には、国民の保護のための措置の実施に関する他の地方公共団体、その他の関係機関
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との連携に関する事項、第６号には、各号に掲げるもののほか当該市町村の区域に係る

国民の保護のための措置に関し市町村長が必要と認める事項ということで、第２項には

そういったことで書いております。 

 そういったことについて、あらかじめ我々の方でそういう計画案をこしらえまして、

出来ました段階におきましては、ただいま申し上げております協議会にお諮りするとい

うことの中でそういう計画を策定していくということになります。策定いたしましたら

速やかにその関係につきましては議会の方に報告するというようになっておるものでご

ざいます。 

○議長（中西和夫君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 今ちょっと、色々条文読んでいただきましたんで、私も頭の 

回転がそう早くありませんので、今難しいなと思いましたけど、この計画の諮問なども

するということでしたけど、そしたら計画そのものは行政側が骨子をつくって、そして

この国民保護協議会の方で意見を聞くという考え方でいいのか、この保護協議会自体が

こういう計画をつくっていく主な作業をするというふうに見るのか、どういう見方をす

ればいいのか、そこだけはっきり教えていただきたいと思います。 

○議長（中西和夫君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） その案につきましては町の方で作成いたしまして、それを協 

議会に諮問していくと。その中で色々ご意見を賜りながら成案にしていくということで

ございます。先ほど申し上げましたように、定まりましたことにつきましては速やかに

議会の方に報告するというふうになっております。 

○議長（中西和夫君） ほか、ございませんか。これをもって議案第１号に関する総括質 

疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第１号は、総務常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程８、議案第２号 斑鳩町国民保護対策本部及び斑鳩町緊急対処事態対策

本部条例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  ございませんか。これをもって議案第２号に関する総括質疑を終 

結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第２号は、総務常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程９、議案第３号 斑鳩町営自転車等駐車場条例の一部を改正する条例に
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ついてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって議案第３号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第３号は、厚生常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程１０、議案第４号 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び

期末手当に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、総括質疑をお受けい

たします。１４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 今回、改正されるものについて特定してということではなく 

て、本当に総括的にお尋ねをしたいと思うんですが、斑鳩町ではこのような付属機関、

ここに、この表に載ってます付属機関色々あるわけなんですが、そしてまた本日諮問も

されておられます人権擁護委員さんなども含めまして法令で定められたような色んな委

員会もございますが、前々から気になっておりますので、この際ですので、この付属機

関などの委員の選出についての基準というのか考え方について、私は要綱などをきちっ

とつくって、重複の人選とか色んな問題について色々これまで各種提案をしてきたと思

うんですが、これらにつきまして、町の方として考え方について、この間に何か変わっ

てきているのか、その辺のところをきちっと、この際ですのでお尋ねしておきたいとい

うふうに思います。 

○議長（中西和夫君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） この件につきましては、前々から色々と議員さんの方からも 

ご指摘いただいておるとこでございますけども、我々といたしましても、この関係につ

きましては、一つの基準を設けるということで他町村の関係とか色々調査しながらやっ

ておりますものの、今まだ基準を策定するところまでいっておりません。いましばらく

お待ちいただきまして、おっしゃっていただくようなことは十分承知しておりますんで

こしらえてまいりたいと考えております。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（中西和夫君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 非常に数多い、斑鳩町の場合、よその調べます以上に数の多 

い委員会の名前がずらっと連なっているんですけれども、何でもつくればいいというも

のではなく、色々な点でこれまで私たち議員の方からも意見を申し上げてきていると思

います。そういった整理も、やはりこういう条例改正に基づきまして整理の方ぜひとも

お願いをしたいというふうに思います。 
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 以上で結構です。 

○議長（中西和夫君） ほか、ございませんか。これをもって議案第４号に関する総括質 

疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第４号は、総務常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程１１、議案第５号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって議案第５号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第５号は、総務常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程１２、議案第６号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する

条例の一部を改正する条例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって議案第６号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第６号は、総務常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程１３、議案第７号 斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。１４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） これは、一般職の職員に関することですので、総括的にお尋 

ねをいたします。 

 町当局とされましては、職員組合などとの話し合いというのは、どのようになされて

どのような結論をもってこの条例を提案なされたのか、お尋ねをしておきたいというふ

うに思います。 

○議長（中西和夫君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） この関係につきましては、２回組合の方と協議させていただ 

いております。この関係につきましては、議員皆様方のご理解いただきまして、現８級

制を刹那的に９級制にさせていただいて７級制にさせていただきました。本来は６級制

というような形になっておるわけでございますけれども、組合の方からも、６級制にす

れば色々と問題があると。我々も同じような共通認識でございました。そうした中で、

どのようにすれば一番いいんかというような形の中で我々も模索してまいりましたし、

そうした関係で組合とも十分協議してまいりました。そうした関係もありました中で、

このような条例案を見ることが出来ました。これにつきましては、一定の組合からも評
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価もされております。 

 そういった関係で、十分我々といたしましては、組合との協議の中で進めてまいった

ということで理解いたしております。 

○議長（中西和夫君） ほか、ございませんか。これをもって議案第７号に関する総括質 

疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第７号は、総務常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程１４、議案第８号 斑鳩町の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

の一部を改正する条例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって議案第８号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第８号は、総務常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程１５、議案第９号 斑鳩町福祉会館設置条例の一部を改正する条例につ

いてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） これをもって議案第９号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第９号は、厚生常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程１６、議案第１０号 斑鳩町立あゆみの家設置条例の一部を改正する条

例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって議案第１０号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第１０号は、厚生常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程１７、議案第１１号 高安ふれあい交流広場設置条例の一部を改正する

条例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって議案第１１号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第１１号は、厚生常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程１８、議案第１２号 斑鳩町立老人憩の家条例の一部を改正する条例に

ついてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって議案第１２号に関する総括質疑を終結いたします。 
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 ただいま議題となっています議案第１２号は、厚生常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程１９、議案第１３号 斑鳩町介護保険条例の一部を改正する条例につい

てを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） これをもって議案第１３号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第１３号は、厚生常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程２０、議案第１４号 斑鳩町町営住宅条例の一部を改正する条例につい

てを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって議案第１４号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第１４号は、建設水道常任委員会に付託いたします 

 続いて、日程２１、議案第１５号 斑鳩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例の一部を改正する条例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって議案第１５号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第１５号は、建設水道常任委員会に付託いたします 

 続いて、日程２２、議案第１６号 斑鳩町消防コミュニティセンター設置条例の一部

を改正する条例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって議案第１６号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第１６号は、総務常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程２３、議案第１７号 平成１７年度斑鳩町一般会計補正予算（第７号）

についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） これをもって議案第１７号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第１７号は、総務常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程２４、議案第１８号 平成１７年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第４号）についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって議案第１８号に関する総括質疑を終結いたします。 
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 ただいま議題となっています議案第１８号は、厚生常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程２５、議案第１９号 平成１７年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補正

予算（第３号）についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） これをもって議案第１９号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第１９号は、建設水道常任委員会に付託いたします 

 続いて、日程２６、議案第２０号 平成１７年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予

算（第３号）についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって議案第２０号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第２０号は、厚生常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程２７、議案第２１号 平成１７年度斑鳩町水道事業会計補正予算（第４

号）についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） これをもって議案第２１号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第２１号は、建設水道常任委員会に付託いたします 

 続いて、日程２８、議案第２２号 平成１８年度斑鳩町一般会計予算についてを議題

とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） これをもって議案第２２号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ここでお諮りいたします。ただいま議題となっています議案第２２号については、委

員会条例第５条の規定に基づき、委員６名をもって構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託し審査することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） 異議なしと認めます。よって議案第２２号については、委員６名 

をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託することに決しました。 

 お諮りいたします。ただいま設置されました特別委員会の委員には、委員会条例第７

条の規定により、議長において指名いたしますが、これにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） 異議なしと認めます。よって議長において指名をいたします。 
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 総務常任委員会から、嶋田議員、松田議員、厚生常任委員会から、三木議員、里川議

員、建設水道常任委員会から、飯髙議員、小野議員を指名いたします。以上６名の議員

には、よろしくお願いをいたします。 

 続いて、日程２９、議案第２３号 平成１８年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予

算についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） これをもって議案第２３号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第２３号は、予算審査特別委員会に付託いたします 

 続いて、日程３０、議案第２４号 平成１８年度斑鳩町老人保健特別会計予算につい

てを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） これをもって議案第２４号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第２４号は、予算審査特別委員会に付託いたします 

 続いて、日程３１、議案第２５号 平成１８年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算

についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） これをもって議案第２５号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第２５号は、予算審査特別委員会に付託いたします 

 続いて、日程３２、議案第２６号 平成１８年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算

についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） これをもって議案第２６号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第２６号は、予算審査特別委員会に付託いたします 

 続いて、日程３３、議案第２７号 平成１８年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算に

ついてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） これをもって議案第２７号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第２７号は、予算審査特別委員会に付託いたします 

 続いて、日程３４、議案第２８号 平成１８年度斑鳩町水道事業会計予算についてを

議題とし、総括質疑をお受けいたします。 
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         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） これをもって議案第２８号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第２８号は、予算審査特別委員会に付託いたします 

 続いて、日程３５、議案第２９号 斑鳩町、平群町、三郷町及び安堵町指導主事共同

設置の廃止についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。１４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 私、これ提出議案の説明を見、色々理由など見させていただ 

いたわけなんですが、ちょっとよくわからないので総括質疑をさせていただきたいと思

います。 

 県の機構改革で廃止をされたと言われる指導主事の共同設置をしてきた、このことが

機構改革によって一体どのようになるのか、それは斑鳩町の小中学校にとってどのよう

な影響を受けることになるのか、そういうことが全くこれを見る限りでは判断が出来ま

せんので、その辺のところ、機構改革と一口に言われて廃止をしますということを言わ

れても、なかなか私らもわけがわからないという状況にありますので、この指導主事に

ついて、もう少しどのように考えたらいいのかということについて、それと今後のこと

について少し教えていただきたいというふうに思います。 

○議長（中西和夫君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） この共同設置につきましては、昭和３９年に設定されておりま 

して、この時期については、ちょうど地方事務所が廃止されてこの充て指導主事制度を

制定されたというふうに記憶しております。そうした中で、各市町村の、特に町村の教

育長の教育行政に対する助言といいますか、そういう指導といいますか、そういうこと

に当たってきたと思っています。 

 そうしたものを今回廃止いたしまして、より細かく各学校等に直接入りまして、そし

て学校診断をすると。そして、その学校診断をした結果、市町村の教育長に対して一定

の報告をして、改善すべきところについて助言指導をしていくと、こういうような方向

に変わるというふうに聞いております。まだ、具体的に要綱も定まっておりませんし、

どういう先生がどのように入ってきて、そしてどういう学校に入るのかということもわ

かっておりませんけれども、今聞いている範囲内ではそういった方向に向いていくとい

うふうに聞いております。 

 したがいまして、より具体的な助言指導をいただけるんではないかなというふうな気

もいたしております。これはまだ、先日、この派遣要綱の廃止をするということで県の
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方からまいりましただけでございますので、そうしたことについてはまだ、県としても

これから中身を、県議会等に、あるいは教育委員会等に報告しながら定めていかれるも

のというふうに思っています。 

○議長（中西和夫君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 町の教育委員会の方もまだきちっとした要綱を見ていないと 

いうことなので、今の教育長の説明を聞きますと、でもより時代に即した形で対応して

もらえるのかなという気もするんですが、ただ一方的に廃止のみを言われたら、私たち

もちょっと判断しにくいということもありましたので聞かせていただきましたが、今後

やっぱり斑鳩町の各小中学校のためになるように、またこういう機構改革の中であって

も、これらの派遣について今後もぜひ積極的にしていただけるようにお願いをしたいと

いうふうに思います。 

 以上で結構です。 

○議長（中西和夫君） ほか、ございませんか。これをもって議案第２９号に関する総括 

質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第２９号は、総務常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程３６、議案第３０号 西和衛生試験センター組合規約の変更についてを

議題といたします。 

 お諮りいたします。本案については、会議規則第３９条第２項の規定により、委員会

付託を省略することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） 異議なしと認めます。よって議案第３０号については、委員会付 

託を省略いたします。 

 理事者の提案説明を求めます。中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） それでは、議案第３０号 西和衛生試験センター組合規 

約の変更につきましてご説明を申し上げます。 

 まず、議案書を朗読いたします。 

 議案第３０号 

         西和衛生試験センター組合規約の変更について 

 標記について、地方自治法第２８６条第１項及び同法第２９０条の規定により、別紙

のとおり提出し、議会の議決を求めます。 
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 平成１８年３月２日提出 

                            斑鳩町長 小城利重 

 次のページの西和衛生試験センター組合規約の変更についてということで、朗読をも

ちましてご説明とさせていただきます。 

         西和衛生試験センター組合規約の変更について 

 西和衛生試験センター組合を組織する構成団体のうち、組合の施設所在地である上牧

町の収入役が平成１８年３月３１日をもって廃止され、同年４月１日より、同町の助役

が同町の収入役の事務を兼掌されることから、西和衛生試験センター組合規約を別紙の

とおり変更をするものでございます。 

 新旧対照表等につきましては、省略をさせていただきます。 

 議員皆様方の温かいご審議をいただきまして、原案どおりご議決を賜りますようよろ

しくお願いをいたします。 

○議長（中西和夫君） 説明が終わりました。本案について質疑をお受けいたします。７ 

番、小野議員。 

○７番（小野隆雄君） この議案の取り扱いについて、町長が本日の議会招集のあいさつ 

の中にも組み入れていただきまして、議会に対して、色々ご配慮願いますということで

重ね重ねお願いされていましたことについてはもったいない話だ、そのように思ってお

ります。当然のこととして私は受け止めておりますし、委員会に付託を省略するという

行為が、それだけ町長も、やはり住民のためには委員会中心主義の方がいいと考えてお

られるあらわれかなと思って感謝しております。 

 そうした中で、ただいま担当の中井部長から提案説明ということでしていただきまし

た。私は、今ちょっとお聞きしたいなと思いますことは、一部事務組合の規約全般につ

いての話も重ねていきますので、その点につきましては、答弁者はそちらの方で決めて

いただいたらいいと思います。 

 まず、この一部事務組合の規約というものを、私自身も平成１３年、１４年と議長と

してこの規約に基づいて組合の議員として参加しておりました。ただ、その規約を、ま

ことに申しわけないんですが、今初めて見たという状態で申しわけないんですが、かね

がね私は、一部事務組合の議員が議長ということで各７町の議長がみんな参加している

ということは少し抵抗があったんですが、今こうして改めて組合規約の一部を変更する

規約ということで、各町の議会に議決を求めておられるということについて、今回は上
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牧町の収入役が廃止されることに基づいての変更ですので、これはやむを得ないことだ

と思います。 

 それで、お聞きしたいのは、まず１点目につきましては、上牧町の町長が管理者、ま

た副管理者となられておられる一部事務組合ですね、それはこの西和衛生試験センター

組合だけなのか、いや、あとほかにもあるのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（中西和夫君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 上牧の町長さんにつきましては、西和衛生試験センターの管 

理者というだけの役職でございます。 

○議長（中西和夫君） ７番、小野議員。 

○７番（小野隆雄君） 私は、なぜそのようにお聞きしたかといいますのは、今回は西和 

衛生試験センター組合の規約の一部変更だけということだけで今お聞きしてますが、そ

の中で副管理者の改正されておりますのが、今まで「助役」ということになっていたの

を、「組合の管理者及び副管理者」ということで、その属する組合町のそれぞれの議会

において、今度は議員の中から互選する。西和衛生試験センターの組合の副管理者の町

においても、将来的に収入役が廃止されることもあるということも考えてこのような表

現になっておるのか。また、それと、各７町、まあ残り６町ですね、そこで収入役を廃

止されていく方向がもう少し明らかになっているようなとこがあるのかどうか、その点

もお聞きしたいと思います。 

○議長（中西和夫君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） この関係につきましては、西和衛生試験センターについての 

副管理者は安堵町でございまして、安堵町についてはまだ収入役さんはおいででござい

ますけれども、今後広域７町の中ではやはり収入役さんを廃止されていくというような

方向、地方自治法の制度改正を待ってというところはありますけれども、いずれにして

も、制度改正あったとしても、その任期の最終をもってそれで廃止されるということに

なっておりますんで、そういった中であると思います。 

 我々といたしましては、そういった時期においては、広域圏の協議会につきましては

一部事務組合の生みの親といいますか、そういった中で協議されて一部事務組合を設立

した経緯がありますんで、そういった方針につきましても、まずはそういった関係につ

いての整理をどうしていくのかというようなことについては、私もその幹事の一人でご

ざいますんで、事務担当者の中であらかじめ協議いたしまして、また協議会の方へ意見
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具申といいますか、考えを示していきたいというような流れになっていくだろうと考え

ております。 

○議長（中西和夫君） ７番、小野議員。 

○７番（小野隆雄君） 最後にもう１点、このような一部事務組合の議会の議員の選出方 

法について、奈良県内の他の中和地区とか南和地区の方での一部事務組合なんかにおい

ては、必ずしも議長がそこの議員に行ってないということもあると思うんですが、その

点について、生みの親というんですか、もともとの規約を制定された時点でのことです

から、総務部長にお聞きしても余りその事情はわからないと思いますが、ほかの地域で

は、多分この規約の中で、「議会の議長」という言葉じゃなくて、今回２番目に改正さ

れようとしているように、「当該組合町の議会の議員の互選により選出された者」、そ

のようになっているんではないかなと思うんですが、そのことについて、今、総務部長

が事務方の方の一員であるとお聞きしましたので、それらについて研究とか、それらは

されたことはあるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（中西和夫君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） それだけで特段研究したとか調査したというようなことはご 

ざいませんけども、仄聞する中でやはり色々と、このような西和といいますか、広域圏

の関係のようでない決め方をされているところは、それぞれあると思います。ただ、こ

の関係につきましては、当初協議会の中で色々と協議される中でそのような状態になっ

たと聞いております。今後、どうするかについては、やはり色々な意見が出てきた中で

我々に対して一遍調査せいというような上からの話がございましたら、我々としてはそ

れは、どのような形になっておるかということも調査する中で報告をしていかなきゃな

らんと考えております。 

○議長（中西和夫君） ７番、小野議員。 

○７番（小野隆雄君） 質問の最初に話したように、私自身も組合議会の議員として参加 

しておりながら、その時に何ら提案できなかって、今、そちらに行ってないのに、その

規約改正について一つの、それを構成している議会の議員としてどのような形で協議会

に申していくのか、またこれは当然町長は議員ということでなるでしょうし、またこの

規約改正についても、町長らで構成されている協議会といいますかね、その中での話も

やっていただきたいなと、提案で結構ですので、お願いしたいと思うんですが、その点

について町長どういうふうにお考えでしょうか。 



１－85 

○議長（中西和夫君） 小城町長。 

○町長（小城利重君） まさに、今、上牧町の収入役がおやめになって廃止するというこ 

とでこういうことになってますけども、いずれにいたしましても、私らも出ている中で

は、その町のところが、所在するところが管理者を持っていると。持ち回りでもいいん

ではないかなというようなこともありますし、また副管理者については２つを兼ねてい

る方もおられるし、そういうことも踏まえたら、最初に出来た段階のことが踏襲されて

何ら一考もされてないと。たまたま、今、収入役を上牧町が廃止するということからこ

ういう事態になっているわけですから、いずれにいたしましても、この関係等について

は、どうせまた７町でも収入役の廃止が出てこようと思いますし、そういうことを考え

ますと、それも考えた上で協議をするというのか、そういう話もしていくことも当然で

あろうと思います。現状としては、今、こういう形になっているというのが、こういう

形で進めていかざるを得ないなと思っております。 

○議長（中西和夫君） ほか、ございませんか。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案については、原案どおり可決することにご異議ございません

か。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） 異議なしと認めます。よって議案第３０号 西和衛生試験センタ 

ー組合規約の変更については、満場一致で可決いたされました。 

 続いて、日程３７、議案第３１号 王寺周辺広域休日応急診療施設組合規約の変更に

ついてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本案については、会議規則第３９条第２項の規定により、委員会

付託を省略することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） 異議なしと認めます。よって議案第３１号については、委員会付 

託を省略いたします。 

 理事者の提案説明を求めます。中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 私の方から、議案第３１号 王寺周辺広域休日応急診療 

施設組合規約の変更につきましてご説明を申し上げます。 

 まず、議案書を朗読いたします。 

 議案第３１号 
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       王寺周辺広域休日応急診療施設組合規約の変更について 

 標記について、地方自治法第２８６条第１項及び同法第２９０条の規定により、別紙

のとおり提出し、議会の議決を求めます。 

 平成１８年３月２日提出 

                            斑鳩町長 小城利重 

 次ページの王寺周辺広域休日応急診療施設組合規約の変更について、朗読をもちまし

てご説明とさせていただきます。 

       王寺周辺広域休日応急診療施設組合規約の変更について 

 王寺周辺広域休日応急診療施設組合において共同処理する事務に、平成１８年４月１

日から新たに「障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）に定める市町村審査会

の設置及び運営に関する事務」を加えることとし、王寺周辺広域休日応急診療施設組合

規約を別紙のとおり変更するものである。 

 新旧対照表等のご説明につきましては、省略とさせていただきます。議員皆様方の温

かいご審議を賜りまして、原案どおりご議決を賜りますようよろしくお願いをいたしま

す。 

○議長（中西和夫君） 説明が終わりました。本案について質疑をお受けいたします。１ 

４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） これにつきましては、一定以前委員会の中でも聞かせていた 

だいたんですが、その時にちょっと聞きそびれたことがありましたので、確認をしてお

きたいと思います。 

 介護認定審査会を充てることも可能だという中で、やはり障害者の対応ということで

は、きちっとメンバーを構成しまして、２合議体を審査会として設置をされるというふ

うに説明を受けておりますし、それぞれ北 城郡、生駒郡の方面からの精神障害者に対

応出来るような方にも入っていただくということで、万全な体制はとっていただいたと

いうことはお聞きしておったわけなんですが、ただこの新しい制度になって私ちょっと

心配しているんですが、この２合議体で審査会の方が十分機能出来るのかどうかという

ことがちょっと心配なんですが、そこのところについて、担当の方は、この２合議体を

つくられた経緯と、これから運用していく中でどのようにお考えになられているのか、

ここのところちょっと確認を、私もその当時ようしなかったので、本日お聞きしときた

いと思います。 
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○議長（中西和夫君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） まず、７町の判定を要するであろうと思われる対象者の 

数につきまして、各町の方から拾い上げをさせてもらいました。それでもちまして、一

番対象者の数としては、斑鳩町はざっと１２０名ぐらいになるであろうと。あとは、安

堵町はまた数はぐっと減ってくるんですけれども、大体６０名から７０名ぐらいのとこ

ろになるんではないかなと。そういきますと、１０月１日までには完全に認定作業を終

了しておかなければなりません。１０月１日で認定の作業を終了しておこうとするなら

ば、当然９月の最終の審査会で終わっておかなければ、その方たちの判定が出来ないと

いうことになりますので、それまでに毎月１回の状況で、一度に来るということはまず

ないであろうという想定をしておるんですけれども、それで毎月１回の審査会の開催で

５人の２合議体で十分出来るのではないかという判断はしております。 

 ただ、今現在そういう形で想定をして毎月１回の開催の予定をしておりますけれども

当然申請件数等がその時に集中すれば、随時そういう形での開催はさせていただくとい

うことで、今現在審査会の委員さんにお願いをしております先生方に、こういうことも

あり得るのでご了承をしておいてくださいということでご説明をさせていただいている

ということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（中西和夫君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 以前にも申し上げましたが、事前にモデル地区でやられた判 

定で、１次判定、２次判定で大きな違いが出ているということもございましたので、こ

この審査会の方での判定につきまして、新しい制度ですし大変だとは思いますけれども

それぞれきちっとした判定が出来るように十分注意をしていただきたいということをお

願いをさせていただいておきます。 

○議長（中西和夫君） ほかはございませんか。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案については、原案どおり可決することにご異議ございません

か。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） 異議なしと認めます。よって議案第３１号 王寺周辺広域休日応 

急診療施設組合規約の変更については、満場一致で可決いたされました。 

 続いて、日程３８、議案第３２号 斑鳩町文化振興センターの指定管理者の指定につ

いてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 
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         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） これをもって議案第３２号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第３２号は、総務常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程３９、議案第３３号 斑鳩町観光自動車駐車場の指定管理者の指定につ

いてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） これをもって議案第３３号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第３３号は、建設水道常任委員会に付託いたします 

 続いて、日程４０、議案第３４号 斑鳩の里観光案内所の指定管理者の指定について

を議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） これをもって議案第３４号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第３４号は、建設水道常任委員会に付託いたします 

 続いて、日程４１、諮問第１号 人権擁護委員の推薦について意見を求めることにつ

いて（その１）、日程４２、諮問第２号 人権擁護委員の推薦について意見を求めるこ

とについて（その２）、以上２議案を会議規則第３７条の規定により一括議題とし、会

議規則第３９条第２項の規定により、委員会付託を省略することにご異議ございません

か。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） 異議なしと認めます。よって諮問第１号、諮問第２号については 

一括議題とし、委員会付託を省略いたします。 

 理事者の提案説明を求めます。植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） それでは、諮問第１号、諮問第２号について、私の方から説 

明させていただきます。 

 まず、諮問第１号でございます。 

 現委員の横田啓子氏の任期が、平成１８年６月３０日をもって満了することから、そ

の後任者の推薦について議会の意見を求めるものでございます。 

 議案書を朗読させていただきます。 

 諮問第１号 

    人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その１） 
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 標記について、下記の者を候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により、議会の意見を求めます。 

 平成１８年３月２日提出 

                             斑鳩町長 小城利重 

                   記 

 住  所 斑鳩町法隆寺２丁目１０番４５号 

 氏  名 山本惠一 

 生年月日 昭和１７年８月２日 

 以上、簡単でありますが説明とさせていただきます。なお、同氏の経歴につきまして

は、次のページに添付いたしておりますが、朗読は省略させていただきます。 

 続きまして、諮問第２号でございます。 

 現委員であります金本加津子氏には、平成１８年２月５日死去されましたことから、

その後任者として推薦することについて意見を求めるものでございます。 

 議案書を朗読させていただきます。 

 諮問第２号 

    人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その２） 

 標記について、下記の者を候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により、議会の意見を求めます。 

 平成１８年３月２日提出 

                             斑鳩町長 小城利重 

                   記 

 住  所 斑鳩町龍田西１丁目３番２号 

 氏  名 黒松龍一 

 生年月日 昭和２７年４月２５日 

 以上、簡単でございますが説明とさせていただきます。同氏の経歴につきましては、

次のページに添付いたしておりますが、朗読は省略させていただきます。 

 何とぞよろしく、諮問第１号、諮問第２号ともご承認賜りますようにお願いいたしま

す。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○議長（中西和夫君） お諮りいたします。本案については質疑、討論を省略し、一括し 
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て適任であるとの意見を付して答申することにご異議ございませんか。７番、小野議員 

○７番（小野隆雄君） 今、議長がそうして言うてもらったことで別に問題はないんです 

が、ちょっと確認したいことがあるんです。といいますのは、諮問第２号について、こ

れは前任者が死去されたことについての後任者の推薦なんですが、この黒松龍一氏の任

期については、どういうぐあいな形で取り扱われるのか。もっとも、この人権擁護委員

さんの任期というものについてもはっきりお聞きしてないんですが、その点はどのよう

にいたされるのか、確認したいと思います。 

○議長（中西和夫君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 任期は３年でございます。そして、黒松龍一氏の任期と 

いたしましては、議会の推薦をいただきまして後、法務省の方へこの推薦をさせていた

だきます。黒松龍一氏の任期としては、７月１日から任期が開始になってくる状況にな

ります。 

○議長（中西和夫君） ７番、小野議員。 

○７番（小野隆雄君） 諮問第２号の、今、黒松龍一氏という名前を出して話してますけ 

どね、この人を推薦するのは、前任者の死去に伴いということで後任者という考え方、

この方の任期の後ということなのか、今、７月１日とおっしゃっているのは、多分任期

満了の方の後任者の方だと思いますので、その辺ちょっと整理していただきたいと思い

ます。 

○議長（中西和夫君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 前任者の方がお亡くなりになりまして、今現在欠員の状 

態になっております。その方も、６月３０日までの任期がございまして、そういうこと

で、本日こういうことで議会の方で推挙をしていただきますと、手続上追っていきます

と、当然７月１日からの任期が開始になってくるということでなりますので、そういう

ことでご理解いただけたらと。こういうご説明の仕方をして、誤解を招くようなご説明

の仕方になっておるんですけども、後任の方を補欠していくというんじゃなしに、お亡

くなりになりまして、ちょうど７月１日に任期が発生してきますので、それのためのご

推薦をお願いしたということでございます。 

○議長（中西和夫君） 再度お諮りをいたします。本案については、適任であるとの意見 

を付して答申することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（中西和夫君） 異議なしと認めます。よって諮問第１号 人権擁護委員の推薦に 

ついて意見を求めることについて（その１）、諮問第２号 人権擁護委員の推薦につい

て意見を求めることについて（その２）については、満場一致をもって適任であるとの

意見を付して答申することに決定いたしました。 

 続いて、日程４３、認定第１号 町道認定及び路線変更についてを議題とし、総括質

疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） これをもって認定第１号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています認定第１号は、建設水道常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程４４、同意第１号 助役の選任について同意を求めることについてを議

題といたします。 

         （芳村助役 退席） 

○議長（中西和夫君） お諮りいたします。本案については、会議規則第３９条第２項の 

規定により、委員会付託を省略することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） 異議なしと認めます。よって同意第１号については、委員会付託 

を省略いたします。 

 理事者の提案説明を求めます。植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 同意第１号について、私の方からご説明申し上げます。 

 現助役の芳村是氏の任期が、平成１８年３月３１日をもって満了となることから、引

き続き同氏を選任いたしたく同意を求めるものでございます。 

 議案書を朗読いたします。 

 同意第１号 

         助役の選任について同意を求めることについて 

 標記について、下記の者を斑鳩町助役に選任したいので、地方自治法第１６２条の規

定により、議会の同意を求めます。 

 平成１８年３月２日提出 

                             斑鳩町長 小城利重 

                   記 

 住  所 斑鳩町法隆寺西１丁目７番３３号 
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 氏  名 芳村 是 

 生年月日 昭和１３年１１月１１日 

 以上、簡単でございますが説明とさせていただきます。なお、同氏の経歴については

次のページに添付させていただいておりますが、朗読は省略させていただきます。何と

ぞよろしく満場一致をもってご承認を賜りますようにお願いいたします。 

○議長（中西和夫君） お諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、原案 

に同意することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） 異議なしと認めます。よって同意第１号については、満場一致で 

同意いたされました。 

         （芳村助役 着席） 

○議長（中西和夫君） 芳村助役に報告いたします。同意第１号 助役の選任について同 

意を求めることについては、満場一致で同意いたされました。 

 続いて、日程４５、報告第２号 平成１８年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告に

ついてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本案については、会議規則第３９条第２項の規定により、委員会

付託を省略することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） 異議なしと認めます。よって報告第２号については、委員会付託 

を省略いたします。 

 理事者の報告を求めます。野口企画財政課参事。 

○企画財政課参事（野口英治君） それでは、報告第２号 平成１８年度斑鳩町文化振興 

財団事業計画の報告につきまして、私の方からご報告させていただきます。 

 まず最初に、議案書を朗読いたします。 

 報告第２号 

      平成１８年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告について 

 標記について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告し

ます。 

  平成１８年３月２日提出 

                             斑鳩町長 小城利重 
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 本議案につきましては、財団法人斑鳩町文化振興財団の平成１８年度斑鳩町文化振興

財団事業計画及び収支予算につきまして議会に報告するものであります。 

 平成１８年度事業計画及び収支予算につきましては、指定管理者制度の導入によりま

して予算の組み替え、及び公益法人会計基準の改正によりまして収支予算書の様式が変

更されています。その様式に基づき作成させていただいておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 それでは、１ページの平成１８年度事業計画を朗読し、説明とさせていただきます。 

              平成１８年度事業計画 

 斑鳩町文化振興財団は、いかるがホールが地域の文化活動の拠点となり、文化力を高

めて地域を活性化し、文化芸術を培い、創造力と人間の感性を育み、地域に心豊かな感

動づくりを創造させるため、以下の事業に取り組みます。 

（１）芸術・歴史文化事業の企画及び運営に関する事業については、本年度は以下のよ

うな事業を実施する。 

 ・住民参加型事業、４事業、事業費４３６万。・芸術文化鑑賞型事業、９事業、事業

費１，０２２万円。・育成型事業、４事業、事業費２３７万円。事業合計、１７事業、

事業費合計１，６９５万円です。これらの各事業につきましては、２ページから５ペー

ジに、開催事業の概要としまして記載いたしておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

（２）芸術・歴史文化活動の普及、振興、支援事業については、本年度は以下のような

事業を実施する。 

 ・受託事業、２事業、事業費１０５万円です。この２事業の事業内訳につきましては

５ページに記載いたしております。・友の会運営費、事業費７８万円で、いかるがホー

ルで、友の会会員３９０人、法人会員４０口の会費収入７８万円を運用いたしておりま

す。主なものは、いかるがホールの友の会会員への通信費、活動奨励等の入場券購入費

であります。 

（３）芸術・歴史文化情報の収集及び提供については、本年度は以下のような事業を実

施する。 

 ・ホール機関誌の刊行、事業費３８万６，０００円は、年２回ホール情報誌の発行に

かかる経費を計上いたしております。 

（４）その他、この法人の目的を達成するために必要な事業については、本年度は以下
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のような事業を実施する。 

 ・斑鳩町文化振興センターの管理及びホール運営 

 １．施設管理運営事業、事業費１億２，３８２万１，０００円で、その内訳は、施設

管理運営にかかります経費のうち、電気、水道、植栽、清掃、夜間警備、浄化槽維持管

理等について、ホール部門と図書館部門の床面積８対２とし、ホールを８、図書館を２

で割り振りし、ホール部門１億９９０万８，０００円、図書館部門１，３９１万３，０

００円を計上いたしております。 

 ２．ホール施設使用料収入の受け入れ。使用料収入２，２７２万２，０００円で、ホ

ールの各施設の使用料収入です。内訳につきましては、１２ページに計上しております 

 以上が１８年度の事業計画であります。 

 次に、１８年度収支予算につきまして、６ページの収支予算書総括表にて前年度予算

額と比較し記載いたしております。前年度予算額につきましては、前年度の収支予算書

の科目と本年度予算が変わっておりますので、予算科目に対応する組み替えを行い表示

させていただいております。特に変動の大きい項目を取り上げ報告させていただきます 

 事業活動収入計、予算額１億５，２０１万４，０００円で、前年度と比較して７８９

万円の減となっています。その主なものは、事業活動収入の事業収入と受託事業収入の

減であります。 

 事業収入予算額が１，２８０万３，０００円で、前年度と比較して５２万２，０００

円の減となっています。主に自主事業の事業費の減により、入場券販売収入が減額とな

ったものであります。 

 受託事業収入は、施設管理受託事業収入と使用料収入及び斑鳩町からの委託を受けた

受託事業収入で、予算額１億２，４８７万１，０００円で、前年度と比較して１，４０

５万７，０００円の減となっています。主に、前年度では施設管理受託事業費を全額施

設管理受託事業収入に計上いたしておりましたが、施設使用料を受託事業収入の使用料

収入とし、施設管理運営費から使用料収入を控除して予算計上したことによる減であり

ます。 

 補助金等収入の予算額１，２７９万６，０００円、前年度と比較して６４３万円の増

となっています。これは、前年度予算では、事業収入の使用料収入に計上しておりまし

たが、受託事業収入に組み替えしたことにより増額となっています。 

 次に、事業活動支出につきまして、事業活動支出計、予算額１億５，１５１万４，０
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００円、前年度と比較し７８９万円の減となっています。 

 この主なものは、自主事業費、予算額１，６９５万円、前年度と比較して５３２万円

の減となっています。これは、公演事業数の減によるものであります。 

 施設管理運営費は、いかるがホールの施設管理運営費で、予算額１億２，３８２万１

０００円、前年度と比較して１，０６１万３，０００円の増は、前年度予算では総務管

理費に計上いたしておりました施設受付事務、施設貸付事務、施設管理システム、公課

費等の経費を、総務管理費から組み替えによります増１，１７６万３，０００円に対し

節減による減額１１５万円であります。 

 管理費支出、総務管理費は、財団の管理運営に要します経費で、次の管理運営費を統

合して計上、主には人件費等庶務的経費であります。予算額８９１万３，０００円、前

年度と比較して１，２２２万２，０００円の減、及び管理費予算額４６万７，０００円

を減額してます。この減額につきましては、総務管理費に係ります経費を、施設管理運

営費へ組み替えによります減１，１７６万３，０００円と、節減による減９２万６，０

００円によるものであります。 

 なお、収支予算書につきましては、予算に関する説明書を提出いたしておりますので

よろしくお願いいたします。 

 また、平成１８年４月から、公益法人会計基準の改正によりまして、収支計算書及び

収支計算書に係る科目を前年度と比較するため、９ページに計上させていただいており

ます。 

 以上、簡単ではございますが、平成１８年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告につ

いてのご説明とさせていただきます。 

 なお、本報告議案につきましては、去る２月１０日開催の財団法人斑鳩町文化振興財

団理事会におきまして、ご承認を得ておりますことをご報告申し上げますと共に、当日

の理事会の会議録を議会事務局に提出いたしておりますことを申し添えさせていただき

ます。よろしくご了承賜りますようお願いいたします。 

○議長（中西和夫君） 会議時間を１８時まで延長いたします。 

 報告が終わりましたので、本件について質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） これをもって質疑を終結いたします。 

 報告第２号 平成１８年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告についてを終わります 



１－96 

 続いて、日程４６、報告第３号 平成１８年度斑鳩町土地開発公社事業計画の報告に

ついてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本案については、会議規則第３９条第２項の規定により、委員会

付託を省略することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君） 異議なしと認めます。よって報告第３号については、委員会付託 

を省略いたします。 

 理事者の報告を求めます。藤原企画財政課長。 

○企画財政課長（藤原伸宏君） それでは、まず議案書を朗読させていただきます。 

 報告第３号 

      平成１８年度斑鳩町土地開発公社事業計画の報告について 

 標記について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告し

ます。 

 平成１８年３月２日提出 

                             斑鳩町長 小城利重 

 それでは、予算書についてご説明をさせていただきます。 

 まず、予算書の１１ページをお開きいただきたいと存じます。事業計画説明書により

取得事業からご説明をさせていただきます。 

 まず、法隆寺線に係ります都市計画道路事業用地取得でございますが、残存物件のう

ち公社対応といたしまして２件を予定しており、引き続き粘り強く交渉を重ねてまいり

たいと考えておるところでございます。平成１８年度につきましては、用地費、補償費

を合わせまして１億７，６４７万円を計上いたしております。 

 次に、法隆寺駅周辺整備事業用地取得でございますが、ＪＲ用地及び駅南側での買収

を予定しており、２億４，０００万円を計上いたしました。 

 次に、道路新設改良事業用地取得といたしましては、神南３丁目地内道路新設改良事

業について３，３３４万５，０００円、町道３０８号線道路新設改良事業用地につきま

しては、８３２万５，０００円を計上いたしたところでございます。 

 次に、（仮称）総合福祉会館事業用地取得でございますが、小吉田１丁目地内におき

まして２カ年で取得をしたいと考えているところでございます。平成１８年度では、１

億９，４７５万４，０００円を計上いたしております。また、平成１９年度では８，０
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１１万５，０００円を予定しており、総額では２億７，４８６万９，０００円となって

いるところでございます。 

 １０ページにお戻りいただきたいと存じます。処分事業でございます。 

 まず、法隆寺線に係ります都市計画道路事業用地処分として４，４４６万７，０００

円を計上いたしておりまして、これにつきましては、平成１６年度及び１７年度で取得

いたしましたものについて清算を終える予定としております。また、平成１９年度につ

きましては、１億４，８３５万２，０００円をもってすべて処分を終える予定でござい

ます。 

 次に、法隆寺駅周辺整備事業用地処分でございます。平成１８年度で１，５００万円

を、平成１９年度では４億９，４５２万１，０００円、平成２０年度１億６，５０９万

７，０００円を予定しております。既に保有をしております暫定植栽広場につきまして

は、平成１９年度で処分をしてまいりたいと考えております。 

 次に、道路新設改良事業用地処分でございます。神南３丁目地内道路につきましては

平成１８年度、１９年度の２カ年で、また町道３０８号線道路につきましては平成１９

年度で、それぞれ事業の進捗と合わせまして処分をする予定でございます。 

 次に、（仮称）総合福祉会館事業用地処分につきましては、平成１９年度、平成２０

年度の２カ年で処分をする予定をしております。 

 次に、町単独土地改良事業用地処分の三井農道につきましては、平成１７年度からの

３カ年間で事業進捗に合せて処分をしてきたところでございまして、平成１８年度、１

９年度において清算を終える予定をしております。 

 次に、（仮称）文化財活用センター事業用地処分につきましては、３，８５７万９，

０００円を計上いたしております。 

 次に、都市計画道路代替用地処分でございますが、土地開発公社の経営健全化を図る

ため、当面処分見込みのない都市計画道路代替用地及びその他の代替用地につきまして

処分をしてまいりたいと考えております。平成１８年度につきましては、３億３，００

７万５，０００円を計上いたしておりまして、龍田西８丁目地内の都市計画道路代替用

地と、平成１７年度におきまして処分が出来ませんでした法隆寺北２丁目地内の都市計

画道路代替用地につきまして、一般競争入札により処分をしてまいりたいと考えており

ます。 

 なお、平成１７年度につきましては、法隆寺北２丁目地内の都市計画道路代替用地及
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び法隆寺南２丁目地内の代替用地につきましては、一般競争入札により処分したところ

でございまして、これにつきましては、法隆寺北２丁目地内の用地については６２１万

９，０１２円の損失、法隆寺南２丁目地内の代替用地では６９８万８，５６５円の売却

益が生じたことにより、差し引き７６万９，５５３円を準備金に留保出来るものとなり

ました。 

 しかしながら、平成１８年度の処分につきましては、売却に伴い損失が生じることが

見込まれますので、一般会計からの損失補てんを講じてまいりたいと考えておるところ

でございます。処分額が確定いたしますれば、公社事業計画の変更並びに一般会計予算

の編成を行い、特別利益及び損失補てんを計上していきたいと考えておりますので、ど

うかよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、２ページにお戻りください。第１表、収益的収入及び支出予算でございま

す。 

 まず、収入では、事業収益、公有地取得事業収益で４億５，７６１万１，０００円、

事業外収益、受取利息で２，０００円、雑収益で１万円の合計４億５，７６２万３，０

００円でございます。 

 支出では、事業原価、公有地取得事業原価で４億５，７６１万１，０００円、一般管

理費で１０万円の合計４億５，７７１万１，０００円でございます。 

 次に、３ページの第２表、資本的収入及び支出予算をご覧ください。 

 収入では、資本的収入、借入金で６億７，５００万円。 

 支出では、資本的支出で、公有地取得事業費が６億７，５６４万４，０００円、借入

金償還金が４億５，７００万円の合計１１億３，２６４万４，０００円でございます。 

 それでは、１ページにお戻りください。朗読をもちましてご説明にかえさせていただ

きます。 

           平成１８年度斑鳩町土地開発公社予算 

（総則） 

第１条 平成１８年度斑鳩町土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。 

１．都市計画道路事業用地取得及び処分 

２．法隆寺駅周辺整備事業用地取得及び処分 
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３．道路新設改良事業用地取得及び処分 

４．（仮称）総合福祉会館事業用地取得 

５．町単独土地改良事業用地処分 

６．（仮称）文化財活用センター事業用地処分 

７．都市計画道路代替用地処分 

（収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額を次のとおり定める。 

収益的収入     ４億５，７６２万３，０００円 

収益的支出     ４億５，７７１万１，０００円 

   ２ 収益的収入及び支出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 

収益的収入及び支出予算」による。 

（資本的収入及び支出） 

第４条  資本的収入及び支出の予定額を次のとおり定める。（資本的収入額が資本的 

支出額に対して不足する額、４億５，７６４万４，０００円は、当年度分損

益勘定留保資金、４億５，７６４万４，０００円で補てんするものとす

る。） 

資本的収入     ６億７，５００万円 

資本的支出     １１億３，２６４万４，０００円 

   ２ 資本的収入及び支出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第２表 

資本的収入及び支出予算」による。 

（借入金の限度額） 

第５条  借入金の限度額は、３０億円と定める。 

   ２ 前項の限度額のうち、本事業年度において借入を行わなかった金額は、翌年 

度事業に繰り越して借入することができる。 

（予算の弾力条項） 

第６条  公有地売却の増加によって、収益的収入予算の款・事業収益、項・公有地取 

得事業収益の予算額を上回って収入された場合は、その上回って収入された

金額の範囲内において資本的支出予算の款・資本的支出、項・借入金償還金

の予算額を上回って支出することができる。 

                            平成１８年２月１３日 
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                            斑鳩町土地開発公社 

                              理事長 小城利重 

 以上、簡単ではございますが、報告第３号 平成１８年度斑鳩町土地開発公社事業計

画の報告についてのご説明とさせていただきます。何とぞよろしくご了承を賜りますよ

うお願いを申し上げます。 

○議長（中西和夫君） 報告が終わりました。本件について質疑をお受けいたします。７ 

番、小野議員。 

○７番（小野隆雄君） ちょっとお聞きしたいんですが、朝の嶋田総務委員長の委員長報 

告の中にもあったと思うんですが、法隆寺何丁目やったかちょっと忘れましたが、東小

学校の北側の土地、入札によって処分された。その時も、委員長の方で、何か６００万

以上の利益とかいうような話で、今の課長の都市計画道路の代替用地の処分についても

同じようなことをおっしゃっていたんで、あの土地につきましては、２０年以上たって

いるように私は記憶しとるんですが、その時の買収価格というんですか、取得された時

の価格、その土地全体の価格と、それから２０年以上たっているから、その間の経費と

いうのがどれぐらいなもんあったのかなというのが疑問なんです。安く買われたという

こともあるんかなと思うんです。今、入札で２，０００何万ですね、処分されたという

ことは。だから、そこで６００何万の収益というんか、売却益というんですか、それが

なかなかちょっとつかみづらいんです。それで、出来ましたら、取得された価格と、そ

れから持っておられた中での経費、ほとんど利息ですね、それは幾らになるのか、ちょ

っと数字を言ってもらいたい、このように思います。 

○議長（中西和夫君） 藤原企画財政課長。 

○企画財政課長（藤原伸宏君） ただいまお尋ねの法隆寺南２丁目地内の土地でございま 

す。取得時の用地費につきましては、１，５３９万６，７１６円でございまして、諸経

費につきましては１６４万６，２４５円、利息につきましては５１１万８，４７４円と

いうことで、合計いたしますと、売却時の簿価につきましては、２，２１６万１，４３

５円となっております。 

○議長（中西和夫君） ７番、小野議員。 

○７番（小野隆雄君） 処分時の簿価が２，２１６万ぐらい。それで、入札によって今処 

分された価格は幾らなんですか。 

○議長（中西和夫君） 藤原企画財政課長。 
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○企画財政課長（藤原伸宏君） 入札によって処分いたしました価格は、２，９１５万円 

でございます。したがいまして、差額は６９８万８，５６５円となっております。 

○議長（中西和夫君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 土地開発公社のこの事業計画の関係は、今、数字で示してくれて 

説明もいただいてますし、町長から説明もあるんですけれども、この計画は、いわゆる

複数年次にわたる計画のものもあるわけでありますし、それから従来から懸案になって

いる問題もありますので、こういう計画だけでなしに、出来るだけ僕は図面で表示をし

てくれて、そして年次計画を明らかにするという関係で理解を求める方がいいというふ

うに思いますので、出来るだけそういう配慮をして説明をしてもらいたい、そういうふ

うに思うんです。 

 ですから、この内容だけでは、１８年度でどれだけのものをどうするのか、１９年度

どうするのかというのはわかりませんし、特に私どもが感じますのは、法隆寺駅前の関

係などについては、まだ従来から残っている部分がありますし、ここにもちょっと書い

てますように、暫定植栽広場というふうに言っているんですけど、これも旧官舎の関係

を言うてるんだと思うんですけども、こういうふうに言葉を変えて言われてみたりなん

かすると、どこが残っていてどこがどうなのか。あるいは今回のＪＲの周辺整備の事業

の関係で、３番線の撤去をしたあの関係などの関係ですね、色々複雑になってきている

と思うんです。それを年次ごとにどこからどう取得するのかということについて、これ

ではちょっとわかりにくいと思いますので、出来れば図面を添付をしていただいて具体

的に説明をしていただく、こういうふうにご配慮をいただきたいものだというふうに思

うんです。 

 ですから、これは果たして適当なのかどうかわかりませんけれども、出来れば、今日

はもう間に合いませんから、予算委員会にでも提示をしていただいて、準備をしていた

だいて、その場所でご説明をいただくというようなことが出来ないものかどうか、特に

要望申し上げて、町側のご配慮をいただけるかどうかだけお聞きしておきたい、こう思

うんです。 

○議長（中西和夫君） 藤原企画財政課長。 

○企画財政課長（藤原伸宏君） おっしゃいます資料につきましては、予算特別委員会に 

つきまして提出をさせていただきたいと存じます。 

○議長（中西和夫君） ほか、ございませんか。これをもって質疑を終結いたします。 
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 報告第３号 平成１８年度斑鳩町土地開発公社事業計画の報告についてを終わります 

 以上をもちまして本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 明３日から６日までは休会、７日は午前９時から一般質問を予定しておりますので、

定刻にご参集をお願いいたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。どうもありがとうございました。 

         （午後５時２分 散会） 


